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１ 住民主体の社会参加を
通じた健康なまちづくり

芳賀 博
＜桜美林大学大学院老年学研究科教授＞

はじめに

平均寿命の伸びとともに長くなった高齢期の生活をいかに実り豊かなものにする

か，それに向けた社会の構築が求められている。なかでも，高齢者が役割をもち社会

参加することは，生きがい・健康づくりにおいて重要であることはしばしば強調され

てきた。国の施策においても高齢者の社会参加推進策は，古くから取り組まれてきた

経緯がある。また，近年では要介護高齢者の増加ともあいまって，元気な高齢者がさ

まざまなサービスの担い手として社会で活躍することが期待されるようにもなってき

た。

本稿では，高齢者の社会参加を推進してきた施策の動向を概観するとともに，地域

で進める健康づくり・介護予防活動において，なぜ住民主体の社会参加が必要である

かについて論じる。さらに，現状では住民主体の活動が根づいていないことに鑑み，

それを促すための方法論（プログラム）を開発するうえで，アクションリサーチ（参

加型行動研究）が有用であることについてふれ，最後に，その研究事例を紹介するこ

ととする。

1
生きがい・健康づくりの源泉としての
社会参加とその推進

高齢者の社会参加や社会貢献活動が，生命予後や生活機能の維持並びに健康度の改

善に好影響をもたらすとする内外の実証研究は数多くみられる
１）～３）

。また，社会参加活動

は，老年学における究極の目標ともいうべきサクセスフル・エイジングの条件の１つ

としても位置づけられている。RoweとKahn
４）

は，サクセスフル・エイジングは３つの

―4―



要素から構成されるとして，疾病や疾病に関連した障害の発生が低いこと，認知機

能・身体機能が良好に保たれていること，そして他の人との交流や生産的活動，すな

わち社会参加活動に関与することが幸福な老いの条件であるとしている。

さらに，Lawton
５）

によれば社会活動（社会的役割）は，活動能力のなかでも最も高

次で複雑な能力であるという。すなわち，活動能力は，人間の成長に伴い「身体的自

立（ADL）」→「手段的自立（IADL）」→「知的能動性」→「社会的役割」へと発展・

拡大するとされている。より人間的で積極的な意味での生活空間の拡大は「手段的自

立」以上の高次の活動能力に期待されているといえよう。すなわち，「手段的自立」

は在宅で一人でも生活を維持し得る能力，「知的能動性」は余暇活動や探究心・好奇

心などの知的な活動能力，「社会的役割」は人々との親密な付き合いや他への支援な

どの能力を表している。一方，活動能力の低下は，「社会的役割」→「知的能動性」

→「手段的自立」→「身体的自立」の順に逆戻りすると考えられている。藤原ら
６）

は，

地域在住高齢者を対象とする８年間の縦断研究において，まず「社会的役割」が低下

し，次に「知的能動性」の低下，そして「手段的自立」の低下へと連動していく様子

を追跡データに基づき立証している。したがって，高齢期において「社会的役割」を

維持することは活動能力の低下予防に寄与するだけでなく，生きがい等の生活の質

（QOL）を保つためにも有用であるといえよう。

国の施策においても，高齢者の社会参加の推進は重要であるとして，これまでの厚

生白書や厚生労働白書，高齢社会白書等を通じて繰り返し述べられてきた経緯があ

る。また，老人福祉法（１９６３年），高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（１９７１年）

のなかにもその精神を盛り込む等さまざまな取り組みがなされてきた。

老人福祉法の第３条（基本的理念）では，老人は心身の健康を保持し，社会的活動

に参加するように努めることや適当な仕事に従事する機会その他社会的活動に参加す

る機会を与えられるものとすることが謳われている。また，同法第１３条（老人福祉の

増進のための事業）では，地方公共団体は，老人クラブその他当該事業を行う者に対

して，適当な援助をするように努めなければならないとしている。高年齢者等の雇用

の安定等に関する法律に基づいてシルバー人材センターも位置づけられている。シル

バー人材センターは，高齢者が定年退職後に働くことを通じて生きがいをもって地域

社会で生活できるようにすることを主な目的としている。

近年では，健康日本２１（第二次）計画をはじめ，介護予防・日常生活支援総合事業

等において，高齢者が社会的役割をもつことにより，生きがいや健康づくり，さらに

は介護予防にもつながるとの基本的な考えのもと，高齢者の社会参加推進がさらに強
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調されることとなった。

このようにわが国における高齢者の社会参加は，その政策と密接に結びつけられな

がら普及・啓発が行われてきた経緯がある。

2
住民主体による社会参加を通じた
健康づくりへの期待

社会参加を通じた住民主体の活動が，健康日本２１計画をはじめ，介護予防策の見直

しや地域包括ケアシステム構築等の枠組みのなかにも位置づけられるようになり，住

民参加あるいは住民主体による健康なまちづくりへの期待が高まっているといえる。

わが国の健康づくり対策は，１９７８年の第１次国民健康づくり対策からはじまり，第

２次（１９８８年～），第３次（２０００年～健康日本２１）を経て２０１３年からはじまった第４

次国民健康づくり対策へと受け継がれてきた。第４次国民健康づくり対策（健康日本

２１（第二次））においては，その基本的な柱の１つに「健康寿命の延伸と健康格差の

縮小」「社会生活を営むために必要な機能の維持及び向上」等に加え，「健康を支え，

守るための社会環境の整備」が掲げられている。ここでの「健康を支え，守るための

社会環境の整備」とは，国民が主体的に行う健康づくりの取り組みを総合的に支援

し，地域や社会の絆，職場の支援などが機能することにより，社会全体が相互に支え

合いながら，国民の健康を守る環境を整備することを意図している。つまり，健康日

本２１（第二次）においては，「国民が主体的に行う健康づくり」や「地域や社会の絆」

などの用語にみられるように，旧来の専門家主導のトップダウン的な健康づくりか

ら，住民主体による健康づくりへとパラダイム転換が生じていることが見て取れる。

２０００年に施行された介護保険制度は，３年に１度見直しを行っているが，そのなか

で，介護予防施策が正式に導入されたのは，２００６年からである。当初の介護予防の中

心は，基本チェックリスト（２５項目）により運動機能の低下，低栄養状態，口腔機能

の低下，閉じこもり，認知機能の低下などのハイリスク者をスクリーニングし，介護

予防事業を展開しようとしたものであった。しかし，このような二次予防事業中心の

施策では効果が薄いことから，２０１２年からは，介護予防・日常生活支援総合事業が段

階的に導入されることとなった。その基本的な考え方は次のようになっている
７）

。①機

能回復訓練などの高齢者本人へのアプローチだけではなく，生活環境の調整や，地域

のなかに生きがい・役割をもって生活できるような居場所と出番づくり等，高齢者本

人を取り巻く環境へのアプローチが重要である。②高齢者を生活支援サービスの担い
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注＊）ハイリスクアプローチとは，疾病や障害の予防に焦点化されており，特定

の疾病や障害になりやすい危険度の高い人を対象としている。ポピュレーション

アプローチとは，社会全体を対象として，組織づくりや環境づくり，人々の意識

や行動変容等を目指すものであり，結果として社会全体のリスク要因を減らし，

疾病や障害の予防につなげようとするもの。

注＊＊）地域包括ケアシステムとは，医療や介護，予防のみならず，福祉サービス

を含めたさまざまな生活支援サービスが日常生活の場（日常生活圏域）で適切に

提供できる地域での体制のことであり，医療，介護，予防，住まい，見守り・配

食・買い物などの生活支援という５つの視点での取り組みが，包括的，継続的に

行われることが必要であるとされている。

手であるととらえることにより，担い手にとっても地域のなかで新たな役割を有する

ことになり，結果として積極的な介護予防につながる。③住民自身が主体的に運営す

る体操の集いなどの活動を地域に展開し，人と人とのつながりを通じて参加者や通い

の場が継続的に拡大していくような地域づくりを推進する。すなわち，近年の介護予

防戦略においては，専門家主導のハイリスクアプローチ＊から地域の元気高齢者の主

体的参加をも促しながらのポピュレーションアプローチへパラダイム転換が生じてい

ることが見て取れる。

また，地域包括ケアシステム＊＊では，団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年の実現を

めどにそのシステムの構築が進められている。なかでも，地域の自主性や主体性に基

づき，地域の特性に応じて構築することが重要であるとされている。地域包括ケア研

究会
８）

では，「すまいとすまい方」を植木鉢，「介護予防・生活支援」を土，「医療・看

護」「介護・リハビリテーション」「保健・福祉」を３枚の葉（専門職によるサービス

提供）にたとえて，これらの要素が相互に関係しながら，包括的に提供されるあり方

の重要性を示している。さらに，これらの“植木鉢”と“土”，“葉”は「本人の選択

と本人・家族の心構え」のうえに成り立つとしている。ここでの本人の選択とは，当

事者（住民）の自己決定権を尊重した立場であり，地域包括ケアシステムの基本は，

住民主体を重視したモデルであると読み替えることもできる。
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3
改めて確認された介護予防における住民の
主体的参加の必要性

介護予防の取り組みは，二次予防事業を集中的に展開しようとの構想であった。し

かし，その後，この二次予防を中心とする介護予防事業に行きづまることとなり，新

たな仕組み（介護予防・日常生活支援総合事業）が導入されることになったことは既

に述べたとおりである。なぜ，二次予防事業を中心とする介護予防事業を見直さざる

を得なくなったのかの理由については，「地域支援事業の介護予防・日常生活支援総

合事業の市町村による円滑な実施に向けた調査研究事業報告書
９）

」にその根拠を見出す

ことができる。

「介護予防事業の反省点」として，以下のようなことが指摘されている。

・二次予防事業への参加率は当初５％を想定していたものの，２０１４年の実績において

は，高齢者人口の０．８％に留まっている

・一方，対象者把握のための事業は，介護予防事業総費用の３分の１を投入する非効

率的な事業となっている

・プログラムに参加して効果がみられた場合でも，プログラムが終了すると再び活動

性の低い生活に戻ってしまい，介護予防の効果が持続しない

この介護予防の効果が持続しないことの理由として，同報告書では基本チェックリ

ストによる対象の把握と実践は，提供者側の視点で効果的であったのであり，高齢者

側の「動機づけ」という点では有効性が高かったとはいえないと指摘している。

これらの反省点を踏まえ，新たな介護予防事業（総合事業）のあり方として，同報

告書では以下のように述べている。

・「自分のしたい活動や普通の生活を継続することで，結果的に介護予防になる」と

いう発想の転換を行い，本人の「自発性・参加意欲」と「継続性」をキーワードと

した活動を展開していくこと

・住民主体で自らがやりたいと思うことに積極的に参加するような形を志向すること

・自発性に基づく活動は，地域における役割や出番づくりなどの社会参加につながっ

ていくこと

このようなサービス提供者側（行政や専門家）の視点で計画されたプログラム，す

なわち，トップダウンで計画されたプログラムは，多額の費用を投じた割には効果が

持続しないことが問題である。その根本的な問題解決のためには，住民主体の活動に
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根ざした計画に転換すべきだと結論づけることができる。

しかし，住民参加や住民との協働による健康な地域づくりやまちづくりの重要性が

強調され，それに向けた実践が試みられてはいるものの，どのようにしたら住民主体

で，しかも継続的なまちづくりが可能になるかのプログラムは，いまだ確立されてい

ない。その理由の１つに，従来の自然科学をモデルにした実証研究のみでは，地域の

課題解決に有効な方法論やエビデンスを見出すことに限界があることを挙げることが

できる。

4 住民の主体的活動を促すアクションリサーチ

� アクションリサーチとは ●●●●●●●●●●●●●

住民主体の活動を促すための方法が手探り状態にあるなかで，今まさにその理念を

可能にするためのエビデンスの構築が求められている。それを可能にする研究手法と

して研究者も現場の実践に参加し，住民との民主的で協働的なかかわりを大切にしな

がらコミュニティの課題解決を目指そうとするアクションリサーチ（参加型行動研

究）が脚光を浴びている。

住民との民主的で協働的なかかわりこそ，住民主体の活動を促す基本ともいえる。

アクションリサーチは，Lewinにより「アクションリサーチと少数者の諸問題（１９４６）
１０）

」

として初めて言及された研究手法であるが，世界的にみても１９９０年代後半以降に研究

手法としての注目度が高まってきている。また，地域を基盤とした課題解決型のアク

ションリサーチはCBPR（Community Based Participatory Research
１１）

）としても知ら

れている。

アクションリサーチはこれまでの伝統的な実証主義的研究に求められてきた妥当

性，信頼性，客観性，一般化とは一線を画した新しい世界観をもつ研究デザインであ

り，特定の現場に起きている特定の出来事に焦点を当て，そこに潜む課題に向けた解

決策を現場の人とともに探り，状況が変化することを目指す研究デザインである
１２）

。研

究者が問題を特定して介入プログラムを提供し，住民は被験者としてそのプログラム

に参加するだけの従来型の研究手法とはその理念を大きく異にしている。

アクションリサーチに関する定義は多岐にわたっているが，Popeら
１３）

によれば，①

参加型であること，②民主的な動機があること，③社会科学と社会の双方へ貢献する

ことの３つの要素が含まれていることが多いという。つまり，アクションリサーチは
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注＊＊＊）エンパワメントは，極めて多義的，抽象的な概念である。安梅
１５）

によれば，

「元気にすること，力を引き出すこと，そして共感に基づいた人間同士のネット

ワーク化」，北野
１６）

によれば，「共に生きる価値と力をたかめること」等と定義され

ている。

研究者も行政や住民等の関係者とともに対等な立場で問題解決に参加し，社会に永続

的な変化をもたらし改善することを目指している。アクションリサーチは，問題を抱

えるコミュニティの人々と研究者が課題の発見から計画の作成，解決策の実行，評価

のすべての段階への参加と等しいパートナーシップを基盤としており，参加者すべて

にとっての共同学習（colearning）とエンパワメント＊＊＊のプロセス
１４）

を伴うものでも

ある。従来の問題解決型の実証研究は，「介入研究」と呼ばれているが，研究者をも

含む参加者すべてにとっての共同学習すなわち“学び合い”のプロセスを大切にして

いるアクションリサーチには，従来的な「介入」の用語は基本的に馴染まない。

� エンパワメントを促す取り組み ●●●●●●●●●●●

地域の課題解決に向けた住民との協働的な取り組みを行うアクションリサーチは，

個人や組織，地域などコミュニティのもっている力を引き出し，課題解決へと結びつ

けるための実践活動にほかならない。すなわち，関係する人々のエンパワメントを引

き出すための取り組みと言い換えることもできる。

住民が連帯して共通の問題を論じ，計画を立て，問題解決の行動を起こすとき，次

のようなエンパワメントのプロセスが生じるという
１７）

。

① コミュニティのメンバーは，自分が一人ではなく，地域には自分と同じ思いの人

がたくさんいることを知る。

② 一緒の活動を経験するにつれ，以前にもまして互いを信頼するようになる。それ

ぞれが他のメンバーの支援や友情をありがたく思うようになる。

③ 意味ある活動を計画し実行することの成功体験が心地よいものになっていく。そ

の結果，思っていた以上に自分たちには力があり，影響力を行使できるスキルもあ

ることを認識する。

④ 彼らの価値観も変わりはじめる。皆にとってのコミュニティの健全さが重要性を

増し，自己利益的関心はさほど重要ではなくなる。

⑤ 多くの場合，生活は住民たちにとってより満ち足りたものとなり，それまでより

も健康的になる。
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①特定コミュニティで解決を要する

課題の発見と分析

［Plan－１］

②解決のための方策の

計画と体制づくり

［Plan－２］

④解決策実行の過程と結果の評価

［Check］

③計画に即した解決策の実行

［Do］

スパイラルな循環

）（
）（ （ ）
（ ）

［Transferability］

第１

サイクル

第２

サイクル

研究成果の他のコミュニティへの波及のための要件の設定

これらのプロセスは，まさにアクションリサーチの経過そのものでもある。活動へ

の主体的参加のもとで対話による相互作用により参加者の意識の変革と仲間との連帯

感が高まり，地域の課題解決を可能とする。

また，安梅
１５）

はエンパワメントを促す８つの原則を以下のように整理している。

①目標を当事者が選択する

②主導権と決定権を当事者がもつ

③問題点と解決策を当事者が考える

④新たな学びと，より力をつける機会として当事者が失敗や成功を分析する

⑤行動変容のために内的な強化因子を当事者と専門職の両者で発見し，それを増強す

る

⑥問題解決の過程に当事者の参加を促し，個人の責任を高める

⑦問題解決過程を支えるネットワークと資源を充実させる

⑧当事者のウェルビーイングに対する意欲を高める

コミュニティにおけるアクションリサーチに携わる研究者の役割は，以上のような

エンパワメントの拡大が起こるように，住民，組織，地域を支援することである。

� アクションリサーチにおける研究プロセス●●●●●●●

アクションリサーチの研究プロセス（図１）は，①「特定コミュニティで解決を要

する課題の発見と分析」，②「解決のための方策の計画と体制づくり」，③「計画に即

図１ コミュニティにおけるアクションリサーチの研究プロセスと波及要件の設定

出典：JST社会技術研究開発センター・秋山弘子編著『高齢社会のアクションリサーチ』東京大学出版会，３２頁，２０１５年

第１編 研究発表
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した解決策の実行」，④「解決策実行の過程と結果の評価」の４つの段階から成る。

①～④の研究プロセス（第１サイクル）を次の新たなサイクルの①以降へとスパイ

ラルに循環する積み重ねとしてとらえている。①～④の各段階は，実際には互いに入

り組んでおり，ある段階で前の段階に戻って研究の遂行を修正・変更することもあ

る。例えば②の段階を経て，③の解決策の実行の段階で再検討する必要が生じた場

合，②に戻って，解決策の修正・変更が行われることもある（このような具体的な展

開を図に表すことは概念図が煩雑になるので省略されている）。一般に従来の実証研

究では，当初設定した研究方法を研究の途中で変更することは認められないが，アク

ションリサーチではこの点が異なる。また，研究プロセスとは別に，「研究成果の他

のコミュニティへの波及のための要件の設定（Transferability）」を設けている。こ

の基準は，量的研究における「一般化」と対照的に，研究のプロセスとその成果の詳

細な記述に基づいて波及可能な諸要件を描くことを目的としている。他の類似あるい

は異なるコミュニティにどの程度波及できるのか，それを具体的に示すことが研究の

最終段階として重要であるととらえている
１８）

。

したがって，アクションリサーチにおいては，効果評価というよりも，むしろ一連

の活動がらせん状に変化するプロセスそのものの評価に力点がおかれているといって

も過言ではない。課題解決にかかわった研究者が，活動のプロセスを第三者にわかる

ように記述・分析して公表することにより，他のコミュニティにおける課題解決への

取り組みの参考にしてもらおうとすることに価値をおいている。らせん状に変化する

活動のプロセスを第三者にもわかるように描くためには，活動の時間軸に沿って収集

した膨大な質的データをどのように整理し分析するかにかかっているといえる。

� プロセス分析の質を担保するトライアンギュレーション ●●

アクションリサーチでは，プロセス分析の主要な方法論としてトライアンギュレー

ションを位置付けている。トライアンギュレーションとは，データの収集と分析の信

頼性を高めるために，１つの研究において複数の異なるデータ収集法や分析法を用い

ることである。たとえば，①対照的に異なる理論的志向をもつ複数の研究仲間によっ

てデータの分析を行う，②２つ以上の異なる質的研究法ないし量的研究法を用いて

データの収集と分析を行う，③同一の事柄について２つ以上の異なるデータ源ないし

データ分析法を用いる，などの方法がある
１８）

。インタビューによる逐語録データのまと

めに当たり，研究者の分析結果をインタビューに応じた回答者グループにフィード

バックし，その分析結果が妥当であるかのチェックを回答者にしてもらうことさえも
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含んでいる
１９）２０）

。つまり，アクションリサーチはさまざまな角度から複眼的に現象をとら

えることによって，視点の偏りを避けようとするアプローチに立脚している。

アクションリサーチではすでに述べたように結果の波及可能性（または転用可能

性）を高めることが期待されているが，そのためにもトライアンギュレーションによ

るデータ収集と結果の多面的，複眼的な整理が必須となる。ある地域における活動の

経過を多面的，複眼的にとらえることは，経過を「見える化」することにつながり，

その成果を他の地域に波及・転用しようとする場合に大いに参考となる。

� アクションリサーチにおけるプロセス分析の事例 ●●●●

これまでの介入研究では，結果の効果評価に力点がおかれることが多く，活動のプ

ロセスは特に重要視してこなかった。これでは，研究によって得られた成果が，なぜ

生じたのか，あるいは，なぜ生じなかったのかの解釈も浅くならざるを得ない。ま

た，介入に伴う活動の経過が不明では，その研究で得られた成果を他の地域に転用し

ようとしても，実践への応用は極めて困難である。

そこで，アクションリサーチにおける妥当性についての考え方に則って活動のプロ

セスをまとめることを提案してみたい。冷水ら
１８）

は，Herrら
２１）

によるアクションリサー

チにかかわる妥当性の４つの基準を紹介している。①アウトカム（outcome）妥当性：

アクションが研究の課題である問題の解決に導いた程度，②プロセス（process）妥

当性：研究課題である問題が，個人やシステムの取り組みを前進させる形でとらえら

れて解決された程度，③民主的（democratic）妥当性：研究課題である問題にかかわ

るすべてのステークホルダーとの協働によって研究が遂行された程度，④触媒的

（catalytic）妥当性：研究プロセスが研究参加者に現実を変換させるパワーをもたせ

た程度。

これらの基準のうち，①はまさに効果評価の基準であるが，②～④の基準はアク

ションリサーチにおけるプロセス評価の基準と考えることもできる。これら３つの基

準は，アクションリサーチの定義とも密接にかかわる特徴的な基準でもある。活動の

プロセスを通じ②個人や組織がどのような学びや技術を修得して活動を変容させて

いったか，③研究者を含むすべてのステークホルダー間の協働やパートナーシップ

が，どのような相互作用を通じて形成され，どのように推移したか，④ステークホル

ダーや研究への参加者のエンパワメント（主体性，気づき，問題解決能力の獲得な

ど）をどの程度もたらしたか等に視点を当てて収集されたデータを整理し，分析する

ことである。データの分析にあたっては，当然のこととして先に述べたブラックボッ

第１編 研究発表
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クス状態に陥らないように，つまり，トライアンギュレーションによる活動の「見え

る化」を心がける必要がある。

以下に，コミュニティを基盤としたアクションリサーチにおけるプロセス分析に視

点を当てた論文の事例を紹介し，妥当性の基準との兼ね合いで整理してみたい。

安斎ら
２２）

は，高齢者の地域活動の推進を目的として，関与者（高齢者メンバー，行

政，地域包括支援センター，研究者：ステークホルダーともいう）の協働によるアク

ションリサーチに取り組み，そのプロセスを分析している。１年３か月にわたるプロ

ジェクト会議の議事録，実践した活動の記録，研究者によるフィールドノート等の質

的データを用い時間軸に沿ってまとめている（表１）。表は，「年月日」「会議やプロ

ジェクト事業名」「プロジェクトメンバーの反応」「研究者からみたプロジェクトの動

きや研究者の働きかけ」「関与者（プロジェクトメンバー：住民）のかかわりの程度

と方向性」「その他の関与者（行政，包括，研究者）のかかわりの程度」が時間軸に

沿って整理されている。当該プロジェクトにおける，それぞれの関与者のかかわりの

強さ（線の太さで表示）と関与者間のかかわりの方向性（矢印で表示）を示すことで，

住民メンバーのかかわりの程度が徐々に強くなるとともに，一方では，行政が地域包

括支援センターへ徐々に役割を委譲し，研究者のかかわりも弱くなっていく様子が見

て取れる。本研究では，住民による活動の自主化の程度に応じて６つの段階（①無関

心期～興味期，②モチベーションアップ期，③協力・創意工夫期，④�藤期，⑤自主

活動開始期，⑥自主活動期）に分けているが，最終の⑥段階までに住民関与者の働き

かけにより，新たなメンバーも徐々に増えていき，研究者や行政のかかわりがほとん

どなくとも地域活動が強化されていく様子が示されている（表１では，⑤⑥段階省

略）。この事例には，先に述べたプロセス妥当性（ステークホルダーのかかわりの程

度や組織の変容の様子）および民主的妥当性（ステークホルダー間の協働の様子）を

示す根拠が示されている。

佐藤ら
２３）

は，高齢者の社会参加を促進することを目的として，関与者（自治会役員，

住民＜高齢者＞，研究者）の協働により取り組んだアクションリサーチのプロセスを

分析している。約３年に及ぶ参与観察，自治会役員やプロジェクト参加者（自治会住

民）に対する個別インタビュー，フォーカスグループ・インタビュー，研究者による

フィールドノート等の膨大な質的データを時系列に沿って整理している。エンパワメ

ントの概念枠組みとして「相互作用」「課題解決への志向性」「社会資源の活用」「地

域活動」に着目し，この４つの枠組みに基づいて分析結果を一覧表として提示してい

る（表２）。時期（年月）毎に主な「取り組み」を記載するとともに，その取り組み
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第
５
回

③ 協 力 ・ 創 意 工 夫 期

４
月
～
５
月

４
月
下
旬

４
月
初
旬

３
月
初
旬

３
月
初
旬

３
月

２
月
中
旬

～
若
葉
ウ
ォ
ー
ク
～

第
３
回
イ
ベ
ン
ト
ウ
ォ
ー
ク

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
会
議

第
７
回

木
曜
ウ
ォ
ー
ク
の
様
子

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
会
議

第
６
回

～
ひ
な
ま
つ
り
ウ
ォ
ー
ク
～

第
２
回
イ
ベ
ン
ト
ウ
ォ
ー
ク

木
曜
ウ
ォ
ー
ク
の
様
子

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
会
議

１
月
下
旬

１
月
下
旬

１
月
中
旬

２０
１２

１２
月
初
旬

１１
月
中
旬

１１
月
初
旬

１０
月
初
旬

２０
１１

月
　
日

① 無 関 心 〜 興 味 期 ア ッ プ 期

② モ チ ベ ー シ ョ ン

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
会
議

　
約
１０
０
名
の
住
民
が
参
加

木
曜
ウ
ォ
ー
ク
ス
タ
ー
ト

第
１
回
イ
ベ
ン
ト
ウ
ォ
ー
ク

第
４
回

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
会
議

第
３
回

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
会
議

第
２
回

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
会
議

第
１
回

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
メ
ン
バ
ー
の
反
応

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
へ
の
参
加
が
な
く
な
る 住
民
メ
ン
バ
ー
へ
移
譲

ウ
ォ
ー
ク
業
務
を

研
究
者
が
行
っ
て
い
た

を
提
案

ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
イ
ベ
ン
ト
の
成
功

ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
コ
ー
ス
の
作
成

Ｃ
さ
ん

関
与
者
（
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
メ
ン
バ
ー
）

Ａ
さ
ん

Ｂ
さ
ん

な
く
な
る

参
加
促
進
グ
ッ
ズ
の

の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
内
の

ウ
ォ
ー
ク
参
加
な
ど

会
議
欠
席

行
政
か
ら
包
括
へ

Ｇ
さ
ん

Ｅ
さ
ん

Ｄ
さ
ん

Ｆ
さ
ん

そ
の
他
関
与
者

Ｈ
さ
ん
Ｉ
さ
ん

行
政

研
究
者

包
括

研
究
者
か
ら
み
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
動
き
や
研
究
者
の
働
き
か
け

会
議
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
事
業

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
メ
ン
バ
ー
は
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
に
関
心
を
示
し
た
が
，

全
般
的
に
表
情
が
固
い
。
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
コ
ー
ス
の
作
成
を
２
人

の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
メ
ン
バ
ー
（
Ａ
さ
ん
，
Ｂ
さ
ん
）
が
担
当
す
る

こ
と
が
決
定
。

研
究
者
よ
り
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
事
業
を
地
域
活
動
と
し
て
実
施
す
る

こ
と
を
提
案
。
ま
た
，
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
コ
ー
ス
の
作
成
を
依
頼
。

市
社
協
職
員
が
研
究
事
業
に
関
心
を
も
ち
，
自
主
的
に
参
加
。
市

職
員
の
要
請
に
よ
り
，
包
括
職
員
が
会
議
に
参
加
。

２
回
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
結
果
と
自
治
会
役
員
の
意
見
か
ら

換
。
特
に
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
コ
ー
ス
を
作
成
し
た
Ａ
さ
ん
と
Ｂ
さ
ん

コ
サ
ー
ジ
ュ
が
提
案
さ
れ
た
。

ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
事
業
の
具
体
的
内
容
に
つ
い
て
活
発
に
意
見
交

が
積
極
的
で
あ
っ
た
。Ｃ
さ
ん
よ
り
，参
加
促
進
グ
ッ
ズ
と
し
て
，

ウ
ォ
ー
ク
事
業
の
中
心
で
あ
る
Ａ
さ
ん
と
Ｂ
さ
ん
が
欠
席
。
こ
れ

ま
で
発
言
者
が
固
定
し
て
い
た
が
，
他
の
メ
ン
バ
ー
か
ら
の
発
言

も
み
ら
れ
た
。

Ａ
さ
ん
が
進
行
を
担
当
し
，
あ
い
さ
つ
し
「
健
康
ば
ん
ざ
い
」
と

声
を
か
け
，
参
加
者
も
交
え
ば
ん
ざ
い
を
し
た
。

各
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
メ
ン
バ
ー
が
受
付
や
会
場
準
備
な
ど
そ
れ
ぞ
れ

役
割
を
担
い
，
事
業
を
進
め
る
。
Ａ
さ
ん
が
作
製
し
た
先
導
の
旗

が
，
定
期
ウ
ォ
ー
ク
に
導
入
し
た
。

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
メ
ン
バ
ー
か
ら
も
活
発
に
ア
イ
デ
ィ
ア
が
出
て
い

た
。
普
段
発
言
の
多
い
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
メ
ン
バ
ー
が
欠
席
で
あ
っ

た
た
め
，
普
段
控
え
め
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
メ
ン
バ
ー
か
ら
も
積
極

的
な
発
言
が
み
ら
れ
た
。

Ｂ
さ
ん
か
ら
ウ
ォ
ー
ク
中
に
小
中
学
生
の
下
校
の
見
守
り
を
行
う

研
究
者
の
参
加
終
了
を
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
メ
ン
バ
ー
（
Ｃ
さ
ん
，
Ｄ

さ
ん
）
が
強
く
引
き
止
め
た
。
木
曜
ウ
ォ
ー
ク
の
主
体
的
実
施
者

が
研
究
者
側
と
考
え
て
い
る
様
子
が
み
ら
れ
た
。

で
，
自
主
的
な
活
動
の
必
要
性
を
認
識
す
る
発
言
が
み
ら
れ
る
。

担
当
し
て
い
た
業
務
に
不
安
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

ウ
ォ
ー
ク
終
了
後
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
メ
ン
バ
ー
の
雑
談
の
な
か

加
す
る
形
で
の
交
流
イ
ベ
ン
ト
は
可
能
だ
が
，
“
教
え
る
”
と
な

る
と
難
し
い
と
い
っ
た
意
見
が
述
べ
ら
れ
た
。

地
域
包
括
職
員
か
ら
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
メ
ン
バ
ー
に
よ
る
コ
ー
ス
の

下
見
に
一
緒
に
参
加
し
た
い
と
い
う
意
向
が
示
さ
れ
る
。
地
域
包

ジ
ュ
の
見
本
が
示
さ
れ
た
。
打
ち
合
わ
せ
終
了
後
，
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
メ
ン
バ
ー
の
み
で
話
し
合
い
を
実
施
。

木
曜
ウ
ォ
ー
ク
へ
の
定
期
的
な
参
加
。
ま
た
，
ウ
ォ
ー
ク
内
で
印

刷
や
チ
ラ
シ
作
成
な
ど
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
メ
ン
バ
ー
が
苦
手
と
す
る

役
割
を
担
う
。
包
括
職
員
が
定
期
的
に
木
曜
ウ
ォ
ー
ク
に
参
加
。

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
メ
ン
バ
ー
・
包
括
職
員
・
研
究
チ
ー
ム
が
対
等
の

立
場
で
活
発
に
ア
イ
デ
ィ
ア
を
出
し
合
っ
て
い
た
。

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
関
係
団
体
が
協
力
し
て
実
施
し
た
ひ
な
祭
り
イ
ベ

ン
ト
と
タ
イ
ア
ッ
プ
す
る
形
で
実
施
さ
れ
た
。

ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
計
画
当
初
か
ら
の
予
定
で
あ
っ
た
木
曜
ウ
ォ
ー

ク
へ
の
研
究
者
の
参
加
終
了
を
伝
え
た
。
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
メ
ン

バ
ー
の
希
望
を
受
け
，５
月
ま
で
参
加
を
延
長
す
る
こ
と
を
決
定
。

研
究
者
か
ら
，
最
終
的
に
は
自
分
た
ち
で
や
る
こ
と
に
意
味
が
あ

る
こ
と
を
説
明
。
ウ
ォ
ー
ク
へ
の
参
加
頻
度
を
減
ら
し
，
研
究
者

ス
タ
ッ
フ
が
行
っ
て
い
た
業
務
を
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
メ
ン
バ
ー
に

行
っ
て
も
ら
う
。

子
ど
も
会
の
会
長
を
交
え
，
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
別
事
業
で
あ
る

“
子
ど
も
に
教
え
る
塾
”
に
つ
い
て
検
討
し
た
。

木
曜
ウ
ォ
ー
ク
に
多
く
出
席
し
た
住
民
参
加
者
の
表
彰
式
を
行
っ

た
。
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
は
雨
の
た
め
中
止
。

“
子
ど
も
に
教
え
る
塾
”の
計
画
説
明

括
職
員
の
か
か
わ
り
に
積
極
性
が
み
ら
れ
て
き
た
。

会
議
へ
の
参
加
が

ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
イ
ベ
ン
ト
の
開
催
が
具
体
化

こ
と
が
提
案
さ
れ
，ウ
ォ
ー
ク
に
は
地
域
の
防
犯
活
動
と
し
て
の
意

味
も
あ
る
と
ウ
ォ
ー
ク
参
加
者
に
向
け
て
発
言
さ
れ
た
。Ａ
さ
ん
の

ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
事
業
に
取
り
組
む
こ
と
を
決
定
。

Ａ
さ
ん
，
Ｂ
さ
ん
を
中
心
に
打
ち
合
わ
せ
。
Ｃ
さ
ん
よ
り
コ
サ
ー
こ
れ
ま
で
の
会
議
に
お
け
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
メ
ン
バ
ー
の
意
見
を

反
映
さ
せ
た
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
マ
ッ
プ
な
ど
参
加
促
進
グ
ッ
ズ
の
見

本
を
提
示
。

提
案
に
よ
り
，ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
中
に
清
掃
活
動
が
実
施
さ
れ
た
。

同
時
に
，
研
究
者
を
引
き
止
め
る
発
言
も
み
ら
れ
る
。
研
究
者
が

④ 　 藤 期
子
ど
も
会
の
会
長
よ
り
，
子
ど
も
会
の
イ
ベ
ン
ト
に
高
齢
者
が
参

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
へ

の
参
加
要
請

見
本
の
提
示

役
割
を
移
譲

表
１
プ
ロ
セ
ス
評
価
表

出
典
：
安
齋
紗
保
理
・
佐
藤
美
由
紀
・
齊
藤
恭
平
・
芳
賀
博
「
地
域
在
住
高
齢
者
・
行
政
・
研
究
者
の
協
働
に
よ
り
創
出
さ
れ
た
地
域
活
動
が
自
主
化
に
至
る
ま
で
の
プ
ロ
セ
ス
と
そ
の
効
果
」『
応
用
老
年
学
』
９
�
，

４
～
１８
頁
，
２０
１５
年
よ
り
一
部
抜
粋
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等を通じて得られた質的データのコード化およびカテゴリー化を試み，その結果を，

エンパワメントの４つの概念枠組みに当てはめていった。最終的に本研究のプロセス

は，８つの段階（①義務的参加とアンビバレントな気持ち，②危機感の高まり・地域

課題の気づきと行動への躊躇，③地域課題を共有しつつの試行錯誤，④課題解決の方

向性に対する合意形成とコアメンバーの選出，⑤コアメンバーの連帯感・効力感の高
あつれき

まり，⑥実力者間での軋轢の表面化と取り組みの広がりの停滞，⑦地域全体の連帯

感・課題解決志向の高まり，⑧コアメンバーの組織化と自治会との協働）に分けら

表２ 取り組みおよび住民・関与者の変化

時期
研究関連以外の主な出来事

２０１０年２月～５月 ２０１０年６～７月
スーパーマーケット，医院

の閉鎖が決定

２０１０年８月～９月

【段階】
第１段階

義務的参加と
アンビバレントな気持ち

第２段階
危機感の高まり・地域課題の
気づきと行動への躊躇

第３段階
地域課題を共有しつつの

試行錯誤

取り組み等
□研究者主催
■住民主催

□自治会役員会や自治会総
会などで研究について説
明する

□フォーカス・グループ・
インタビュー（FGI）

□住民参加型ワークショップ
（地域づくり懇談会）
□ワークショップが新聞に
掲載される

□役割の実践（高齢者の見
守り）に向けた検討会

■自治会役員による地域の
実態把握（防災会議）

住
民
・
関
与
者
の
状
態

相互
作用

カテゴリー
≪≫

住民は顔見知りでない ワークショップによる住民
の出会い

ラジオ体操により住民の交
流が増える

コード
<>

・サークルメンバー以外の
住民は交流がない

・多くの住民は顔見知りで
ない

・ワークショップで自己紹
介をし，対話する

・ラジオ体操を通じて住民
の交流が増える

課題解
決への
志向性

カテゴリー
≪≫

義務的参加と研究に対して
警戒感・期待感を抱く

危機感の高まり・地域課題
の気づきと行動への躊躇

地域課題を共有しつつの試
行錯誤

コード
<>

・義務的参加
・地域の課題についての発
言は少ない

・研究に対して警戒感・負
担感・期待感が入り混
じった気持ち

・一部住民に問題意識が芽
生える

・スーパーマーケット閉店
等による危機感の高まり

・地域課題の気づき
・多数の住民が課題解決に
向けた行動に躊躇する

・自治会役員が高齢者の実
態把握に取り組み，地域
課題を共有

・検討会は見守りの具体策
を見出せず混迷する

社会資
源の活
用

カテゴリー
≪≫

－ － 地域活動の資金を確保する

コード
<>

－ ・活動資金確保のため，行
政に公園清掃に対する助
成金を申請する

地域
活動

カテゴリー
≪≫

自治会活動に対する負担感
が強い

－ 自治会長による地域活動の
創出

コード
<>

・自治会活動に対する負担
感が強い

・地区には唯一パークゴル
フサークルがある

－ ・自治会長がラジオ体操を
開始する

・自治会長が住民にリー
ダーを依頼して公園清掃
ボランティアが開始される

出典：佐藤美由紀・齊藤恭平・若山好美・芳賀博「アクションリサーチによる地域高齢者の社会参加促進型ヘルスプ

ロモーション・プログラムのプロセス」『老年社会科学』３８（１），３～１８頁，２０１６年より一部抜粋
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れ，活動全体としてエンパワメントが高まっていく様子を「見える化」しようとした

（表２では，③～⑧段階を省略）。この事例では，先に述べた触媒的妥当性（研究プ

ロセスが関与者に現実を変換させるパワーをもたせた程度）を示す根拠が見て取れ

る。

このように活動のプロセスを「見える化」することによって，他地域においても同

様の課題解決型プロジェクトを展開しようとした場合，他地域の実践者に有用な情報

を提供しうると考えられる。しかし，活動の「見える化」に向けたプロセス分析の手

法は未だ確立されてはいない。今後，その手法の開発のための研究も待たれている。

おわりに

本稿では，超高齢社会における課題解決のためには高齢者を含む住民（当事者）の

主体的な社会参加活動が重要であることを示した。そして，住民主体の活動を促すた

めのプログラム開発の手法として，アクションリサーチが有用であることを述べた。

とくに，アクションリサーチにおけるプロセス分析は，他地域への結果の転用可能性

を高めることに通じるものであり，今後の研究の蓄積に期待したい。しかし，一方

で，プロセス分析の手法は未だ確立されてはおらず，その手法の開発も待たれてい

る。

研究者も現場の実践に参加し，活動のプロセスを「見える化」することは，今後の

地域での住民主体による健康なまちづくりを普及・推進するためには必須である。
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２ 高齢者の社会参加促進を
通じた介護予防の試み
―武豊プロジェクト―

平井 寛
＜山梨大学生命環境学部地域社会システム学科准教授＞

はじめに

本稿では，２００６年当時の地域支援事業による介護予防の方法に限界を感じた愛知県

知多郡武豊町と大学関係者によってスタートした新しい介護予防事業を開発するプロ

ジェクト「武豊プロジェクト」がどのように生まれ，どのような成果を上げたかをみ

ていく。

２００６年の介護保険制度改正において，厚生労働省が強化しようと試みた「介護予

防」は，軽度要介護（要支援１・２）の高齢者を対象とし，重度要介護への移行を防

ぐ「新予防給付」と，要介護認定を受けていない高齢者を対象とし，「地域支援事業」

のなかで取り組まれる介護予防事業からなっていた。後者は，「生活機能が低下して

いて，介護が必要となる恐れのある虚弱な高齢者」である「特定高齢者」向けの施策

と，「一般高齢者」向けの施策からなる。武豊町関係者と大学関係者は，それまでに

行われた高齢者アンケート調査をはじめとするさまざまなデータの分析結果から，こ

の地域支援事業の限界を感じていた。

特定高齢者施策はハイリスク戦略に基づき，危険因子をもつ虚弱な高齢者を基本健

診参加時にスクリーニングして介入しようとするものであったが，特定高齢者の該当

割合が当初の目標値である５％に遠く届かないという状況であった。このような結果

を招いた原因の一つは，スクリーニングを健診参加者を対象に行ったことにあると考

えられた。先行研究によれば，健診受診者は非受診者に比べて主観的健康感や幸福感

などの心理的指標が良好であることや，身体的に健康で，良い生活習慣があることな

どが報告されている
１）～３）

。つまり健診受診者には，要介護移行のリスク要因が非受診者よ

りも少ない，より健康な高齢者が多い。そのため意図せずしてより健康な高齢者を対

象にしてスクリーニングをすることになり，想定した水準の「特定高齢者」を把握で
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きなかったと考えられる。スクリーニングにより決定した特定高齢者のうち，事業に

参加しない者も少なくなかった。地域包括支援センター・介護予防事業担当者会議資

料（２００７年３月１４日開催）によれば，２００６年度の特定高齢者１１万２１２４名のうち半分以

上が参加しない
４）

など，十分に効果を上げたとはいえない状況であった。

もう一方の一般高齢者施策は，スクリーニングを行わず地域の全高齢者を対象とす

るポピュレーション戦略に基づいて行われ，介護予防普及啓発事業，地域介護予防活

動支援事業，介護予防一般高齢者施策評価事業からなる。これらは特定高齢者施策の

ように筋力を鍛えたりするような直接的に体に強い影響を与えるプログラムが主では

ないために，相対的に個人レベルで期待できる効果は小さいと考えられる。一人ひと

りへの効果は小さくともポピュレーション戦略が予防効果を発揮するのは，対象とな

る人口集団が大きい場合である。つまり，一般高齢者施策が介護予防効果をもつため

には，事業への参加人数が多くなければならない。２００７年度介護予防事業報告によれ

ば，一般高齢者施策の参加状況は，介護予防普及啓発事業（延べ人数のみ。実人数の

把握はされていない）９１８万５１４５人，地域介護予防活動支援事業１３２万１９４６人で，計

１０５０万７０９１人となるが，自立高齢者が約２３００万人とすると１人１回参加としても

４６％，１人２回なら２３％の参加ということになる。特定高齢者施策の参加延べ人数計

１７７万１５２８人，実人数計１１万５６１３人に比べると，一般高齢者施策は延べ人数で約６倍

程度である。単純に１人当たりの参加回数が特定高齢者施策と同水準だとすると実人

数は約６０万人で高齢者人口の約３％の参加ということになる。事業への参加者数がこ

の程度にとどまっている背景には事業を提供するマンパワー不足があると考えられ

る。

要介護リスクの高い人を発見し，介護予防事業に参加介入するやり方は一見効率が

良さそうにみえる。しかし，健康な者が多い健診での発見には限界があった。発見で

きても参加につながりにくい。自覚症状があるような病気などとは違い，介護予防で

は特に自分では自覚症状がない場合が多いと考えられる。自覚症状のないまま，「特

定」された高齢者が集まる事業に参加するように勧められても，自分には関係ない，

さらには尊厳が傷つけられると感じ，意欲をもって参加できない者もいたかもしれな

い。一般高齢者施策については一人ひとりへの効果は小さい分，より多数の人を対象

とすることが求められる。しかし，一般高齢者施策への参加実人数でみたカバー率

は，把握すらされておらず，地域全体への介入とはいえない水準にとどまっている可

能性は高い。

武豊プロジェクトは当時の地域支援事業におけるこれらの課題を克服することを目
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的にスタートした。「要介護になることを防ぐ」ということではなく，生きがいをもっ

て活動することで自然に健康になるということ，地域の多くの高齢者に能動的に参加

してもらえるような事業にすることを目指した。

多くの参加者を得るために，ターゲットを地域高齢者全体とすること，高齢者が自

主的に参加したくなるように魅力的なプログラムを実施すること，参加したいと思っ

た人が参加しやすいように参加のハードルを下げることを基本的方針とした。筋トレ

などわかりやすいエビデンスがある事業内容とはならないと予想されたが，事業への

参加をきっかけに人と人をつなげ，社会参加を豊かにするような効果は期待できる。

これまで，社会参加の豊かな高齢者は要介護になりにくいというエビデンスが示され

てきている
５）

ため，当事業のような方法でも介護予防に結びつく可能性があると考えら

れた。

1 武豊プロジェクトにおいて開発する事業の方針

多くの高齢者が生き生きと参加できる事業を開発するため，町と大学関係者は，

２００６年２月から同年９月の間に７回の協議と３回の事例視察，武豊町内の地域資源視

察ツアーを実施した。協議の結果，すでに社会福祉協議会等によって進められている

「地域サロン」
６）

型の事業を目指すこととなった。さらに韓国の敬老堂
７）

にもヒントを得

て事業の具体的方針として，「アクセスの改善」「多彩なメニュー」「自主的な運営と

支援」を設定した。

「アクセスの改善」は，公民館等を用いて多拠点に地域サロンを設けることにより

移動距離を短縮してアクセスを改善し，より参加しやすくすることを目指すものであ

る。従来のように町の中心部にある保健センター等の施設で事業を実施する場合，町

中心部近隣に居住する高齢者や元気な高齢者は自家用車や自転車等での参加が可能で

あるが，町中心部以外でやや虚弱な高齢者は参加へのハードルが比較的高い。武豊町

の調査データを用いた分析
８）

でも，保健センターからの距離が遠くなるほど利用が少な

くなることが示されている。

「多彩なメニュー」は，魅力的でさまざまな関心に対応できるプログラムのメニュー

により，多くの高齢者に興味をもってもらうとともに，生き生きと参加してもらうた

めに設定された方針である。この事業は一般高齢者施策であり，健康上の悪い部分や

要介護リスクを見つけて対応するのではなく，ポジティブな健康増進を目指したこ

と，また武豊町の高齢者を対象にしたコホート研究によって，趣味や社会的サポート
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がある人，社会参加している人ほど，認知症を伴う要介護認定を受けていないなどの

結果も得られているからである
９）

。健康教育や身体的機能向上を目指すメニューだけで

はなく，心理的，社会的にも生き生きと暮らすための知識・技術・趣味活動，社会的

サポート，社会参加の機会を提供する多彩なメニューを用意することを目指した。ま

た，多拠点に地域サロンを設けることによって，近隣のサロンのなかから自分の行き

たいサロンを選べるということになる。最寄りのサロンのプログラムが自分に合わな

いので参加しない，となってしまうのではなく，ほかのサロンを選んで参加する可能

性が残される。

「住民主体による運営と行政による支援の体制」という方針は，地域全体の高齢者

をターゲットとする事業実施のために住民の力が不可欠だという必要性とともに，住

民の自主性を引き出し，地域の問題解決力を高めようという積極的なねらいを反映し

ている。地域高齢者全体をターゲットとする本事業では，同時に多拠点を運営するた

め多くの人員が必要になる。事業を専門家に依拠して行おうとすれば，頻度や密度が

小さくならざるを得ない。そのため運営を住民主導とし，行政が地域サロン運営の場

所・資金確保，人材養成や広報などで支援を行うという事業を目指した。住民主導の

自主的な事業とすることにより，住民がその時のニーズ・地域の実情に即したサービ

スを自ら生み出し提供していくという効果も期待された。住民の自主性を重んじた事

業とすることではあるが，全くの白紙から住民にゆだねても，開始までに時間がかか

り，また，仮に関心の異なる住民が集まってもまとまらず進まないので，大枠は町が

決めて，活動内容等を住民で協議して決めていくという方針である。もちろん町が全

部決めたものを住民に依頼してやってもらう従来型のほうが手っ取り早いが，視察や

協議の結果から，住民の自主性を引き出して事業をつくっていったほうが将来的に良

いということになった。町にとっては従来型とは異なり経験のない進め方であり，慣

れない手間がかかる。不安の声もあがったが，自主性を引き出すことの意義を確認

し，簡単ではないかもしれないが，それでもやろうということになった。

2 住民と事業をつくりあげていったプロセス

町の事業方針が決定し，住民との協働により地域サロンの活動内容を決定し準備を

進める段階に入った。ここではボランティアの掘り起こし，ワークショップ，先行事

例の視察，代表者による協議によって最初の３か所を開所していくプロセスを記述す

る。
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２００６年１０月，地域サロン運営ボランティア募集を目的とした住民説明会を行った。

説明会への参加呼びかけは町の広報に加え，同年７月に町内の５５歳以上を対象とした

アンケートで「中心的な運営者として参加してもよい」と回答した住民への案内状送

付や，保健推進員や食生活改善委員などの既存のボランティア組織への連絡により

行った。住民説明会には６２人の参加があった。まず保健センターの保健師からパンフ

レットを用いて事業内容の説明があり，続いて日本福祉大学のK先生がデータ分析結

果を紹介しつつ事業の意義を説明した。説明会後に書いてもらった参加者の感想をみ

ると，「サロンの必要性を感じた」「自分の地域にほしい」という意見が多くみられた。

「町がやっとサロンの必要性を考え出したかと思った」と，以前から待望していた参

加者もいた。また今後の活動について，「体操をやりたい」「各々の得意なことを教え

あって頭を活性化できればいい」等のメニューに関するものや，「区民館を活用すべ

き」「区長・組長を参加させるべき」という事業具体化に向けた意見も出された。参

加者が説明会参加の際に期待していたこととして，「自分の知識や経験が生かされ

る」「町の人とつながりをもちたい」「町のために役立つことがないかと思って参加し

た」などをあげており，自分自身の生きがい探しや他者との交流，そして社会の役に

立ちたいという意欲が動機になっていることもわかった。説明会後，参加者のうち５２

人から事業への参加協力の表明があった。これまで，住民参加の事業等でボランティ

アを集める場合，すでに実績のある人を一本釣りで集めるという方法がとられること

があったが，この場合，同じ人がいくつも役割を抱えることになる。今回事前アン

ケートで協力者を募ったためか，初めて町の事業に関わる人が多く含まれていた。

２００６年１１月，第１回ワークショップが実施された。当事業において，ワークショッ

プは町の主導で始まった事業を住民の自主的事業に転換していく重要なプロセスとし

て位置づけられている。ワークショップは私の事例紹介から始まった。ワークショッ

プで参加者がアイデアを出す際の参考にしてもらうためだった。続いて保健師による

アイスブレーキングが行われた。ここからがワークショップ本番である。受付時に渡

した名札の色で参加者を５つのグループに分けた。自己紹介で住んでいるところや会

場に来た交通手段を言い合ったり，握手，円陣を組んで手を重ねての声だしをした

り，「あ」から始まる食べ物の名前を出していってグループ対抗で数を競うなどのメ

ニューを行った。会場は参加者の笑い声があふれ，大いに盛りあがった。その余韻を

引き継ぎ，Ｈ先生のファシリテートで「どんなサロンにしたいか」というテーマでグ

ループ内で意見を出し合い，KJ法で整理を行った。各グループで活発な議論が行わ

れ「気楽で楽しく」「ノルマを課さない」「自由」などの基本方針についてのものや，
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「おしゃべりができる」「簡単な体操をする」などのメニューについての提案が出さ

れた。

参加者の感想で最も多かったのは，「楽しかった」「意見が活発に出た」「グループ

の人が良かった。すごかった」「気軽に話し合うことができ楽しかった」「もっと時間

がほしい」と楽しくできたという意見であった。積極的に発言できたという満足感も

伝わってきた。一方，「場所・時間・費用などもっと具体的な話をしたい」「開催場所

の候補を知りたい」など具体的な話に入りたいという気持ちをもっている人も目立っ

た。ワークショップ中にも，「サロンのイメージづくりをしているのはまどろっこし

いので早く具体的な話がしたい」という発言もあったが，Ｈ先生はまずイメージを共

有することが重要であることを説明して理解を求めた。

第１回のワークショップが成功し，住民主体の事業は第一歩を踏み出した。ワーク

ショップで，「こんな町にしたい」や「活動のイメージ」などのテーマについて自由

に発想することで，住民参加者は楽しくできた，積極的に発言できたという満足感を

得たようだった。しかしここからは，抽象的なイメージから具体的な事業内容へと収

束させるプロセスに移っていく。事業の具体化のプロセスではメンバー間の活動のイ

メージと現実の状況，メンバー間の活動イメージのすり合わせが必要になる。サロン

運営ボランティアのうち，サロン活動がどんなものかを知っている者はわずかであっ

た。事業開催に向けて具体的な活動内容について協議していくには，たたき台となる
とこなめ し

活動イメージが必要である。町の保健師は視察先として，常滑市で活動する「はっぴ

いわん」を選んだ。「はっぴいわん」は高齢化の進んだ市街地で，倉庫を改装したス

ペースで定食やコーヒーを提供する食堂，空き家を利用したデイサービスの２つの活

動を行っている。運営は代表のＫさんとその友人ら有志で行われている。Ｋさんは，

活動内容と経緯を説明し，「老後の良さを伝えたい，生きざまを伝えたいという思い

でやってきた。最初の３年は採算がとれなかったが，今はなんとかやっていけるよう

になった」と語った。参加したボランティアからは「活動内容の参考になった」とい

う，期待どおりの感想以外に，「代表・ボランティアに感心・感激した」「元気が出て

きた」など，感心し，励まされたという効果も大きかった。

事業を具体化していく第２回ワークショップをどのように進めるかを決めること

は，ただイメージを出し合った第１回ワークショップと比べて非常に難しい課題で

あった。開催頻度が月に１回程度なのか，毎日のように開くのか，活動内容は体操や

工芸などメニューを準備するのか，立ち寄って話ができればいいのかなど，各個人が

もっている活動イメージはさまざまであることが予想された。一方，活動内容よりも
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自分が参加しやすい地域で参加したいというボランティアもいると考えられた。自宅

近くでやりたい人もいれば，逆に遠くでやりたい人もいる。活動頻度や内容の似た人

をグループ化するのがいいか，大体の開催地域，開催場所を決めてそこに来られる人

を地域別にグループ化するのか。次のワークショップで話し合いを行う際にどのよう

なグループで分けるのかが町の担当者の悩ましいところだった。どちらかに決めず

に，当日に町とボランティアで一緒に考えようと提案する形をとろう，ということに

なった。どんな形でやりたいかを参加者に聞き，聞きながら模索し固めていければい

い，そのために意見が出しやすいような資料の準備をしようという方針が定まった。

このワークショップで必ず何かを決めるということを目指すのではなく，時間がか

かってもじっくり話し合っていこうという覚悟ができたように思われた。このような

心構えが求められるのが従来型とは違う点だと考えられる。

第２回ワークショップの参加者は男性１３人，女性２７人であった。武豊町の４つの小

学校区に該当する地域別の４グループと，地域に所属せず各地域に出張して活動メ

ニューを提供するボランティアの集まり「出前グループ」の５つのグループに分かれ

て話し合いを行った。話し合いのテーマは，活動を行ううえで決めていかなければな

らない検討課題を出し合うことであった。ボランティア各々が書いた検討課題を集約

し，最後に方眼紙に書いてグループごとに発表をしてもらった。検討課題として抽出

された内容は，①活動の基本となる会場の決定について，②開催日時や時間，飲食物

の提供など活動・サービス内容，③参加者勧奨のための広報，予算管理等の町が担う

事務に関すること，の３つに大別された。

出された検討課題の詳細な検討は大人数のワークショップでは難しい。具体的な活

動頻度，場所，活動内容などについてワークショップメンバーの代表による少人数で

協議し素案を作成することとなった。ワークショップの最後に，代表となって検討課

題を話し合うメンバーの立候補を求めた。このとき自然に，小学校区の各グループか

ら代表者を選出しようという意見が出された。この少人数の協議に参加してほしい人

には事前に参加を求めるように呼びかけてはいたのだが，その意見はそれとは関係な

く出されたものだった。グループから代表を出すという意見自体は格別新しいアイデ

アではなく自然なものではあるが，町の意図とは関係なく提案され，ボランティアの

意志で選ばれた方針であることに意義があったように思われる。

ボランティアのなかから自発的に現れた代表による協議の場は「準備委員会」と名

づけられ，より具体的な事業の実施内容の検討が始まった。第一期会場として３会場

での開催が計画され，各会場の運営３グループがそれぞれ事業スタートに向けて活動
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内容を詰めていった。３月１４日の最後の準備委員会では，１週間後に迫った第３回

ワークショップの流れをどのように運ぶかが中心的な議題となった。場所の候補につ

いては町が提案し，３か所の候補地別にグループ化して活動内容を住民で決めようと

いうことになった。参加者からなぜこの３つの候補地に決めたのかという疑問が出る

ことが想定されたため，それを説明できる資料を準備しようということになった。そ

れでもうまく話し合いができるかどうかはわからなかったが，「一度グループに別れ

て考えてみてだめだったら統合すればいい」「ボランティアの人数が足りなければ１

か所でもかまわない。無理せずできる範囲でやろう」ということになった。さまざま

な可能性を考慮しつつ柔軟性をもって望もうという姿勢は第２回ワークショップ前の

町の打ち合わせの結論に似ている。

これまでワークショップ等の当日においては住民が主役として協議をしていたもの

の，会議のもち方，進行の方針は町と大学が用意したものであった。しかしこの時か

ら，住民ボランティアと町職員が今後の方針を立てて会議の準備を進めることになっ

た。これはこのプロジェクトにおいて，事業が町のものから住民との協働によるもの

になった重要な転換点であるといえる。住民参加の取り組みは全国でこれまでも多く

行われてきた。しかし，そのなかには市町村やコンサルタントが事業内容を確定した

後で説明会を行ったり，ワークショップを行っても行政の委託をうけたコンサルが住

民を誘導したりするような事例があることが指摘されている
１０）

。そのような住民参加を

行っていては住民は不信を深めていくばかりである。当プロジェクトでは，事業の大

まかな方針のみを設定し，事業内容は住民ボランティアが決定した。最終的にどこに

落ち着くかわからないこの事業を推進することは町職員にとって不安が多かったかも

しれないが，この課題検討のプロセスを通じて，会場の設備についての調査，地域の

区長への紹介など，行政は住民の要請にその都度応じて支援を行い，信頼関係を築い

ていったと考えられる。

3 事業の開始

２００７年５月～６月にかけて，老人憩いの家２か所，地区公民館１か所を会場として

３拠点で事業がスタートした。開所セレモニーには，各地域サロンとも予想を上回る

１２０～１５０名以上の人が詰めかけ，町長も顔を出しあいさつした。通常開催の参加人数

は１会場で２０～６０人程度が平均的だが大きな行事の際は１００人近い参加がある場合も

ある。
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活動内容は健康体操や盆踊りのように体を動かすメニュー，頭を使う脳トレ（頭の

体操），歌唱や楽器演奏のような音楽のメニュー，竹細工やアクリルたわしづくりの

ようなものづくりメニューなどさまざまなメニューがある。子ども会と共同しての映

画観賞会や，ひな祭り，花見などのイベントも行われている。参加者は一般参加者と

ボランティアともに１回１００円の参加料を支払っている。開催日のプログラム運営，

事前準備等は，地域包括支援センターや社会福祉協議会の職員のサポートのもとで，

すべて住民ボランティアが行っている。開催日は会場設営，お茶等の準備，司会，駐

車場で車の誘導などを行っている。事前準備として，次回開催時の役割分担，お茶菓

子など物品の購入という毎回行われるもののほか，季節の行事の企画や，新しいメ

ニューの開発が行われる。この後も町内の各地域で次々に新しいサロンが開所し，

２０１７年までに１３か所でサロン活動が実施されている。開催頻度・時間は会場によって

異なり，頻度は月１～３回，時間は１時間３０分～５時間とさまざまである。

4 目的はどの程度達成されたか

本プロジェクトの目的は生きがいをもって活動することで自然に健康になるという

こと，地域の多くの高齢者に能動的に参加してもらえるような事業を開発することで

あった。この目的がどの程度，どのように達成されているかを調査データ，参加状況

のデータを用いて評価する。①地域全体の多拠点での開催によりアクセスが良くなっ

たか，その結果参加者がどのように増加していったか，②住民ボランティアによって

多彩なメニューが開発・提供されているか，③サロンの選択状況はどうか，④サロン

事業参加者の社会参加が増加したかどうかについて順にみていく。

� アクセスの改善と参加者数 ●●●●●●●●●●●●

高齢者が歩いていけるように小地域単位にサロン会場を配置していくことで，参加

へのハードルを下げることは本事業の重要な方針の１つであった。ここでは，会場数

の増加に伴ってどのようにアクセスが改善され，それによって参加者数が変化して

いったかを示す。

図１は各年度のサロン開所によってどのように道路距離１０００m圏が変化したかを示

したものである。道路データとして財団法人日本地図センターの数値地図（国土基本

情報）の道路中心線データを用いてArcGIS上でネットワークデータを作成した。傾

斜による負荷を考慮するため，標高データ（数値地図）を用いてGIS上で平均傾斜と
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表面長を付加し，佐藤ら
１１）

を参考に，表面道路長に１＋sinθ（θは傾斜角）をかけて

傾斜の負担を考慮した距離を算出している。

この範囲にどれだけの高齢者がカバーされているかを算出したものが図２の１０００m

図１ 会場の増加に伴うサロンからの道路距離１０００m圏の推移

図２ 会場数と高齢者人口カバー割合の推移
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圏高齢者人口割合である。参考までに５００m圏にした場合の値と，会場数も示した。

高齢者人口の分布は２００５年国勢調査のデータを用いた。人口データとして地図で見る

統計（統計GIS）「平成１７年国勢調査（国勢調査－世界測地系５００mメッシュ）」（以下，

５００mメッシュ）を用いた。各５００mメッシュの性年齢別人口構成は，当該５００mメッ

シュの重心点がある「平成１７年国勢調査（小地域）」と同じであるとして，各５００mメッ

シュ人口を各性年齢に割り当てた。当該対象地域には小規模の集落が多く含まれ，ま

た林野等の非可住地も多いため，５００mメッシュをそのまま用いると，実際には人口

がない非可住地にも人口があると仮定することになる。メッシュが粗ければ誤差は大

きくなると考えられるため，より細かいメッシュ単位での分析が望ましい。そのた

め，各５００mメッシュ内にある土地利用細分メッシュ（１００mメッシュ，国土数値情報

ダウンロードサービスより）に人口を配分した。国土技術政策総合研究所の「アクセ

シビリティ指標活用の手引き」（案）
１３）

に示されている方法と同様に５００mメッシュ内の

２５の細分メッシュのうち，「建設用地」「田」「その他の農用地」「その他の用地」のメッ

シュに重みをつけずに均等に配分した。

会場数の増加とともにカバー人口割合は向上し，２０１６年度には，１０００m圏であれば

高齢者の約８割，５００m圏でも約３分の１をカバーできていることがわかる。２００７年

度の事業開始からの実参加者数，参加率，延べ参加者数を示したのが表１である。会

場数の増加とカバー範囲の拡大に伴って参加者数は増加し，２０１６年度では実参加者数

は１０６３人で要介護認定を受けていない高齢者の１１．７％となっている。２０１２年以降は実

参加者数の伸びはゆるやかになっているが，延べ参加者者数は比較的伸びている。

� 住民ボランティアによって多彩なメニューが開発・提供 ●●

先述のように，プログラムのメニューは町が決めるのではなく，各サロンのボラン

ティアが自分たちで開発している。そのため，サロンによって異なる多彩なメニュー

が提供されている。これらのメニューは各サロンのボランティアの打ち合わせでつく

表１ 会場数・参加者数の推移

年度
２００７

年度

２００８

年度

２００９

年度

２０１０

年度

２０１１

年度

２０１２

年度

２０１３

年度

２０１４

年度

２０１５

年度

２０１６

年度

会場数 ３ ５ ７ ８ ８ １０ １０ １１ １１ １３

実参加者数 ４０１ ５８３ ６３７ ７２７ ７９４ ８９４ ８７５ ９６５ ９３２ １０６３

参加率 ６．１ ８．４ ８．７ ９．９ １０．３ １１．１ １０．８ １１．１ １０．５ １１．７

延べ参加者数 ２３４１ ４５５３ ５２２３ ６４４１ ８０８４ ９４４０ １１３４５ １２１７２ １２７１１ １４７９１

※引用文献１２）中のデータに竹田氏が追加した資料から作成
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２
体
を
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す
メ
ニ
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の
年
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別
の
変
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０８
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０９
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２０
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康
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康
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康
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ピ
ン
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舞
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健
康
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ピ
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大
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盆
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カ
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リ
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健
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操

カ
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グ
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盆
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ス
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会
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フ
ラ
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ス
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ス
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会

太
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健
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操
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会
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操

健
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操

フ
ラ
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ス
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り

ミ
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会

健
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操

盆
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り

ミ
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会
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ス

盆
踊
り

Ｅ
健
康
体
操

盆
踊
り

舞
踊

健
康
体
操

盆
踊
り

新
舞
踊

ミ
ニ
運
動
会

フ
ラ
ダ
ン
ス

健
康
体
操

舞
踊
ミ
ニ
運
動
会

棒
渡
し

健
康
体
操

盆
踊
り

フ
ラ
ダ
ン
ス

ピ
ン
ポ
ン
ラ
リ
ー

カ
ロ
ー
リ
ン
グ

ミ
ニ
運
動
会

健
康
体
操

盆
踊
り

フ
ラ
ダ
ン
ス

ミ
ニ
運
動
会

Ｇ
健
康
体
操

盆
踊
り

フ
ラ
ダ
ン
ス

ミ
ニ
運
動
会

フ
ロ
ア
ー
ゴ
ル
フ

健
康
体
操

盆
踊
り

フ
ラ
ダ
ン
ス

ミ
ニ
運
動
会

フ
ロ
ア
ー
ゴ
ル
フ

棒
渡
し

健
康
体
操

盆
踊
り

ミ
ニ
運
動
会

フ
ロ
ア
ー
ゴ
ル
フ

健
康
体
操

盆
踊
り

ミ
ニ
運
動
会

フ
ロ
ア
ー
ゴ
ル
フ

泥
鰌
す
く
い
踊
り

Ｈ
健
康
体
操

健
康
体
操

盆
踊
り

フ
ラ
ダ
ン
ス

健
康
体
操

盆
踊
り

フ
ラ
ダ
ン
ス

ミ
ニ
運
動
会

健
康
体
操

盆
踊
り

フ
ラ
ダ
ン
ス

ミ
ニ
運
動
会

Ｉ
健
康
体
操

ミ
ニ
運
動
会

健
康
体
操

ミ
ニ
運
動
会

ピ
ン
ポ
ン
大
会

カ
ロ
ー
リ
ン
グ

吹
き
矢
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られる。２か月に１度開催される運営協議会は各サロンの代表が集まり，情報共有や

共通の課題について話し合う場であるが，運営協議会での情報共有により１つのサロ

ンからほかのサロンへとメニューが広がっていくこともある。

表２は体を動かすメニューの年度別の変遷を会場別にみたものである。最初のメ

ニューから，各会場での試行錯誤，新会場での新しいメニューの開始，サロン間のメ

ニューの共有，その結果としてサロンにより異なるメニュー提供がなされている様子

がわかる。魅力的なメニューの提供は，新しい参加者を増やす機会でもある。各サロ

ンでの実施内容は町の広報で予告されているため，関心のあるメニューのある回に参

加し，それをきっかけに継続的に参加する場合もある。図３はある２会場の参加者数

の変化のグラフである。参加者数の変化が特徴的な回について，プログラム内容を示

した。津軽三味線など人気メニューの回で参加者が多くなっているのがわかる。棒グ

ラフはその回での新規参加者数を示したものだが，そのうち濃い色の部分はその後の

図３ 参加者数の変化とプログラム内容
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ゲーム・津軽三味線 防災啓発芝居・
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継続参加者（５回以上）を示している。特徴的なメニューをきっかけに参加者が増え

ていく様子がわかる。図４は大幅に参加者が増加する「津軽三味線」のＡ会場での実

施回（２０１０年４月）の参加者の空間分布を，前年同時期の２００９年４月と比較したもの

である。プログラムによってさまざまな参加者が増える可能性を示している。

� サロンの選択状況●●●●●●●●●●●●●●●●

他地域のサロン活動においては，原則として最寄りのサロンに参加することになっ

ている場合が少なくないと考えられるが，武豊町事業では自由に参加するサロンを選

択できる。多数の拠点で開催され，各サロンで提供されるプログラムも統一されてお

らず多彩であるため，自分に合ったサロンを選ぶことができる。これは参加促進・継

続に寄与していると考えられる。最寄りサロンで活動することが良くないわけではな

いが，最寄り以外のサロンへの参加状況を明らかにすることで当事業の特徴を明らか

にすることできると考えられる。１つのサロンにのみ参加している者について，その

サロンが居住区最寄りサロンかどうかをみた。また複数サロンの参加者は最寄りサロ

ン以外も利用していることになるのでその割合も示した。表３は居住地の最寄りサロ

ン別に，高齢者の最寄りのみ・複数サロン参加割合を示したものである。最寄りのみ

参加割合は３割弱から８割強と地域間で差があるが，多くは６割以下であり，それ以

外の４割程度は最寄り以外のサロンを選択していることがわかる。

図４ 同時期の参加者数の分布の比較

２００９年４月の参加者数

２０１０年４月の参加者数

プログラム内容

２００９年４月 折り紙

２０１０年４月 津軽三味線・魚の話
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� サロンを通じて社会参加を進める ●●●●●●●●●●

サロンへの参加が社会参加を進めるきっかけになっているかどうかを２時点の高齢

者調査データを用いて評価した。事業立ち上げ時（２００７年頃）の参加者は自分たちで

事業をつくろうというもともと意欲的な高齢者が多く特別な時期であると考えられる

ので，事業が十分に普及した時期に入ってからの新規のサロン参加者のデータを用い

て分析を行う。

分析対象は２０１０年度までにサロンの参加がほぼない（５回未満）者とした。このう

ち，２０１１年度から２０１２年度の間にサロンに参加した者を新規参加者，参加しなかった

者を不参加者とした。イベント的な回への参加者も多く，これらを除くため，５回以

上の参加がある者を参加者とした。分析データは日本老年学的評価研究（JAGES）

の２０１０年調査と２０１３年調査を結合したパネルデータを用いた。パネルデータの２時点

の回答者は３１６０名であった。このうち２０１１年度から２０１２年度の新規参加者は１３８名で

あった。参加者と不参加者で，２０１０年の調査時から２０１３年の調査時の間に地域組織へ

の参加が増加した者の割合がどの程度であったかをみた。分析対象とした地域組織は

ボランティア，老人会，スポーツの会，町内会，趣味の会である。参加といってもあ

まりに頻度の低い参加は意味がないと考えられるので，各組織の参加頻度を「ほぼ毎

日」「週２―３回」「週１回程度」「月１―３回」「年に数回」「ほとんどない」の６件

表３ 居住地最寄りサロン別のサロン選択状況（一般参加者のみ，ボランティアを除く）

居住地最寄りサロン 最寄りのみ参加割合（％） 複数サロン参加割合（％）

最寄りがＡサロンの地域居住者 ６０．９ ３７．０

〃 Ｂ 〃 ４４．４ ３３．３

〃 Ｃ 〃 ４５．０ ５２．５

〃 Ｄ 〃 ３４．１ ４３．２

〃 Ｅ 〃 ５０．０ ３５．３

〃 Ｆ 〃 ５９．１ ２２．７

〃 Ｇ 〃 ５２．９ ４７．１

〃 Ｈ 〃 ３５．６ ５１．１

〃 Ｉ 〃 ８２．４ １１．８

〃 Ｊ 〃 ３２．１ ５３．６

〃 Ｋ 〃 ５８．８ １１．８

〃 Ｌ 〃 ４４．７ ３９．５

〃 Ｍ 〃 ２８．２ ３８．５
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法で尋ね，「月１―３回」以上を選択した場合を参加とした。既に組織に参加してい

る者が多い場合，新規組織参加者は少なくなる場合があるので，既に当該組織に参加

している者の割合も示した。

分析の結果を図５に示した。どの地域組織についても，サロン非参加者に比べて参

加者で新規組織参加者が多くみられることがわかる。ここでの「参加」は，上述のよ

うに「月１―３回以上の参加」であるため，全くの新規組織参加ではなく，年数回以

下の組織参加者がより頻繁に参加するようになった場合も含まれている。また，どの

地域組織においてもサロン新規参加者は非参加者に比べてもともと地域組織に参加し

ている割合が高い。当事業では虚弱な高齢者も参加できるように歩いて行ける範囲に

サロンを設けたが，それでもサロンの主たる参加者層はある程度元気な高齢者であ

り，もともと活動性の高い者が含まれるためであると考えられる。ある程度元気で地

域の組織や友人関係のつながりが豊かな高齢者が集まることでつながりのネットワー

クが大きくなり，間接的にさまざまな人や活動にふれる機会が大きくなると考えられ

る。虚弱な高齢者のみを集めた介護予防事業では，このような効果は比較的期待でき

ないと思われる。

おわりに

当プロジェクトでは，要介護のリスクがあるから介護予防事業に参加してもらう，

という受動的な介護予防ではなく，生きがいをもって事業に参加することで健康に

図５ 地域組織参加の変化
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なってもらう，という新しい介護予防事業の開発を試みた。事業の内容を町が決める

のではなく，住民の自主的な事業とし，参加しやすさを重視した方針は狙いどおり，

多くの参加者を得ることに成功した。また健康を維持するために想定していた波及効

果としての地域の組織参加が進んでいることが明らかになった。

厚生労働省は２０１４年から高齢者が歩いて行けるよう小地域単位に週１回以上開催す

る「通いの場」を設け，住民主体のまちづくりによる介護予防を進めるよう提案して

いる。これらは本プロジェクトが目指した介護予防に近い内容である。このような通

いの場について，介護予防事業および介護予防・日常生活支援総合事業（地域支援事

業）の実施状況に関する調査結果「介護予防に資する住民運営の通いの場の展開状況」

（平成２５年度～２６年度）によれば，通いの場を実施している市町村は，２０１３年で１０８４

市町村（６２．２％），２０１４年で１２７１市町村（７３．０％）であり，まだ実施していない市町

村が３割程度あることがわかる。これから通いの場を立ち上げようという市町村に

とって，本プロジェクトが開発した地域サロン事業は１つの事例として参考になると

考えられる。住民の自主性を重んじる立ち上げのプロセスは，慣れない方法で手間も

かかるかもしれないが，市町村職員が考えるよりも当事者に近い住民のほうが参加者

のニーズに合ったプログラムをつくっていける可能性ももっている。

住民の考える事業内容を行政が支援するという体制は，住民説明会やワークショッ

プでもみられた，住民がもともともっていた危機感や社会のために役立ちたいという

意識を引き出し，生きがいをみつける機会をつくるものだったと考えられる。住民と

ともに視察を行った他地域の事例は武豊町のような手厚い支援などなく，最初の数年

は採算がとれないという状況であり，有志の粘り強い努力の末にようやく育ってきた

活動であった。それ以外にもこれまでに孤立無援で途中で消えていった事業や，志は

あっても条件がそろわずに活動を始められていない住民もいたかもしれないのであ

る。
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３ 生きがいとモビリティ・
交通の役割

秋山 哲男
＜中央大学研究開発機構教授＞

概 要

生きがいを追求する場合，働く，学ぶ，買い物をする，楽しむことなどを間接的に

支えている「歩くこと」と「移動に関連する交通環境と周辺環境」を中心に取り扱う

ことにする。第一の理由は，特に健康維持に不可欠であり，歩く環境の確保が重要で

あること。第二の理由は，さまざまな目的を達成するために移動は不可欠であり，交

通手段が確保できないと，重要な活動を断念することになるからである。

生きがいを直接・間接的に左右する，日常生活のなかで当たり前に水のように扱わ

れている交通がないと生活ができない。高齢者・障害者等の移動困難者，中山間地域

の居住者や，都市郊外の交通不便地域に住む人は交通の確保がさまざまな生活場面に

おいて不可欠である。ここでは個人の生きがいに影響をもたらす移動と交通環境に焦

点を当てて論ずることにする。

主な内容は，第一に，歩行空間計画の重要性と都心部でどのように受け止めるかに

ついて，「１．健康と歩行」「２．都心部の歩行空間計画」で論じた。第二に，骨格と

なる公共交通と，総合的に公共交通を計画する視点について，「３．幹線公共交通の

図１ 生きがいと交通の関係

個人の生きがい

個人の生きがいに影響

をもたらす移動と交通
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計画と整備」「４．総合的な公共交通の計画の考え方」において考え方を示した。第

三に，わが国で最も遅れている移動困難者の運行の考え方をアメリカのサンフランシ

スコで示し，地方都市や交通不便地域の地域住民の力を借りたライドシェアの事例を

北海道枝幸郡中頓別町の実験において示した。これらは「５．パラトランジット（ア

メリカの障害者の交通手段）の事例」「６．公共交通が極めて不便な地域のライドシェ

アの事例」で紹介した。

1 健康と歩行

� パーソントリップデータで見る徒歩の重要性 ●●●●●●

人はどの程度歩いているのかを見るために，統計データから確認してみる。その一

つに２００８（平成２０）年の東京都市圏（１都３県，東京から５０km程度のエリア，人口

３６０２万人居住）のパーソントリップ調査の結果を見ると，徒歩が２２％を占めている。

これは徒歩だけで移動したことの意味である。鉄道やバスの利用も１９９８（平成１０）年

に２７％が２００８（平成２０）年には３３％にまで増えている。この鉄道・バスの利用の乗り

降りをする場合，徒歩であるが，これは統計のなかに含まれていない。したがって，

鉄道・バスを乗り降りする前後の徒歩を加えると，徒歩による移動は少なくとも５割

を超えている。また公共交通が発達している大都市の比較においては，パリ，ニュー

ヨーク，ロンドンとも徒歩は２４～３４％の分担率であり東京以上である。ただし自転車

に関しては，東京は通勤・通学に使う割合は多く，１４％であるのに対し，海外の都市

は１～３％と少ない（図２，図３）。

以上から，徒歩による移動が生活のかなりを占め，日常生活に欠かせない交通手段

図２ 東京都市圏パーソントリップの分担率
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出典：国土交通省「東京都市圏パーソントリップ調査（交通実態調査）の結果概要」より秋山が作成
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であることがわかる
１）

。

� 歩くことの健康・医療への効果 ●●●●●●●●●●●

徒歩は，交通において重要な位置を占めることに対して，通勤・通学，買い物，医

者にかかるなどの交通行動が目的になるが，いずれも交通が主たる目的にはならず，

派生的行動となる。つまり，主要な目的は通勤・通学であり，買い物である。

徒歩はさまざまな活動の基本にあり，健康維持のために極めて重要な役割を果たし

ている。アスリートでない限り，日常の健康維持の基本が徒歩に隠されている。若い

人はいざ知らず，４０歳以上の人が歩かなくなると徐々にさまざまな病気につながり，

月日を経て病は重くなり，場合により死亡する結果になりかねない。

厚生労働省では「身体活動量が多い者や，運動をよく行っている者は，総死亡，虚

血性心疾患，高血圧，糖尿病，肥満，骨粗鬆症，結腸がんなどの罹患率や死亡率が低

いこと，また，身体活動や運動が，メンタルヘルスや生活の質の改善に効果をもたら

すことが認められている。さらに高齢者においても歩行など日常生活における身体活

動が，寝たきりや死亡を減少させる効果のあることが示されている
２）

」としている。

高齢者が比較的早期からその能力が低下する歩行等が重要で，いかに歩く環境をつ

くり上げるかが重要である。

� 高齢者を健康にするには（Smart Wellness City?）●●●

健康に関する対策は，個人の食事・運動・コミュニケーションなどが長年いわれて

いる。筑波大学の久野譜也氏はSmart Wellness Cityを提案し介護予防・メタボリッ

クシンドローム予防の効果を新潟県見附市の実証的研究で，健康づくり参加者の医療

図３ 大都市の自転車と徒歩の分担率

分
担
率
（
％
）
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３０
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（２００２年）

東京

（２００８年）

徒歩 自転車

２８

１

２４

３

３４

２

２２

１４

出典：図２と同じ
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費節約効果が，参加しない人に比べ３年後に１０万４０００円あることを示している
３）

（図

４）。またドイツのフライブルグの中心市街地に自動車を入れない政策を見習うべき

としている。これについてはそのとおりである。自動車を都心部から締め出す政策は

重要で，「２．都心部の歩行空間計画」（４２～４６頁）において述べることにする。

� データで見る日本人の歩行 ●●●●●●●●●●●●

それでは日本人が一日どの程度歩いているかを，歩数で示したものが図５，図６で

ある。これによると年齢が上がるにしたがって一日の歩数が減少し，前期高齢期に男

女とも５０００～６０００歩から後期高齢期になると歩数（男性４０００歩台，女性３０００歩台）は

相対的に少なくなっている。しかし，後期高齢者はここ１０年間で歩数が増加（男：

４１０２から４７４７，女：３２７３から３７３０）傾向にあり，健康になっている可能性がある。

歩く根拠は一日の歩行歩数を疫学的研究（アメリカスポーツ医学協会が提示する

式）から一週間に２０００kcal消費するうち身体活動で一日３００kcal，歩数に直すと１万

歩とされている。言い換えると１万歩から乖離が大きいほど健康の心配が大きくなる

ことである。もちろん多すぎても怪我や故障の心配があり，ほとんど歩かなくなると

身体のあらゆる機能が低下する可能性がある
４）

。

図４ 健康づくり教室の参加者の医療費節約効果：新潟県見附市における健康づくり教室継

続者医療費の推移

４５万

４０万

３５万

３０万

２５万

２０万
プログラム開始時 １年後 ２年後 ３年後 ４年後

＊

２４．３万円

３７．４万円

２７．０万円

２２．８万円

差額：１０．４万円

＊：ｐ＜０．０５

健康づくり教室参加群（９４人・平均年齢７０．１歳）
比較対象群（２８２人・平均年齢７０．２歳）※

１
人
あ
た
り
医
療
費
（
円
／
年
／
人
）

注：参加群と性・生年および総医療費を合わせ３倍の人数を抽出

資料：筑波大学久野研究室

出典：SWC首長研究会「健康長寿社会を創造する Smart Wellness City Project」www.swc.jp/about/about2/
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� 歩行のまとめ ●●●●●●●●●●●●●●●●●

少なくとも歩くことによって生きがいの基礎となる健康が維持されることがわかっ

た。しかし，歩く環境に関してはほとんど言及されていないので，次に歩く環境の対

策について述べる。

2 都心部の歩行空間計画

「生きがい」と間接的に大きく関係する基本が健康である。健康の基本は歩くこと

であり，歩くことを基本とするさまざまな生活や社会活動である。この歩くことを直

接間接的に支えるのが，都市環境・交通環境・歩行環境・歩くことを支える要素の環

図５ 男性の一日平均歩数の１０年間の変化

１０，０００

８，０００

６，０００

４，０００

２，０００

０
２０～６４歳 ６５～７４歳 ７５歳以上

７，８２９７，９３５７，７６９
６，７１４６，５９９６，４２４

４，１０２
４，６９６４，７４７

２００６（平成１８）年 ２０１１（平成２３）年 ２０１６（平成２８）年

一
日
の
歩
数
の
平
均
値

注：２００６（平成１８）年のみ２０～６４歳のデータは２０～５９歳である。

出典：厚生労働省「健康日本２１（身体活動・運動）」の２００６（平成１８）年，２０１１（平成２３）年，２０１６（平成２８）年のデー

タから秋山が作成

図６ 女性の一日平均歩数の１０年間の変化

２０～６４歳 ６５～７４歳 ７５歳以上
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７，４９４７，２３３
６，７７０

５，７３１６，０７５５，７１９

３，２７３３，３９４
３，７３０

注：２００６（平成１８）年のみ２０～６４歳のデータは２０～５９歳である。

出典：図５と同じ
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境である。もちろん，買い物する・人に会うなどの重要な目的が歩くためには不可欠

な要素である。人々の生活は，歩くことで目的が達成できることもあるが，多くは歩

くだけではなかなか目的が完結しない。自動車を使えない人は，公共交通と歩行の組

み合わせで行動することが一般的である。特に郊外から都心部へ向かう目的はさまざ

まあり，最も重要なのはその組み合わせが魅力的な都心部をつくることである。都心

部のつくり方次第で人々は都心に訪れる機会が増え，賑わいを創出し，シャッター街

にならない。

１９９９（平成１１）年に府省庁連絡会議では「歩いて暮らせる街づくり」を，①生活機

能がコンパクトで暮らしやすい街づくり，②安全・快適で歩いて楽しいバリアフリー

の街づくり，③街中に誰にでも住める街づくり，④住民と共同作業による永住性のあ

る街づくり，を総合的に実現しようとするものであるが，わが国では部分的・限定的

に実現途上にあるものがほとんどである
５）

。

� 中心市街地から自動車を締め出し歩きやすい環境をつくる●●

藤井由美氏が『フランスの地方都市にはなぜシャッター通りがないのか』という本

を書いているが，その裏として，「日本の商店街はなぜシャッター通りが多いの

か？」の答えが必要だ。それは，都市を総合的に計画していないこと，都市を住民の

生活しやすい方向で計画がなされていないことに尽きる。フランス（ストラスブール，

ナント，ディジョンなど１０～２０年前にはつくられていた）やドイツ（フライブルグ，

エティネン，アウグスブルグなど３０年前にはつくられていた）の多くの地方都市の都

心部を歩行者と公共交通を共存するトランジット・モールにして，シャッター街をな

くし，郊外から公共交通を都心部に導入し，郊外の人々を呼び込んでいる。こうした

フランスやドイツから見るとわが国の対策は，歯がゆく残念でならない。しかし国土

交通省では遅ればせながら「コンパクトなまちづくり」を提案している。この考えは

正しく，３０年前に実践していればと心残りである。すでに日本では多くの都市が

シャッター街となり，公共交通は骨格的な路線は残っているが路線の廃止や減便が少

しずつ進んでいる。また中心部の商店街でも魅力的な商店を維持する努力を怠ってい

る商店主も少なくない。例えば，後継者をつくれなかったことやその店舗のメンテナ

ンスを行わないことや，地域が一体となって魅力的な商店街をつくる取り組みに，後

ろ向きであることなどである。

第１編 研究発表
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� 中心市街地を賑わいのある歩行者地域内モールにつくる ●●

街づくりの基本である，中心市街地から自動車を締め出し，歩行者が安全に歩ける

都心部をつくることと，郊外から人を運ぶ公共交通網を整備することで，商店も安泰

になり，郊外の住民も都心部のアクセスが保障され安心した生活を営むことができ

る。

この都心部の歩行者モールと郊外住民の公共交通輸送網はストラスブールでさえ３０

年程度しか経ていない。当初はLRT（ライトレイルトランジットと呼び次世代型路

面電車で，図１４に示した公共交通である）を導入するか否かで住民投票を行った経緯

がある。しかし今は，中心市街地は自動車を締め出し，安心して歩ける街をつくり上

げている。また郊外やほかの市町村からも公共交通をしっかり導入し，自動車の人も

郊外のLRTやバス停留所からパーク＆ライドにより中心市街地に公共交通でやって

くる。こうした都市が，フランスではかなりできている。日本の高齢者対策に高齢者

は都心部で暮らすことをよしとしているが，都心部も，郊外から都心への公共交通も

脆弱になっている。この傾向は人口減少と高齢化がさらに拍車をかける結果になる。

ここでは，その問題を解決しているストラスブールなどを例に対策を示す
６）

。

① 中心市街地のトランジット・モール（「歩いて暮らせる街づくり」の①生活機能

がコンパクトで暮らしやすい街づくり）

都心部の歩行者専用道と公共交通の空間をトランジット・モールという。ストラス

ブールの３０年前は自動車が都心部の道路を埋め尽くしていた。その後，住民に支持さ

れたトランジット・モールをつくり，自動車を締め出しLRTを導入した。都市部は

自動車が締め出されたトランジット・モールになっている（図７）。都心のLRTが交

図７ ストラスブールの都心部の自動車を締め出す以前と以後

自動車が都心部で走行していた時代 自動車を締め出しLRTを導入した時代
出典：ストラスブール訪問時に市役所からいただいた資料より
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差する鉄の男（円形の傘）がある場所に４～５路線のLRTが交差している。そこに

はタクシーの停車が許されている（図８）。

② 中心市街地に商店・レストランが賑わっている（「歩いて暮らせる街づくり」の

③街中に誰にでも住める街づくり）

また，その他の歩行者専用道には都心部の１～２km四方のエリアを縦横に張り巡

らされ，買い物する人，観光する人が安心して歩く歩行者モールの環境が整っている

（図９）。

� 安全・快適・バリアフリー ●●●●●●●●●●●●

① 車両とプラットホームのバリアフリー

パリをはじめ欧州の先進国は道路のバリアフリーは日本ほど丁寧に整備されてない

が，公共交通に関しては，モビリティの連続性を意識して整備している。ストラス

ブールのLRTの車両は車いす使用者が単独乗車可能である（図１０）。LRTに関する限

り１９９２（平成４）年に拝見したグルノーブル以来のバリアフリーが徹底している。

図８ 中心部のLRTの交差点 図９ 中心部の歩行者モール

図１０ バリアフリーのLRT車両
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図１２ BRTの専用ルートと車両

② プラットホームのバリアフリー

また，プラットホームはシンプルな段差をなくす

バリアフリーは行われている（図１１）。

� 街中に誰にでも住める街づくり ●●●●●●●●●●●

街中が備える要件は，生活に必要な多様な施設（店舗，病院，コミュニティ施設な

ど）が存在し，しかも歩いていけるか，公共交通でも簡単にアクセスできる環境を備

えていることである。公共交通の利便性が高く，中心部も充実し，人気の街となって

おり郊外の住宅建設も始まっている。その周辺には新たにLRTやBRT（バスラピッ

ドトランジットと呼び，高速で走る連節バスのことである。専用軌道も一般道も走行

が可能である。図１２に示した公共交通である）バス路線の整備を始めている（図１２）。

ここでいうアクセス環境と利便性は公共交通の運賃制度（１時間乗り放題，かつ安い

運賃の設定）にも表れている。

図１１ LRTのプラットホーム
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3 幹線公共交通の計画と整備

� 都心と郊外を結ぶ戦略 ●●●●●●●●●●●●●●

① 都心部と郊外を結ぶ公共交通を充実（「歩いて暮らせる街づくり」の①生活機能

がコンパクトで暮らしやすい街づくり）

数年前ストラスブールの郊外の街（都心から約５km離れた地域）の交通は，バス

が１０分に１本，またLRTとの乗り換えもスムーズで都心へのアクセスは良好であっ

た。日本のある都市の郊外の５km地域のバスは１時間に１本，場所によっては２時

間に１本とそのサービス水準は極端に落ちる。つまりストラスブールでは公共交通で

生活できるが，日本の地方都市の多くが公共交通で生活できる地域は限られている。

② 公共交通のネットワークがかなりの水準で計画されている（自由度の高いモビリ

ティ確保）

図１３は人口２６万人，周辺都市圏５０万弱のLRTネットワーク図である。これほどの

ネットワークが整備されている地方都市はわが国ではほとんどない。また利便性も十

図１３ 公共交通の充実したネットワーク
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分に考えられ，LRTとバスの乗り換えは同じプラットホームを使う例もある（図１４）。

③ パーク＆ライドも公共交通との連携

都心に自動車で来る人に対してパーク＆ライドを十分に用意している。駐車場の代

金だけで公共交通により都心往復を無料で利用できる。またLRTからバスに乗り換

えても運賃が余計にかからない（図１５）。

� 日本の公共交通の衰退 ●●●●●●●●●●●●●●

① 日本の乗用車の増加量の多さ

バスが衰退する原因の一つが乗用車の増加と考えられる。図１６によれば，１９７０（昭

和４５）年には乗用車の保有台数が８７８万台であったが，２０００（平成１２）年には５２４４万

台と３０年で６倍に増えている。そして２０１６（平成２８）年には６１４０万台とほぼ２人に１

台の保有にまで増加している。

② バス・タクシー交通の減少の深刻さ

乗用車の６倍の増加に対してバスは，１９７０（昭和４５）年から２０１５（平成２７）年まで

図１６ 乗用車の保有台数の変化

８０，０００，０００

６０，０００，０００
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２０，０００，０００

０
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１９８０

（昭和５５）

１９９０
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（平成１２）

２０１０

（平成２２） （平成２８）

８，７７８，９７２
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３４，９２４，１７２

５２，４３７，３７５
５８，３４７，３８７ ６１，４０３，６３０

２０１６（年）

（台）

出典：自動車保有台数（各年末現在）www.jama.or.jp/industry/four_wheeled/four_wheeled_3t1.html

図１４ バスとLRTの同じプラットホーム 図１５ LRT駅・バス停留所のパーク＆ライド
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の利用客の変化を図１７に示した。これによると５０年間を経て全国データでは６割近く

（４３．２％）減少しており，大都市圏では３割程度（６８．３％）の減少にとどまる。その

他の地方都市では４分の１（２５．５％）まで利用が大きく減少し，バスの利用の減少が

中心市街地を中心とするわが国の都市づくりに大きな打撃を与えたことが容易に理解

できる。その一つが商店街のシャッター街化であり，都心と郊外を結ぶバス交通の劣

図１７ わが国の乗り合いバスの輸送人員経年変化
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４，７９５

４，１５６

３，３８１
２，８８６

２，４３１
１，９１６ １，６０４ １，４８９ １，４６８

４，１０３
４，５７３ ４，３２３

３，９４１

３，６１６ ３，６１４ ３，３２５
２，８８７ ２，６４０ ２，６６９ ２，８０２

（年）

（百万人）

出典：国土交通省「自動車関係統計，バスの車両数，輸送人員及び走行キロ」より秋山が作成

図１８ わが国の乗り合いバスの輸送人員と走行km数

１２，０００

１０，０００

８，０００
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０
１９６５ １９７０ １９７５ １９８０ １９８５ １９９０ １９９５ ２０００ ２００５ ２０１０ ２０１５

（昭和４０）（昭和４５）（昭和５０）（昭和５５）（昭和６０）（平成２）（平成７）（平成１２）（平成１７）（平成２２）（平成２７）

バス輸送人員（百万人）

９，８６２ １０，０７３

９，１１８

６，９９７
６，５００

４，８０３
４，１５８ ４，２７０

２，６３６ ２，９３５ ２，８７８ ２，８８０ ３，０３８ ２，８９７ ３，０３４ ３，１３３

（年）

バス走行km数（百万km）

出典：図１７と同じ
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化である。加えて図１８を見ると１９６５（昭和４０）年から２０１５（平成２７）年まで走行km

数はほとんど変わらないのに利用者だけが減少している。つまり，１９６５（昭和４０）年

に１km当たり３．７４人を輸送していたが２０１５（平成２７）年では１．３６人／kmまで減少し，

効率が悪く儲からない状況になってきている。言い換えればバス経営の厳しい環境の

到来である。

バスと同じくタクシーも同様の傾向をたどっている。データは示さないが，タク

シーは１９８５（昭和６０）年のピーク利用者数が３３億であったものが徐々に下がって３１年

経た２０１６（平成２８）年には半減（１６億）している。

③ モビリティ問題に本格的な取り組みが不可欠

わが国の公共交通は都市の人口が多い地域は混雑やバリアフリーの問題のスポット

が充てられているが，人口の少ない低密度地域は鉄道・バス路線がなくなることや減

便が大きな問題になっている。その結果，モビリティが確保できず，自動車に頼らざ

るを得ない環境におかれている。次の章ではこの問題をいかに解決するかが喫緊の課

題であり，その方策を論ずることにする。

4 総合的な公共交通の計画の考え方

わが国の公共交通計画は，政策や財源確保が欧米先進国と比較し，情報や知識は十

分であるが，実施においてまだかなり遅れをとっている。

ここでは，わが国が実施している部分を簡潔に紹介したうえで，わが国が最も問題

の多い公共交通が利用できない人の対応方法と，公共交通が不便な地域に居住する人

の交通問題を取り上げ，問題点と課題を整理する。

① 公共交通が利用できない人の交通手段（STサービス）

わが国のST（Special Transport）サービスは道路運送法第７９条に基づき，NPO

法人による福祉有償運送がタクシーの２分の１以下の運賃を設定している場合，２

種免許をもっていない場合は講習などによってカバーすることを前提で区市町村な

どが開催する運営協議会で認められた場合，運行が可能となる。

これには大きな問題があり，国土交通省が単に運行の許可を出す仕組みだけで，

財源の措置が全く伴わない。つまり，日本の場合は国が地域の困難者は市民が立ち

上がらない限りサービスが存在せず，移動困難者は外出できないことになる。

しかし，欧米の先進国の多くは行政が運行の主体となり，バス・タクシー会社等

に委託などして運行している。
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STサービス（アメリカ・カナダなどはパラトランジット，イギリスのダイヤル・

ア・ライドやアンビュランスサービスなど）はかなり多くの国で運行されているの

で，一例としてアメリカのサンフランシスコについて後述する（５４頁参照）。これ

により，行政がいかに責任をもって運行しているかが理解できる。

② 公共交通が極めて不便な地域（過疎地域等）

過疎地域ではコミュニティバスやデマンドバスでも対応できず，道路運送法第７９

条の交通空白地有償運送などで対応している。しかし，多くの地域で担い手や財源

に困っている。これも，日本の仕組みは福祉有償運送とほぼ同様であり，認可する

のが地域交通会議である。

イギリスの例ではすでに１９８０年代ごろにはコミュニティカースキームという制度

が存在し，乗用車を用いて人を送迎する場合，ガソリン代や保険・車両の維持費な

どを徴収してよいという法律がある。これにより公共交通サービスが貧しい地域で

は移動を確保している。また，別枠で１９４８年以降できたアンビュランスサービス

（Ministry of Health Service）によりボランティア等により病院送迎も実施してい

る。いわゆる救急車で非緊急時の運行である。

わが国の北海道枝幸郡中頓別町では，コミュニティバス・デマンドバスもなく，過

疎地有償運送，福祉有償運送もない。唯一移動困難者の介護タクシーや施設の送迎

のみ存在している。この地域でライドシェアの実験を行っている。日本にはほとん

どないが「地域の足は地域の住民が守る」を合言葉に個人の自動車による実費運行

（ガソリン代実費を徴収する）による運行実験を行っている。これは今までの公共

交通とは異なり過疎地域の人々のモビリティを確保するために，地域の住民のソー

シャル・キャピタル（社会関係資本，平たくいえばボランティア）により行っている。

上記の二つを紹介するのは，日本の現在の公共交通だけではどうにもならない地方

の中小都市・過疎地域のモビリティや高齢者などが運転できなくなった時の交通サー

ビスが確保されていない問題を解決しなければならないためである。また同時に，移

動困難者のモビリティ問題は過疎地のみならず都市部でも問題が大きいからである。

� わが国の公共交通計画の計画要素 ●●●●●●●●●●

交通計画の基本は「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」に示された全体

のネットワークを明確に作成することは不可欠である。つまり，以下の①から④を総

合的に整備することである。以下，①～④の公共交通の要素を表１に示した。

これらは幹線交通や人口が多い地域の計画に重点がおかれているために，少なくと
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も本当に交通に困っている過疎地域や人口低密度地域には具体的計画の手が差し伸べ

られていないのが日本の現状である。さらに障害者を対象とした福祉交通サービスは

活性化再生法では蚊帳の外におかれている。

① 幹線交通：都市の骨格を決める交通

都市交通の基本は何といっても都市の交通軸（４車線道路など）を決め，そこに

LRT，BRT等の幹線交通を走らせ都市の骨格的なネットワークを形成することであ

る。しかし，中山間地域や人口低密度地域ではサービス水準が極めて低く，自動車を

もたない人にとっては生活維持がかなり難しい状況にある地域が少なくない。

② フィーダーサービス：幹線に接続する支線

幹線交通から住宅地に向けてフィーダーサービスを行うバスや小型バス，コミュニ

ティバスなどを運行することである。幹線交通を運行できない地域をカバーする交通

で，落穂ひろい型のコミュニティバスやデマンド交通がその役割を果たしている。

③ ドア・ツー・ドア・サービス

一般にデマンド交通やタクシーがこれに該当する。デマンド交通は一定のエリアに

おいて，電話予約等により送迎する。形態はフル・デマンド（自由に乗り降りできる

表１ 地域の公共交通手段の特性と事例

交
通
手
段

仕様

固定ルート型 ドア・ツー・ドア・サービス

LRT：低床車

両

BRT：連節バ

ス

中型路線バス 小型コミュニ

ティバス

デマンドタク

シー

タクシー

車体

車両

緒元

長さ：

１８．４０m

幅 ：２．４０m

長さ：

１７．９４m

幅 ：２．５０m

長さ：

１０．２８m

幅 ：２．４９m

長さ：

６．９９０m

幅 ：２．０８m

長さ：４．６９５m

幅 ：１．６９５m

長さ：４．６９５m

幅 ：１．６９５m

定員 ８０名 １１５名 ８１名 ３１名 ９名 ４名

座席数 ２８席 ４８席 ２７席 １４席 ９席 ４席

導入

都市

富山，岡山，

熊本，豊田，

鹿児島等

藤沢，町田，

千葉，岐阜

（４事例）

全国各地 全国各地 全国各地 全国各地

注：LRTは富山ライトレールの緒元（２両連結タイプ）を参考

BRTは神奈川中央交通で使用のメルセデスベンツ・シターロＧを参考

路線バスはいすゞの車両「ERGA」を参考

コミュニティバスは日野自動車の車両「ポンチョ」を参考

デマンドタクシーはトヨタの車両「ハイエース」，タクシーは「クラウンコンフォート」を参考

出典：森和也氏［八千代エンジニヤリング］が作成
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もの）からハーフ・デマンド（出発地や途中の停車地点，到着地点などを決めて運行

する）など地域のニーズによっていくつかの形態がある。

④ 福祉交通サービス

これは，欧州や北米では国や市町村が自らの財源で運行することがほとんどである

が，わが国は民間任せの運行がほとんどである。例えば，道路運送法第７８条による福

祉有償運送（NPO法人が運行），市町村有償運送，交通空白地有償運送など，タク

シー運賃の半額程度で運行するものであり，運行主体の多くに地域のNPOなどを期

待しているために，運行サービスは不十分であるとともに，運行団体がやめることも

多く，じり貧の状態である。

これはアメリカでは運輸省や州が補助，イギリス，スウェーデンも運輸部局が予算

化し運行しているのが実態である。しかし日本の運輸部局は民間任せにしてモビリ

ティを守る努力を公的に行っていない。厚生労働部局が，障害者・高齢者の交通サー

ビスとして行っているだけである。

この領域は，先進国のなかでの後進国である日本の制度の大きな問題である。

� 交通貧困階層（移動困難者）の定義 ●●●●●●●●●

わが国の移動できない人の対策は視覚障害者や車いす使用者を中心とするバリアフ

リー対策の障害者と，介護が必要な重度のお年寄りの介護タクシー対策に留まり，移

動できない人を広くとらえる視点を欠いている。そのために地方都市や都市の郊外に

おけるバスサービスが貧しい地域に居住する自動車を使えない高齢者，子どもや小中

学生，免許をもたない人の外出がそのまま放置されている。そのために自動車を使っ

て事故を起こす高齢者が目立ったり，タクシーを使うのが高くて，外出を我慢してし

まう人など生活に影響している。

アメリカでは１９６０年代にこうした人をTransportation Poor Group（交通貧困階

層）といい，『付き添いなしの独自の移動において交通サービスを必要とする年齢に

達しているが，自動車を一番に使えず，しかも適切な交通サービスを条件にかなった

費用で利用できないために移動を制約されている階層』と定義された。詳細は以下の

４項目である。

① 自動車を買う余裕がないか運転することができない層

② 公共交通機関の運賃を支払う余裕の乏しい層

③ 公共輸送サービスが乏しい地域に住む層

④ 公共交通設計上，運行上の特徴において心身上の制約から利用できない層

第１編 研究発表

―53―



表２ パラトランジットの運行ルール

利用範囲……健常者と同等な移動範囲，日・時間とする。

回数・目的…利用回数・目的制限はない。

利用料金……公共交通料金の２倍を上限とする。

供給量………十分な供給量を確保する。

利用者………有資格者の審査（必要な人へ必要なサービス）を行う。

以上の観点を考えるとわが国もモビリティに困っている人の定義を明確にし，対策

も講ずる必要がある。残念ながらわが国の道路運送法は業界の管理監督であって，生

活する人々の移動を守る法律にはなっていない。この点からもモビリティの確保を明

確にした制度が必要である。特に幹線的交通はある程度頑張っているが支線の交通，

小規模の交通など経営が成り立たない領域の交通サービスが大きな問題である。

5
パラトランジット（アメリカの障害者の交通手段）
の事例

� サンフランシスコの公共交通の中のパラトランジット
７）

●●●

サンフランシスコ（２００６年のデータ）の既存公共交通（軌道系・バス）と障害者の

対策を実施しているパラトランジットの二つを委託運行している例である。パラトラ

ンジットとは障害をもつアメリカ国民法（ADA）に定義された利用者（移動困難な

障害者）を対象とし，国，州などの公的機関の財源を主に運行している交通手段であ

る。残念ながら日本にはない交通手段である。

ADAでは，公共交通が利用できない障害者に対して，公共交通がサービスのある

地域（バス路線や鉄道沿線１２００m以内）にパラトランジットサービス（資格のある移

動困難者が利用できるドア・ツー・ドア・サービス）を提供しなければならない。つ

まり，公共交通の利用困難な障害者に対してサービスすることが国の法律で義務づけ

られている。したがって，サンフランシスコの交通事業者である「サンフランシスコ

Muni」は障害者の交通サービスを下記のルールにしたがって運行サービスを行うこ

とになる（表２）。

� パラトランジットの種類と運行特性 ●●●●●●●●●

また，図１９のサンフランシスコのパラトランジット体系図によれば，サンフランシ
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スコと契約したパラトランジット運行会社が配車から運行まですべてを取り扱うこと

になる。このケースはフランスの環境系の民間会社が契約して運行しているが，アメ

リカの多くのパラトランジットは地元のタクシー会社やバス会社が運行するケースが

少なくない。パラトランジットは４種類の運行形態がある。

① タクシーの会員サービス

これは一般のタクシー会社がノンステップ車両を購入し，障害者を輸送するもの

である。この場合，公共交通で３ドルする区間があると，タクシーで運行して２０ド

ルの運賃となった場合，利用者はADAのルールどおり公共交通の２倍を超えない

運賃（６ドル以下）を支払い，残りの１４ドルは，タクシー会社がパラトランジット

配車組織からもらうことになる。

② グループバン

通常グループホームや通所施設等の人をある程度まとめて輸送する形態のもので

ある。

③ リフト付きバン

障害者個人が予約し，車いす使用者の場合この車両を使うことになる。

④ ADAセダン

セダン型の車両で，あえてリフト付き車両を必要としない人に対してサービスす

る形態である。

これらの利用対象者数は，人口７５万人のサンフランシスコの人口の２．３％に相当す

る１万７０００人である。そのうち，自由な目的に利用するタクシーが５６％，リフト付き

バンが７％，セダンが１１％を占める。また１トリップ当たりのコストはタクシーが

図１９ サンフランシスコのパラトランジット体系図

サンフランシスコ交通当局

一般

公共交通

パラトランジットの配車組織

①一般タクシーの

会員サービス

②グループバン

（施設送迎など）

③リフトバンの移

送サービス

④ADAアクセス

（セダン）

利用者数 １万６８５人（５６％） ９９５人（２４％） ８１５人（７％） １２０８人（１１％）

１人当たりのトリップコスト １１０８円 １２６３円 ３８１６円 １９７９円
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１１０８円だが，リフト付きバンは３８１６円と高めとなる。

� パラトランジットの財源 ●●●●●●●●●●●●●

財源については表３のサンフランシスコパラトランジットの収入からは，全収入は

２２億８０００万円であるが，連邦政府から３７．７％，州の消費税４８．２％で８５．９％を占め，残

る１６．１％は公的機関で，ほとんどが公共の負担によっている。

� 日本の運行サービスとの比較●●●●●●●●●●●●

① 日本の移送サービスの運行

わが国の交通空白地有償運送，福祉有償運送は２００６（平成１８）年１０月１日に施行さ

れた改正道路運送法で，自家用自動車（白ナンバー）による福祉輸送（移送サービス）

が「福祉有償運送」として，制度化された。移送サービスを希望する利用者がいて，

運行するための要件を備えて，各地域の運輸支局に非営利公益法人が市町村等におけ

る運営協議会の協議を経て登録し，運行することができる。

欧米では，障害者等の移動困難な人の輸送には国，県，市町村の予算で実施してい

る国（イギリス，スウェーデン，アメリカ，カナダなど）がかなりみられるが，わが

国はNPO法人がタクシーの２分の１の運賃で輸送する形態をとる。そのために小規

模零細団体が全国に林立している。

ここでの問題は，NPO法人がないと運行できないこと，人口が少ない地域では

NPO法人をつくることが難しいことである。その場合，運行ができないことになる。

表３ サンフランシスコパラトランジットの収入：２００５年（７月１日）～２００６年（６月３０日）

団 体 名 財 源

米ドル 日本円 構成比（％）

連邦

政府

連邦政府からの公共交通当局（市のMuni）への

財源

３，８２２，８２９ ４億２０５１万 １９．０

車両用財源 ３，７５４，０７８ ４億１２９４万 １８．７

公的

機関

州の消費税 ９，６７０，０００ １０億６３７０万 ４８．２

MTCサンフランシスコ交通圏委員会 ７２３，６０７ ７９６０万 ３．６

BART（地下鉄）会社 １，３９５，６４３ １億５３５２万 ７．０

グループバンサービス／高齢・成人障がい者サー

ビス部等

７０７，８１９ ７７８６万 ３．５

合計 ２０，０７３，９７６ ２２億８１３８万 １００

注：１ドル＝１１０円とする
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表４ サンフランシスコ市のパラトランジットと世田谷区の移送サービスの比較

項 目 サンフランシスコ市 世田谷区

人 口 ７５万人 ８１万人

面 積 １２０km２ ５８km２

団体数 １団体 １１団体

パラトランジット利用者 １万７０００人（人口の２．３％） ※１万８０００人（人口の２．２％）

パラトランジットの供給ト

リップ数（年間）

１２１万１０００トリップ

（１人当たり７１トリップ）

※６万１０００トリップ

（１人当たり３～４トリップ）

注：※は政策提言の会推計値（２００６（平成１８）年２月２日中間発表）

人口低密度地域の二つの交通空白地有償運送を見るとすでに社会福祉協議会のスタッ

フによる運行で地域住民がほとんど協力できない状況に陥っている。つまり，公的な

機関が絡まないと運行がかなり難しい。もちろん福祉有償運送も同様である。

� 世田谷区の移送サービスとサンフランシスコのパラトラン
ジットの比較 ●●●●●●●●●●●●●●●●●

表４は２００６（平成１８）年当時と現在は多少変化しているが多くは変わっていない。

２００６（平成１８）年の両自治体とも７５万～８１万人の人口でパラトランジット（移送サー

ビス）の利用者は人口の２．２～２．３％（世田谷は推定）である。サンフランシスコは１

団体で１２１万トリップ運行しているが，世田谷では６万トリップ（１団体平均，５５４５

トリップ）である。つまり，世田谷区はすべて合わせてもサンフランシスコの２０分の

１しか運行しておらず，障害者の足の確保を民間任せにしているとこれほど少ない供

給量に留まる。このほか，施設送迎や介護タクシーも加わるが，その総計がたとえ３０

万トリップとしてもサンフランシスコの２５％に過ぎない。つまり，サンフランシスコ

の移動困難者は，世田谷に比べかなり自由に移動できていると考えられる。

� 移動困難者の交通財源と制度の確立が不可欠 ●●●●●●

わが国は交通政策基本法で「移動の権利」の規定がない。また「障害者差別解消法」

や「高齢者，障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」（バリアフリー新法）

においてもモビリティ確保を明確に規定したものではない。

フランスの２０１０年の「交通法典」では車依存社会を根本からつくり替えるために，

交通圏の再定義と環境と福祉の再定義を行ってきた。車については新車や中古で車両

を購入する場合の「アクセシビリティの義務」（第Ｌ１１１２－１０条）が規定された。ま
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た公共交通開発の公的な補助金は，アクセシビリティに従属しなければならない（第

Ｌ１１１２－６条）。つまり，公共交通を計画する場合，障害者など移動できることが前

提として書かれている。さらにすべての交通政策担当局は，移動制約者が自由に移動

することを妨げることに関する苦情の蓄積を進めなければならない（第Ｌ１１１２－７

条）。つまり，移動が自由にできない人々の苦情を交通政策に活かす努力が求められ

ているのである。

6 公共交通が極めて不便な地域のライドシェアの事例
８）

� 人口減少の負のスパイラルを克服する ●●●●●●●●

小規模交通の核心的な問いは，人口低密度地域におけるモビリティ・チャンスの喪

失の問題，すなわち，人々の移動の困難さが地域衰退を招くという悪循環が発生する

問題をいかに解決させるのかということである。近年，交通分野において自動運転の

実用化やライドシェアサービスの普及，IT技術を活かした交通情報サービスの改善

など，技術・サービス両面にわたるイノベーションが起きている。これらのイノベー

ションの成果を人口低密度地域における小規模交通手段の創設や抜本的改良に応用す

ることを目指し，ライドシェアの実験を行ってきた。

人口減少は地域の深刻な問題である。その理由は通学交通，業務交通，通院交通等

「交通」はあらゆる分野に関連し，交通の枠組みを変えない限り「人口減少・少子高

図２０ 負のスパイラルから新しい地域創造

負の連鎖を

断ち切る

公共交通を再構築

（ライドシェア運行等）
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地域の衰退が加速

経済活動の鈍化

生活機能の低下

人口減少・

少子高齢化

自動車依存

の負の連鎖

自動車をもたない人

の生活環境の悪化

バスの減便・廃

止等公共交通機

関の機能低下

自動車への

依存深化

モビリティを

失う人の増加
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齢化」の負の連鎖も断ち切れない。これらの人口減少という負の連鎖を断ち切り，人々

が生活に必要不可欠なモビリティ・チャンスの向上を図るために「公共交通の再構

築」し，その結果「活力ある新しい地域へ」変えることが不可欠である（図２０）。

� 自家用有償運送 ●●●●●●●●●●●●●●●●

① バス・タクシーと自家用有償運送の違い

日本の道路運送法において，道路運送法第４条により緑ナンバーを取得した「乗り

合いバス・貸し切りバス・タクシー」は運賃を収受して運行が可能である。しかし，

白ナンバーの自家用車は客を乗せて運賃を収受するといわゆる「白タク」として違法

になる。その例外規定として，道路運送法第７９条登録により運営協議会，地域公共交

通会議で認められれば福祉有償運送や交通空白地有償運送などによって白ナンバーで

も運賃をタクシーの２分の１程度収受することができる。

② 自家用有償運送とは（表５）

２００６（平成１８）年１０月１日施行の改正道路運送法により障害者等のドア・ツー・ド

アの個別輸送サービスが加えられた。白ナンバー（同法第７９条の登録＝自家用有償旅

表５ 道路運送法と運行の形態

道路運送法 交通手段 運行の形態 種類

一般乗合旅客自動車

運送事業（第４条許

可）

【営業ナンバー】

運行は，一般乗合旅

客自動車運送事業者

定員１１人以

上の自動車

路線定期運行 路線バス，コミュニティバスなど

路線不定期運行 深夜型シャトルバス，観光型デマンドバ

スなど

区域運行（注） コミュニティバス，デマンドバスなど

定員１１人未

満の自動車

路線定期運行 乗合タクシーなど

路線不定期運行 深夜型シャトルタクシー，観光型デマン

ドタクシーなど

路線不定期運行 深夜型シャトルタクシー，観光型デマン

ドタクシーなど

区域運行 デマンド型乗合タクシーなど

自家用有償旅客運送

（第７９条登録）

【自家用ナンバー】

運行は市町村や非営

利法人等

定員１１人以

上の自動車

市町村運営有償運送（交通

空白輸送），過疎地有償運

送

コミュニティバス，デマンドバスなど

定員１１人未

満の自動車

市町村運営有償運送（交通

空白輸送，市町村福祉輸

送）・過疎地有償運送，福

祉有償運送

注：定員１１人以上の自動車による「区域運行」は，通達により慎重に取り扱うこととしている。

出典：https : //www.pref.miyagi.jp/uploaded/attachment/205915.pdf
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客運送）については，福祉有償運送，過疎地有償運送，市町村運営有償運送に分けら

れる。市町村運営有償運送については，さらに交通空白輸送と市町村福祉輸送（いわ

ゆる金沢方式）に分けられる。

要介護者，身体障害者等であって，単独では公共交通機関を利用することが困難な

者（＝移動困難者）を対象とした，ドア・ツー・ドアの個別輸送サービスを提供する

福祉輸送については，２００６（平成１８）年１０月１日施行の改正道路運送法により，表５

のとおり，いわゆる緑ナンバー（軽自動車にあっては黒ナンバー）と白ナンバー（軽

自動車にあっては黄色ナンバー）の二つに大きく分けられる。

� ライドシェアとは●●●●●●●●●●●●●●●●

ライドシェアは日本ではUber（ウーバー）やnotteco（ノッテコ）等が運行されて

いるが，道路運送法の制約があり，実質的にビジネスは極めて限定的にしかできない。

① Uber（ウーバー）

Uberとは２００９年にアメリカで生まれたスマホアプリを使ったタクシー配車サービ

スである。Uberの普及は２０１６年現在では世界５４か国，２５０都市以上でサービスを展開

しており，日本（東京）にも２０１３（平成２５）年１１月に進出している。Uberの特長は，

タクシーの配車（呼び出し）から料金の支払いまで，全てスマホアプリ上で完結する

ことにある。利用方法はスマホの地図上で乗車したい場所を指定してタクシーを呼び

出し乗車する。降車時の支払いは事前にアプリに登録したクレジットカード情報を元

に手軽に決済処理できるため，金銭のやりとりが発生せずに利用ができる（図２１）。

図２１ Uberサービスの概念図

ドライバー

タクシー会社等 利用者

配車依頼 配車依頼

報酬 サービス料

（手数料含む）

Uber

（スマホアプリ）

輸送サービス

（目的地までの送迎）

ドライバー登録 ユーザー登録

出典：総務省「社会課題解決のための新たなICTサービス・技術への

人々の意識に関する調査研究」（平成２７年），総務省「平成２７

年版情報通信白書 シェアリング・エコノミー」（www.soumu.

go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h27/html/）
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Uberの事例は，福祉有償運送は京丹後町（京都府），タクシーの事例は東京，ボラン

ティアの事例は中頓別町（北海道）の３種類で行われている。

② notteco（ノッテコ）

ノッテコは日本最大級の長距離ライドシェア（相乗り）サービスである。空席をも

て余しているドライバーと同じ方面に安く移動したい同乗者をマッチングし，移動に

かかる実費をみんなで割勘する。事例は北海道の天塩町で行っている。母都市である

稚内へ送るケースのときは乗せる側はいるが，その逆の天塩に帰るときには自動車を

見つけるのが大変と聞いている。

� 中頓別町でライドシェアを実施する意味●●●●●●●●

① 中頓別町の地域特性

枝幸郡中頓別町は北海道の道北に位置し稚内や名寄から約１００km弱の内陸に位置し

（図２２），人口は２０１７（平成２９）年２月末１７７７人，高齢者比率３８．３％の町である。ま

た，２０４０年までの人口推計では９４６人までに減少する。公共交通は鉄道が天北線を廃

止し，代替バスが運行され，その後市町村負担の地方路線バスへと移行してきた。

１９８９（平成元）年：旧国鉄天北線廃止⇒沿線５市町村：JR天北線代替バスの運行

１９９４（平成６）年：地方路線バス（市町村負担を伴う運行に移行）

２０１１（平成２３）年：天北宗谷岬線（稚内～鬼士別間を海まわりに変更）

② モビリティ・チャンスを喪失している地域の交通サービスの創出

図２２ 北海道枝幸郡中頓別町の位置
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日本の人口低密度地域の公共交通サービスが極めて少ない地域（バスが１日４便し

かも朝に２便，午後に２便など）の極めて低水準の公共交通サービスでは，生活困難

な地域のモビリティ・チャンスを喪失している人々に対して，買い物や通院ができる

状況に変える必要性がある。そのためには，①自家用車の有効活用，②住民の空いて

いる時間の活用，③スマホを用いた情報システムの構築と活用，など新たな仕組みを

つくる必要がある。

① 使っていない自家用車という社会資本の有効活用

わが国の２０１６（平成２８）年６月の自動車保有台数の６１０２万台のうち稼働率はわず

か４．５％で，ある瞬間は５８２８万台が遊休しているので，空いている車両を利用した

送迎による社会資本の有効利用，つまりライドシェアによる眠っている自家用車の

有効活用である。

② 地域住民のソーシャルキャピタルの活用と新しい共助を創出

地域に潜在している住民の労働力（社会関係資本・ソーシャルキャピタル）を活

用し，日本の人口低密度地域の公共交通サービスが極めて少ない地域（バスが１日

４便，しかも朝に２便，午後に２便など）を救済する。なぜかというと，通常のタ

クシー会社はたった１社で，かつ１台しかなく，重なると輸送できないこともあ

る。また，移動の費用が高く地域の人の力を借りないとモビリティが確保できない

現状にある。同時にタクシーが少ないところでNPO法人をつくって道路運送法第

７８条による運行システムをつくるほどの力もない。

③ スマホ・情報を用いた交通サービスの新たな仕組みをつくる

また，情報化という新しい流れが，スマホを武器にライドシェアができる環境を

つくり上げている。これは従来までの道路運送法では対応できない領域である。

� 中頓別住民のライドシェアの必要性 ●●●●●●●●●

町民のアンケート調査（n＝１３４０，住民の７５％が回答）では町民のバス・タクシー

以外の交通手段の必要性は，７７．１％の人が必要と考えており，なかでもとても必要と

考えている人が３５％もいることから明らかである（図２３）。さらに，免許をもたない

人は３割弱の人が困ると考えている（図２４）。現在の移動手段について「非常に困っ

ている」＋「困っている」高齢者は１～２割おり７５歳以上では２１％が困っている（図

２５）。

以上から，中頓別地域では，移動に困っており，ライドシェアを必要としている人

は少なくないと考えられる。
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� 中頓別町のライドシェア運行実験結果 ●●●●●●●●

① 運行の概要

① 目的

ライドシェアをはじめとした，シェアリングエコノミーの実践を試みることであ

る。

② 事業のねらい

図２３ バス・タクシー以外の交通手段の必要性
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交流人口の拡大，町民の生活満足度の向上，加えて中頓別町内における既存の人

的資源・社会資源の有効活用である。さらに人口減少地域・小規模自治体における

モビリティを核とした政策間連携モデルを確立することである。

③ 実施方法

ライドシェア事業の世界的なノウハウをもつUber Japan株式会社と中頓別町と

で協力協定を締結し，現行法制下のままで運用可能な形態，つまり運送の対価は無

償とした形での「なかとんべつライドシェア実証実験」を展開している。

④ 交通グループ会議の取り組みの経緯

８月２４日の実証開始に至るまで，チラシ等により事業の周知やボランティア募集

を行った。また，交通グループ会議は毎月のように開催し，安全運転に関する実車

に伴う講習，グーグルマップを活用しての町内ヒヤリハットマップの作成，利用者

拡大に向けての取り組み等について議論してきている。

◯� 担当指導員による座学（駐停車場所と安全運転）

◯� 実車による複数技能講習

◯� メンバー同士の模擬訓練について

② 利用の結果

� 利用回数の推移

実験期間は２０１６（平成２８）年８月２４日～２０１７（平成２９）年３月２２日で，その利用

回数は２０６回，総乗車距離が２３９６km，３km以下の乗車が半分以上で，１０kmを超え

る長距離乗車も全体の約３割程度ある。平均値は１２．９５km，中央値は２．２６kmであ

る。

図２６ ライドシェアの利用目的
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� 利用目的

利用の目的は通院・保健センターの約２割，買い物，外食，入浴，親戚訪問など

の３割強など，利用が多岐にわたっている（図２６）。

� 予約

ライドシェアは使うときにスマホで予約するのが一般的な使い方であるが，スマ

ホの利用は３６％，電話の予約が５１％とまだスマホの利用が少ない（図２７）。

� 無償化について

図２７ 車を呼び出すときの手段（予約）
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ライドシェア利用者９４人と全町民の７５％（約１３４０人）に利用時の無償化について

今後も無償で継続した方がいいか尋ねたところ，約２割の利用者が「無償のまま」

と回答し，「ある程度の運賃は支払ってもよい」「ガソリン代などの実費程度は支

払ってもよい」と回答している利用者は約７割にのぼる。なお，初回のみの利用者

に限って集計しても同様の傾向を示している。

参考までに，総合計画見直しのアンケートにおいて同様の質問を行った全町民へ

のアンケート結果をみると，約１割弱が「無償のまま」と回答し，ガソリン代等以

上の支払いを求める声は約５割となっている（「わからない」，と回答している人が

約３割いることへの留意は必要）（図２８）。

以上から，実費で利用することへの期待がみられる。

� まとめ ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

① 道路運送法の制約で日本では自家用車を用いたライドシェアはできない。ただし

道路運送法の交通空白地有償運送ならできるが，タクシー会社がない地域やあって

も同意を得られることが必要である。これで運行しているのは京丹後市の一部の地

域だけで，日本では１か所しかない。

② 道路運送法で実施している交通空白地有償運送において二つの事例（豊根村，佐

井村）でみる限り，社会福祉協議会の職員への依存が強く，NPOとして自立した

運営ができない。つまり公的資金を投入して運行を維持している。

③ 多くの地域でタクシードライバーの高齢化，運転手の成り手がいないことなどか

らドライバーを地域住民が担う必要がある。社会関係資本で地域住民による共助型

の社会をつくっていかなければ，現在の道路運送法の制約がある限り，地方都市の

モビリティの確保は困難を極めることになる。

7 交通対策の方向

以上のことをまとめると，わが国の対策は以下の三つに要約できる。

� 都心部を守り歩行空間を魅力的につくる●●●●●●●●

人々の歩行の場所は自宅周辺と目的地である。特に目的地となる都心部は多くの人

の飲食・買い物などの重要な居場所であり，シャッター街に変わりつつある多くの都

心部は問題が多い。対策は魅力ある都心部をいかにつくるかに尽きる。残念ながら商
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店街の再生は，商店の後継者づくり，商店街の新陳代謝にかかっている。例えば，①

経営環境の低下（空き店舗の増加，建物の老朽化），②出店・創業は地主が不動産屋

化している問題（家賃・貸主の意向，特に飲食店），③客層（駅周辺商店街の若者離

れが進んでいる），④買いたいものがない店が多い，などである。

商店街の対策として，①商店街のサイズを小さくする（空き店舗が多い，１～２

割），②商店街の「共」の空間を増やす（場所：民有地，道路空間，内容：高校生の

たまり場，高齢者のお休みどころ），③歩行空間に新しい機能を増やす（ヘルシーロー

ド化［渋谷］，お休みどころ［戸田市］）。

新ビジネスをつくり出すことについては，①地域生活に役に立つビジネス（福祉，

医療，介護など生活支援のソーシャルキャピタル的な仕事）をつくり出す，②本格的

な付加価値の高い新ビジネスを生み出す（石巻２．０のような建物などの器より，ビジ

ネス活動が先行し結果的に建物は後からついてくる），③生き残れる手づくり型ビジ

ネスの強化（お菓子屋，お総菜屋）などがある。流通型ビジネスなどの仕入れて売る

や，大規模店舗に対抗できる生き残れる店舗の形成である。

� 骨格となる公共交通を総合的に計画する●●●●●●●●

都心部を魅力的にするために重要なことは，郊外からのアクセシビリティの良い公

共交通の計画とそれを補完する支線の交通，小規模ニーズに対応した交通を整備する

ことである。わが国ではこれら全体が脆弱であり，公共交通のサービスの質を上げる

必要がある。そのために不足しているのが，民間任せの交通運用（バス・タクシー），

行政の専門性に乏しい脆弱な計画力，かなり不十分な公共交通への財源確保，などで

ある。

� 問題の大きい移動困難者の対策を強化する●●●●●●●

わが国で最も遅れている移動困難者の運行は，厚生労働省関連の介護保険と文部科

学省の小中学校の通学困難者の交通サービスである。障害者・高齢者などの移動困難

者はNPO団体の福祉有償運送，過疎地域の交通空白地有償運送など，あくまで地元

の心ある有志の団体の運行に任されている。その運行も運営協議会や地域公共交通会

議のチェックを受けて運行できる場合のみである。したがって，NPOがないところ

ではサービスがほとんど行われず，多くの移動困難者が困っている。しかし，人口低

密度地域ではどうしても外出しなければならない人は数千～数万円払ってタクシーで

目的を達成することが少なくない。
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行政はこうした状況を克服するために，新しいシステムを運行する財源補助，組織

づくりを支援し，一定の交通サービスを供給する必要がある。アメリカのADA

（American with Disabilities Act１９９０年）パラトランジットは行政の費用により運行

されている。また中頓別町のライドシェアは行政によりボランティアを集めて困って

いる人に実費で交通サービスを提供している。

【参考文献】

１）国土交通省「東京都市圏パーソントリップ調査（交通実態調査）の結果概要」（www.mlit.go.jp

/common/000057539.pdf）

２）厚生労働省「健康日本２１（身体活動・運動）」

３）SWC首長研究会「健康長寿社会を創造する Smart Wellness City Project」（www.swc.jp/about

/about2）

４）厚生労働省「健康日本２１（身体活動・運動）」の２００６（平成１８）年，２０１１（平成２３）年，２０１６

（平成２８）年のデータ

５）「歩いて暮らせる街づくり」構想の推進について（https : //www.kantei.go.jp/jp/kakugikettei

/991220aruitemati.html）

６）ストラスブール訪問時に市役所からいただいた資料

７）秋山哲男研究室「サンフランシスコ調査研究報告書 首都大学東京都市環境学部建築都市コー
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４ ２０３０年代を見すえた
「おたがいさまコミュ
ニティ」の形成支援

小川 全夫
＜特定非営利活動法人アジアン・エイジング・ビジネスセンター理事長，九州大学・山口大学名誉教授＞

1 なぜ２０３０年代の地域社会を見すえる必要があるのか

現在，厚生行政は２０２５年に向けて地域包括ケアシステムの整備に力を入れている。

また，その先を見すえて「保健医療２０３５」策定懇談会から２０１５年６月に提言書が公表

され，これに基づく新しい保健医療政策が展開し始めている。ではなぜ２０２５年や２０３５

年が目標年次とされるのであろうか。２０２５年は団塊の世代といわれた戦後ベビーブー

ム世代が７５歳以上の後期高齢人口に達する時だからであり，２０３５年は団塊ジュニアの

世代が６５歳に達する時だからである。

私たちは「保健医療２０３５」策定懇談会より早くから，２０３０年代に年齢別人口構成が

図１ 従属人口指数の推移と推計
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２０１５年までは国勢調査結果，２０２０年以降は国立社会保障・人口問題研

究所「日本の将来推計人口（２０１２年）出生中位・死亡中位推計値。単

位：ポイント。
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大きく変化することに注目し，その時代に対応するためには，家族や職場以上に地域

という場において，さまざまな課題を解決することが期待されるようになるだろう

が，そのためには今までとは異なる支援策が必要になるだろうという課題を設定して

研究開発を進めてきた。

年齢別人口構成は，経済発展に都合の良い人口従属指数が右肩下がりに減少する，

いわゆる「人口ボーナス時代」から，１９９５年以降は，逆転して右肩上がりになって，

経済発展にとっては不都合になる「人口オーナス時代」に変化している。これは，高

齢者人口に対するさまざまなサービスを充実させるとしても，それを支える働き手の

人口が大幅に減少する時代を迎えるので，需給バランスが大きく崩れることを意味し

ている。

２０２５年には，団塊の世代という人口数が多い年齢層が７５歳以上になる。７５歳以上に

なると有病率や要介護認定率が急速に高まるので，治療や介護の需要が急増すると見

込まれている。この世代から上の高齢者には，まだ団塊ジュニアという自分たちの子

ども世代がたくさんいるので，家族からの支援とこれまでの職場で積み上げてきた年

金や貯蓄等に基づく老後支援は確保されている。もちろん，この年齢層に貧困老人等

がいないわけではないが，２０３５年以降になると，事態はもっと深刻になる。団塊ジュ

ニア世代は，家族を形成せず，子どもをもたないという人が多く，不安定な職場で経

済的に老後に備えることができていないからである。

つまり，２０３０年代は，日本社会がさまざまな課題解決の場として基盤にしていた家

図２ 年齢別人口数推計
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２０１５年は国勢調査結果。２０２５年および２０３５年は国立社会保障・人口問題

研究所「日本の将来推計人口」（２０１７年）出生中位・死亡中位推計。単

位：千人。
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族や職場があまり有効に機能しなくなる時代を迎えるのである。そこで，将来の日本

の社会基盤として，あらためて地域という場に焦点を当てる必要がある。

日本の社会学的研究では，伝統的な地域社会は，家を構成単位として，家の連合

が，同族的な結合（本家―分家関係）および講組的な結合（地縁的な互助関係）とし

て組織されていたとしている。しかしそうした地域社会の構造は，日本の人口の大半

が農村に居住していた時代までは有効であったが，高度経済成長期（それは人口ボー

ナス期と重なっている）以降の都市化社会のなかでは次第に崩れてきた。今でも過疎

地域のいわゆる限界集落といわれるような地域で，高齢者同士が支え合っている姿を

見ることは珍しくはない。これは講組的な結合の姿である。また同居はせずとも仕送

りや電話での安否確認などを頻繁にしている姿は，修正拡大家族や修正家的家族とい

う論議の証左でもある。だが，この世代が世を去った後は伝統的な地域社会の結合原

理も消滅するだろう。

他方，都市化した地域では，伝統的な結合原理に頼るわけにはいかないとして，

１９７０年代以降，生活の場としての社会基盤整備が日本版のコミュニティづくりとし

て，住民自身の地域参加活動として生まれ，行政の地域政策としても推進されるよう

になる。時には，この住民活動は伝統的な地域社会の結合原理を否定し，新たな個々

人による自由な参加，限定的な責任，各種の地縁的機能集団の長によるサミット組織

形成，多目的利用施設整備などといった方向で社会基盤を整備してきた。現在でも，

この流れを汲んで，さまざまな地域課題に取り組んでいる住宅団地がたくさん残って

いる。しかし，農村や地方から拠点都市に職場を求めて移動し，家族形成の時に郊外

の住宅団地に再度移動し，職場に通勤しながら生活してきた団塊の世代を含む多くの

今の高齢者たちは，子育てが終わった後，過疎地域の高齢化と同じように，「巣立ち

が終わった後の家族」状態に陥り，職場から退職し，これからの「居場所」と「出番」

がない状態に戸惑っている。だが，なおこの世代は，いつでもどこでもだれでも使え

る医療や年金や介護の普遍主義的社会保障制度を充実させてきた時代とともに歩んで

きた人々である。この普遍主義的社会保障制度の恩恵を受けられるという意味ではこ

れからの世代に比べれば，比較的恵まれた世代であるといえる。しかし，住宅団地に

コミュニティづくりの後継者はいなくなっているところが多いのである。団塊の世代

は，職場における高年齢者継続雇用などの動き等の影響で，地域社会の担い手にはな

らなくなっている。

２０３０年代はこうした状況がより進行する。団塊ジュニアが６５歳という今の高齢者の

域に達する時，彼らにとっての次世代人口は減少の一途をたどっており，おそらく職
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場の方からは高年齢者継続雇用をより一層強めるようになる。家族といっても高齢期

になれば，一人暮らしや老夫婦のみとなる傾向が強まるし，施設に入所する人も増え

て世帯類型が多様になっていく。このような将来を予測した場合，これまでとは違っ

た新しい関係づくりを地域のなかで展開する必要性が高まってくる。どれだけ家族や

職場が頑張っても，人生１００年の社会基盤となることはできない。地域という第３の

場が整備されなければ，老後の２０～３０年は「居場所」「出番」がない状態に陥り，自

分たちの暮らしに生じるさまざまな課題を解決できなくなるだろう。

そこで，我々は，２０３０年代を見すえて，どのように身の回りで生じる課題を地域で

解決する動きを力づけることができるのか，地域密着参加型調査Community based

Participatory Researchの手法で社会実験することにした。これはアクションリサー

チの１つの手法で，地域住民の自己決定を最優先して外部からの専門家が意図をもっ

て介入する手法である。

2 地域を場として暮らしの課題解決を支援する手法

さまざまな暮らしの課題を解決するために，社会がつくり出してきた３つの原則が

ある。その１つは，自助の原理である。必要なものがあれば買えばよい。そのための

金を手に入れるには，何か売ればよい。売るものがなければ，自分の生活時間を売っ

て，賃金を手に入れればよい。これが市場の原理であり，そこでは自由に競争しあう

関係が展開し，自ずと社会の調和や進化が生じるという考え方である。近代化の過程

では，自由に一回限りの限定交換すなわち売買によって課題解決を済ませる仕組みへ

移行する傾向を強めてきた。現代社会はこの市場の原理に従って，諸課題を解決する

図３ 年齢別家族類型別世帯人員割合
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という方向を世界的に強めてきた。しかしこの原理の弱点は，自由競争には優勝劣敗

がつきものであるという点である。どうしても格差を拡大する結果を生み出しがちな

のである。これを放置すると，社会不安が高まる。

そこで，第２の公助の原理が公平性や正義を掲げて，財の再配分機能を担って課題

解決を図る方法が模索される。これを担うのが政府であり，行政機関である。人々が

正義と考えることを実現するために立法と税のメカニズムを駆使して，課題解決を図

ろうとする。法規制を強め，税負担を覚悟しながら，最大多数の最大幸福を実現しよ

うとする福祉国家体制を追求するのか，それとも法規制をできるだけ緩和し，税負担

を軽くしながら「小さな政府」にとどめるかは，政治参加に対するステークホルダー

たちの意識の差による。日本の社会福祉界では高福祉高負担を目指していたが，産業

界はアメリカ型の低福祉低負担を目指しており，今の日本政府は基本的に後者の路線

をとっている。将来的に世界市場に飲み込まれていくとすれば，公助の原理は，高度

経済成長期に方向づけられた普遍主義的社会保障から，再び選別主義的社会保障へと

転じる可能性もはらんでいる。

そんな中で，あらためて注目されているのが，第３の互助の原理である。市場や政

府の成立がなかった時代では，基本的にこの互助の仕組みで人々は課題を解決してき

た。互助の仕組みは，互酬性を重んじ，財の一般的交換ともいわれる贈与（贈り物，

寄付，労力交換など）を行い，友愛の精神に基づき，家族の間，地域住民の間，同志

の間で運営されてきた。伝統的な日本の地域における同族や講組といった関係性もこ

うした互助の原理に基づくものであった。しかし，こうした互助の仕組みは時として

犠牲を一部の人に強いる傾向をもっている。そのためにいったんは全面的に否定され

てきた互助の原理であるが，人口オーナス時代を生き抜くためには，互助の原理の耐

図４ 課題解決の原理とその複合
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性resilienceに注目し，それを新しい装いで社会関係資本social capitalとして再評価す

る動きが出てきた。

だが，既に市場や政府の課題解決力は強力になっているので，これに代替する互助

の原理を簡単に構築することはできない。むしろ，原理が異なっても，課題解決に当

たってはその違いを超えて補完しあう協働collaborationという新しい方向が模索され

始めている。この機能統合型の地域協働はいかにして構築できるのであろうか。

そこで，まずは住民の最も身近な地域である近隣社会で，何を課題として認識して

いるかを，地域社会の課題に対して感度よく発言している人や先進的に取り組んでい

る人からインタビューを行った。これはコミュニティ・デザイン論でいうリード・

ユーザー，エクストリーム・ユーザー論を応用した調査手法である。とかく，これま

での計量的な社会学的調査では，母集団から無作為に抽出したサンプルに対する質問

紙法を用いて得られた結果を分析するという手法が科学的であるとされてきたが，そ

れは得てして少数ケースを評価し損ねたり，過去から現在のトレンドを祖述すること

にとどまったりするので，介入型の研究開発にはそぐわない。これに対してアクショ

ンリサーチ型の調査手法は，現在の状態についても目的論的に評価しあって取り組め

るところから取り組むという実践志向の調査研究である。

こうして福岡市の住宅団地住民を対象にしたインタビューが実施された。その結果

住民の意識化された課題は，図５のようなものだった。そこで介入する方針としては

次のような視点を定めた。

・これらの多様な課題を解決するには，機能統合，社会的包摂，協働，互酬といった

図５ 多様な地域課題の発生
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る状態のままでは構築できない。

これらの多様な課題を解決するには，機能統合，社会的包摂，協

しかしそういう関係性は，傍観者的無関心，多元的無知といわれ

そこで社会関係資本の強化を図る必要性がある。
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関係性が必要とされる。

・しかしそういう関係性は，傍観者的無関心，多元的無知といわれる状態のままでは

構築できない。

・そこで社会関係資本の強化を図る必要性がある。

とりわけ「つながりの希薄化」として意識化されている実態は，行政や有識者から

地域社会への期待が高まっているのに深刻であると判断した。いかにして傍観者的無

関心に陥っている住民のなかから「おたがいさま」といえる関係性をつくり出し，そ

こに市場や地方政府のステークホルダーとの協働関係を構築するかがこの研究開発の

課題として設定された。そこで，この状況に対して，近年注目を浴びている人的支援

プログラムに基づく介入を実施することにした。

3
地域コーディネーターと中間支援機能による住民
参加の段階的ステップアップ

人的支援プログラムは，過疎地域自立促進特別措置法（過疎法）の延長に際して，

集落支援員を過疎地域の指定を受けた市町村に派遣するという事業，条件不利地域の

諸法に基づく地域おこし協力隊事業，中心市街地活性化法に基づくタウンマネジメン

トオーガニゼーション（TMO）事業，介護保険法の新地域支援事業に基づく生活支

援サービスコーディネーター事業，社会福祉法の地域福祉計画に基づくコミュニ

ティ・ソーシャルワーカー事業など，それぞれの分野で模索されている支援手法であ

る。しかし，それらの活動はなお試行錯誤の繰り返しであり，十分に訓練されていな

い支援員たちは，手探りで支援活動をしなければならない状態におかれている。

そこで我々は，こうした活動をする役割モデルの原型として，「地域コーディネー

ター」という業務を担う人物を設定し，我々の研究員をそれに位置づけ，対象地域で

ネットワーキング活動をすることを要請した。また，とかくこうした個人的な努力に

任せたままでいると，課題の解決に向けての情熱が空回り，あるいは燃え尽きてしま

うリスクがあるので，その後方支援を行う「中間支援機能 Function of Community

Intermediary」を，産学官の有志でフォーラムを形成して担い，ほぼ毎週協議を行う

ことにした。

まず，住民参加の段階設定を，地域福祉計画で提起された図式をもとにして修正を

加えた。修正点は，法人市民をステークホルダーとして位置づけたことである。これ

まで１９７０年代以降のコミュニティ論は，「自然人」としての住民のみを構成主体と考
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えてきた。また，その活動を生活環境改善や親睦融和といった領域に限定する傾向が

あった。そのために，さまざまな公的サービス利用の調整や改善要求という形で行政

施策へ収斂するのが地域活動であるかのような印象が強くなり，末端行政に対する住

民の協力への反発が地域関与を忌避させることになった一因となっている。

そこで，だれもが何よりも身近な地域に住んでいるのだが，だれにも相談できずに

悩む状態に陥る可能性があり，周囲にいるだれもが，だれかがきっと何とかするであ

ろうと思い込んで，傍観者的無関心を決め込んでいるために，課題は解決されずに放

置されたままになっている段階を傍観者的無関心，あるいは多元的無知の段階として

設定することとした。

次に，こうした段階から脱して，身近なところに課題を抱えた人がいることに気づ

く段階を設定する。それは要援護者が自ら「助けて」という声を上げることもあれば，

周囲の人々が偶然察知して通報することから始まることもある。あるいは行政機関や

地域団体が業務を通じて，介入を始めることもある。

さらに，地域住民は関係する諸機関や諸団体とともに，ボランティア活動などを通

じて課題解決に協力する住民参加の段階を設定する。これまでの多くのコミュニティ

論ではこの段階までの目標を達成することを目指していた。しかし，法人市民である

地域の商店や学校法人や社会福祉法人などが，こうした活動のなかに参加することは

あったとしてもまれであり，いわゆる社会貢献活動Corporate Social Responsibilityの

段階にとどまっていたといえる。

しかし，地域の課題を解決するには，諸機関諸団体の支援活動だけでなく，住民が

全員でかかわるような拡がりを示す段階を設定して，そこには法人市民も新しい共有

価値創造Creating Shared Valueを図るために参加して，課題に対しての取り組みを

住民とともに担うようになることが求められる。こうした住民参加拡大の段階では，

単に課題の「見える化」だけでなく，協働事業の立ち上げを企図することにもつなが

る。

そして最終的な住民参加の完成段階は「おたがいさまコミュニティ」と名づけてい

るが，機能統合，社会的包摂，協働，互酬といった鍵概念をめぐる新しい関係性が構

築されることを目指している。そこでは要援護者とされた人自身がリード・ユー

ザー，エクストリーム・ユーザーとして，新しいサービスや商品の開発に関与すると

いったリビング・ラボの担い手となることを想定している。リビング・ラボは，実際

に人々が生活する場で社会実験を重ねるオープン・イノベーションの取り組みであ

る。この段階では，法人もCSR論から共有価値活動論への議論転換が行われるだろ
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う。

地域コーディネーターは，プロジェクト・サイトに入り，いろいろな人との話し合

いのなかで，その地域がどういう段階の住民参加状態であるかを見定めることにな

る。そしてその段階を設定したうえで，その段階に即してより上の段階にステップ

アップさせるための支援を，「見える化」あるいは「協働事業立案」へと介入する。

それを中間支援機能でバックアップするというのが本研究で行った社会実験であっ

た。

4 ３つのプロジェクト・サイトにおける課題と成果

まずは，既存の情報から実証実験のプロジェクト・サイトを人口約１万人規模の校

区のなかから３か所選定した。Ｋ校区は，賃貸型中層集合住宅と戸建て住宅で構成さ

れている。地域課題として孤独死・無縁死といわれる現象が集合住宅で頻発する状況

になっており，福岡市は一人暮らし高齢者の見守り体制を強化する必要性に気づい

て，取り組みを始めていたが，どのようにそれを「見える化」して，次の住民参加の

段階にステップアップしたらよいのか悩んでいた。公民館の関係者や住民ボランティ

アも，要援護者の見守り以上の取り組みをすることに行き詰まっていた。そこで，

我々は，このプロジェクト・サイトを気づきの段階から住民参加の段階へ，さらに住

民参加拡大へのステップアップを支援する場と設定した。Ｍ校区は戸建て住宅団地で

あり，１９７０年代型のコミュニティづくりを持続している。既に公共バス路線が不便に

なっているので，コミュニティ・バスという生活交通の実験など実施している先進的

な地域であるが，地域リーダーの後継者難という問題に直面していた。そこで我々

図６ コーディネーターと中間支援機能
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は，このプロジェクト・サイトを，住民参加の段階から住民参加拡大の段階へ，さら

には，おたがいさまコミュニティの段階へのステップアップを支援する場として設定

した。Ｔ校区は，港湾埋め立て地に戸建て住宅および高層住宅ビルが新しく建設進行

中の校区である。我々の研究が始まった当初，まだここには住民自治組織は組織され

ておらず，自然発生的な同好会がある程度であったが，「健康未来都市」という福岡

市の立てた開発概念があり，病院や介護施設，健康増進施設や総合薬局等が進出して

おり，これらの立地法人による「生涯すこやかタウン協議会」という組織は動いてい

た。そこで，ここは住民参加という面ではまだ，傍観者的無関心の段階にあり，いか

に「気づき」の段階へステップアップするかを支援する場として位置づけた。

地域コーディネーターは，それぞれの場においてワークショップを開催し，「困っ

ていること・あったらいいなと思うこと」「もったいないこと」を書き出して話し合

い，そのうえでそれらの組み合わせを生み出し，その組み合わせに対して「自分がで

きること」を書き出すという作業を行った。このような過程を繰り返すことで，傍観

者的無関心の基本的態度である「他人事」を「わが事」に転化する思考と実践によっ

て，地域コーディネーターは，課題の「見える化」を図るという技法を駆使した。

さらに住民や法人が，課題を「他人事」としてではなく「わが事」へと意識転換で

きたとしても，もしそれを「おひとりさま」で解決しようとすると途方に暮れるばか

りになる恐れがある。そこで，「おひとりさま」ではなく「おたがいさま」で解決し

ようとすれば道は開けることを，地域コーディネーターは示唆する。地域コーディ

ネーターは，住民に今まで取り組んできたことを振り返る機会を設定し，再度，解決

するべき課題を確認し，課題解決にかかわってもらえて「おたがいさま」という関係

が取り結ばれそうなほかの住民，事業者，団体，機関とのマッチングを図る。そし

て，自然人としての住民と法人としての事業者・団体（といっても実際はその組織に

所属している個人）が連携して，ビジョンを共有し協働事業を立案するまで，地域

コーディネーターは支援した。

中間支援機能を発揮するために，我々研究者と九州経済調査協会研究員，福岡市の

企画財政局企画調整課（３年目には保健福祉局高齢社会政策課）職員，福岡市社会福

祉協議会職員，NPO法人ドネルモ職員などで構成するフォーラムが，地域コーディ

ネーターに対する情報提供や相談・助言，関係行政部局や関係団体への連絡調整や

マッチング機会の設営を行った。

このような体制で３年間介入した結果，Ｋ校区は，公民館を利用したコミュニ

ティ・カフェを試行し，そのなかで世代を超えた交流の場をつくりあげ，参加する住
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民の意向を汲んで，保健所，大学，福祉作業所，古本業者などさまざまな法人市民の

関係者がかかわる協働事業を通して「おたがいさまコミュニティ」の段階にまで達す

ることができた。例えば，孤独死・無縁死の温床となりやすい一人暮らしの男性高齢

者には，「コミュニティ・カフェに自分のもっている古本１冊をもって出かければ，

そこで古本屋がもってきている本と物々交換できる」という居場所・出番を用意でき

るようになった。事業者の人もこの経験を活かして公民館に在庫の古本を使った文庫

を設置する新しい事業をつくり出し，リビング・ラボの共創機能を果たしている。福

岡市は，市民局の所管する行政とNPOの共働事業を通して，まちづくりワーク

ショップを展開しており，モデル的な事例として紹介をしている。福岡市社会福祉協

議会では，各地で高まるコミュニティ・カフェのモデル事例として，全市に展開を図

るようになっている。

Ｍ校区では，法人市民の１つである地元立地の私立高校との協働事業に取り組む計

画を立てるという形で「おたがいさまコミュニティ」の段階に達した。この高校に通

う生徒は不登校経験者が多いのが特徴で，高校側としては卒業後の生徒の居場所・出

番づくりに苦労していた。そこで，地域コーディネーターはマッチングを果たし，住

民のなかから私立高校の講師になって生徒に地域社会へのかかわり方を指導するよう

になった人も出てきた。その代わりに生徒たちは地域の行事に出て，各種コミュニ

ティ活動の担い手不足を補うようになっている。今年度は毎週金曜日に，生徒たちは

地域住民とともに「作業体験学習」に参加している。これには高齢者の住宅の除草，

手芸，洗車など１０種類のメニューが開発されている。いわば，地域包括ケアシステム

図７ Ｋ校区の事例
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の生活支援にかかわる事業の一端を担っているといってよいだろう。

Ｔ校区は，住民組織がなかったために苦戦し，３年目にようやく行政からの働きか

けで自治協議会が組織されたが，実質的には「気づき」の段階までの支援に終わった。

しかし，我々のプロジェクトが終わった後，急速にまちづくりの動きが高まり，「健

康未来都市」の概念を掲げて，WHOの唱道する健康都市連盟Healthy City Network

に参加して，健康を目指すリビング・ラボ活動を始めようというところまでになっ

た。これには立地事業者が組織する生涯すこやかタウン協議会も全面的に協力するこ

とになった。自治協議会のなかの人事交代で少しその気運が低下してしまったとはい

え，日本では初めて自治体ではなく地区として健康都市連盟に準会員として加盟を果

たし，住民有志と事業者はトイレを使った健康センサー実験というテストベッド事業

に取り組む動きを見せている。住民参加の段階的発展という面ではまだまだ課題は

残っているが，新しい方向に向けて動き出していることは確かである。

5 今後の課題

我々のプロジェクトは３年で終了している。その後福岡市は，超高齢社会における

図８ Ｍ校区のケース
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新しい行政方針を立てるために，各種委員会で我々の問題提起に即した検討を始め

た。そしてその成果を「福岡１００」という構想で発表をしている。人生１００歳時代に即

した都市を１００の施策でつくり上げていこうという構想である。そしてその柱のなか

には，「おたがいさまコミュニティ」や「リビング・ラボ」といった考え方が取り入

れられている。行政は今後，部局にまたがる業務を調整・統合する取り組みが多くな

るだろう。その推進体制づくりが課題である。

福岡市は産学官民一体のシンク＆ドゥタンクとして福岡地域戦略推進協議会

（FDC）を組織し，分野にまたがる推進体制をもっている。それはリビング・ラボ

を目指しているので，「福岡１００」の構想に従って，現在福岡ヘルスラボ事業やT校区

のトイレで健康チェックサービス事業などを推進する体制を担っている。しかしリビ

ング・ラボでテストベッド機能は比較的容易に遂行できるが，住民との共創というこ

とになれば，まだまだ条件整備が整っていない点も多い。知的所有権の帰属問題や研

究開発にかかわる守秘義務の問題などの宿題を整理する必要があるだろう。

また当初，我々が想定していた地域コーディネーターを福岡市社会福祉協議会に実

装化して，地域包括ケアシステムの新地域支援事業の生活支援コーディネーターおよ

びコミュニティ・ソーシャルワーカーと重ね合わせるという思い入れは，地域包括支

援センターに生活支援コーディネーター業務を委託するという行政側の方針でとん挫

した。今後の過程で再評価し検討すべき課題である。毎年実施される人事異動にかか

わって，申し次ぎが十分に行われているかどうか，担当者によって左右される行政判

断の裁量度など，どれだけ制度的には整備されても最後に残るのは，こうした人にか

かわる問題である。さればこそ，ステークホルダー間の相互の対話は永遠の課題であ

る。

住民が真に社会参加を体得した時には，もしかすると行政のガバナンスは大きく変

質するかもしれない。だが現状ではまだそのマインドセットの緒に就いたばかりであ

るといえよう。
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１ 地域活動を展開している全国高齢者
における３年後生存との関連要因
―The relational factors for the three year survival rate
for the social active elderly dwellers in Japan―

星 旦二＜首都大学東京名誉教授＞
中山 直子＜横浜創英大学看護学部講師＞
山登 一輝＜一般財団法人長寿社会開発センター＞
薬師寺 清幸＜一般財団法人長寿社会開発センター＞

抄録

背景：社会活動をしている全国に居住する高齢者の生存状況とその関連要因を明確に

した先行研究は報告されていない。

研究目的：本研究の目的は，全国の在宅高齢者が実践している社会活動の実態と３年

後の生存に関連する要因を明確にすることである。

研究方法：調査対象者は，高齢者の生きがい健康づくり事業を都道府県レベルで推進

する組織として全国４７都道府県に設置された明るい長寿社会づくり推進機構（以下「推

進機構」という）が実施する事業の参加者や関係者（概ね６０歳以上）とした。調査方

法としては，まず２０１３年に主な調査内容として，社会活動とともに，疾病治療歴，社

会経済的要因，生活習慣と活動能力について，選択肢つき自記式質問紙調査に回答い

ただいた。回収率は４５．７％であり，４８歳以上の４，３４６人を調査対象の基盤とした。さ

らに，その３年後の２０１６年までの生存が確認できた３，９７６人（生存追跡率９１．５％）を

生存規定要因を探る解析対象者とした。

結果：社会活動をしている割合は，男性１４．５％，女性１７．０％と女性の割合が高かっ

た。また生存は，女性で年齢が若い群の方が維持されていた。３年後の生存維持に対

して統計学的に有意に寄与していた要因は，うつ病がないこと，主観的健康感が高い

こと，趣味をもって外出していること，そして社会活動をしていることであった。ま

た，本対象集団の３年間の死亡率を全国の同性で同世代の死亡率と比較すると，男性

で約１０年，女性で約１５年若い年齢群と同じレベルであった。

考察と課題：全国の推進機構において，主としてさまざまな社会活動を実践している

高齢者の死亡率は，極めて低いことが明確にされた。また，研究成果の外的妥当性を

高めるためには，多くの地域で無作為に選定した対象者による再現性が求められる。
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Abstract

BACKGROUND : Many of the studies have shown the high survival validity of the

subjective health for the elderly, however there have been no reports about the

relationships between social activity and survival rate for the elder dwellers in all

over Japan.

PURPOSE : Main purpose of this study is to clarify the relationships between the

social activity and the three years survival rate for the elderly dwellers in all over

Japan.

DATA SOURCES AND STUDY DESIGN : A population-based cohort study for the

elderly dwellers of 48 years and older in all over Japan. Data of 3,976（response rate of

91.5%）subjects were collected through self-administered questionnaires consisting of

closed-ended question items such as social activity, medical history, socio-economic

factors, lifestyle, instrumental activities of daily living, followed their cumulative

survival rate for three years.

FINDINGS : This study has shown that the prevalence rates of social activity were

14.5% in men and 17.0% in women. The strong relationships between social activity

and the cumulative survival rate were shown for the elderly living in elderly people.

Compared with the national death record, the death rate was the similar to the about

10years younger for men and 15 years younger for women. It was suggested that

greater attention should be paid to the importance of social activity for the elderly

dwellers in all over Japan.

FUTURE ISSUES : Although it was suggested that greater attention should be paid

to the importance of social activity for the elderly dwellers in all over Japan, future

study is necessary to clarify the following two issues ; structural causal relationship

between survival rates of the elderly and pleasure and Ikigai and making external

validity by conducting random sampling surveys in other country.

Keywords : social activity, survival rate, elderly dwellers, all over Japan
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1 はじめに

望ましい高齢社会では，生命の延伸だけではなく，要介護状態にならずに健康で生

きる健康寿命を維持させていく意義が人々に共有されつつある
１）

。また，より豊かに生

きるためにはQOL（Quality of Life：生活の質）を高めることや，わが国特有の概念

である「生きがいをもって生きる」ことも注目されている
２）～４）

。

WHOは，ヘルスプロモーション戦略のなかで，健康づくり分野として保健医療福

祉活動だけではなく，「教育，輸送，住居，都市開発，工業生産，農業の部門を健康

に関連づけて優先していく」必要性を示していた
５）

。これらの背景には，健康に寄与す

る医療の役割が１０％程度と小さく，生活習慣（５０％）や環境（２０％）が医療よりも大

きな役割をもつというカナダ政府のラロンド報告やアメリカ厚生省のHealthy People
６）

が，世界的に共有化されていったことがあげられる。確かに健康維持のためには，生

涯学習を続ける教育，外出頻度を増やす輸送支援が必要であり，家族団らんや身だし

なみを整える住居，それに就労や趣味による社会参画や，森林や緑と関連する農業が

不可欠の要素であることが報告
７）～８）

されている。

運動頻度が生存維持に影響を与えている可能性は，杉澤ら
９）

が報告している。また，

趣味活動や社会ネットワークが生存維持に役立つことも報告されている。

主観的健康感は，自分の健康状態を自分自身で自己評価したものである。Kaplan
１０）

らは，１９６５年，カリフォルニア州のアラメダにおいて，１６歳以上６，９２１人を対象に，

主観的健康感と死亡との関連性を９年間にわたって追跡している。年齢，性別，身体

的健康，健康習慣，社会的ネットワーク，収入，教育，モラールや抑うつ，幸福感な

どをコントロールした結果，生命予後に最も関連していたのは主観的健康感であっ

た。主観的健康感が，生命予後に対する予測妥当性が高い健康指標として位置づけら

れていることは，杉澤ら
１１）

によって総合的に検証されている。

社会ネットワークと死亡率との関連に関する追跡研究は，Berkmanら
１２）

によって報

告されている。宗像
１３）

は，社会的支援を，安心感，信頼感，親密感，自己価値観，希望

などが得られる情緒的支援と，手伝い，金銭，物品，情報などが得られる手段的支援

に分類し，それらが保健行動の実行へとさまざまな影響を及ぼすことを報告してい

る。しかしながら，健康長寿を推進する全国組織である長寿社会開発センター，都道

府県の推進機構の活動に主体的に参画する集団の健康特性とともに，生存維持の特性

が明確にされているわけではない。
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本研究は，長寿社会開発センターと協働した活動を推進している各都道府県の推進

機構の事業に参画している高齢者に対する自己記載質問紙調査によって，社会参画の

実態を明確にするとともに，その３年間の累積生存率との関連を明らかにすることに

よって，生存関連要因を明確にすることを主なねらいとした。

2 研究方法

� 調査概要 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

本調査は，４７都道府県の推進機構を会員とする全国明るい長寿社会づくり推進機構

連絡協議会（事務局：長寿社会開発センター）が企画したものである。全国の高齢者

の生活実態を把握し，一人ひとりが健康で，生き生きと暮らせる施策の充実を図るた

めの科学的なエビデンスを獲得し，その成果を今後の望ましい施策に活用していくた

めに，アンケート調査を実施した。２０１３年に基礎調査を実施し，３年後の生存を明確

にする追跡調査を２０１６年に実施したものである。

今回の調査の最終的な目標は，推進機構の活動に主体的に参画する集団の健康特性

とともに，生存維持に寄与する要因を明確にすることである。よって，本調査の研究

成果は，社会的活動が健康な高齢化社会をつくり上げる科学的エビデンスになり得る

とともに，調査に参画いただいた皆様が「生涯現役で楽しく暮らす」ための具体的な

方策を探る重要な調査として期待されている。

今回の調査を推進する組織は，長寿社会開発センター，都道府県の推進機構であ

り，調査の解析は首都大学東京と共同で実施した。

回答いただいたアンケート結果は，すべてコンピュータで数量的に処理して統計分

析した。よって，研究者としての倫理規定を遵守するとともに，個人情報は，IDの

みで解析し，集団としての特性を明確にした。また，調査結果の概要は，協力いただ

いた各推進機構に報告するとともに，調査に協力いただいた各個々人に対しては，各

推進機構を通して結果概要を還元する計画である。

� 基礎調査と追跡調査の概要 ●●●●●●●●●●●●

基礎調査として位置づけた，第１回調査は，２０１３年２月から２０１３年６月までに実

施した（表１）。

調査対象者は，推進機構が実施する事業への参加者や関係者で，おおむね６０歳以上
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の男女とした。

実施方法は，調査協力の得られた２５府県の推進機構を通じ，対象者に郵送または手

渡しで調査票と返信用封筒を配布した。回答した調査票は，返信用封筒で直接に長寿

社会開発センターに返信いただくか，配布元の推進機構を通じて回収した。すべての

配布数は９，５０８人であり，有効回答数は，４，３４６人（回収率４５．７％）であった。

第２回目の追跡調査は，２０１６年３月から２０１６年６月までに実施した（表２）。調査

対象者は，基礎調査に回答した４，３４６人である。実施方法は，第１回調査の回答者に，

長寿社会開発センターから郵送で調査票と返信用封筒を配布した。回答した調査票

は，返信用封筒で直接長寿社会開発センターに返信いただいた。

生存追跡調査は，２０１３年に実施した第１回目の調査に回答された４，３４６名のなか

で，第２回目の調査によって，３年３か月後の生存の有無の確認ができた３，９７６名

（９１．５％）を追跡調査データベースとした。

� 分析方法と調査項目 ●●●●●●●●●●●●●●●

本研究は記述疫学と分析疫学を用いた。分析ツールは，IBM SPSS ver. ２３ for

表１ 調査の実施概要（第１回）

件 名 いきいきした高齢社会のためのアンケート調査（第１回）

実 施 期 間 ２０１３年２月～２０１３年６月

対 象 高齢者の生きがい健康づくり事業を都道府県レベルで推進する組織として全

国４７都道府県の全てに設置された，「明るい長寿社会づくり推進機構」の実

施事業の参加者や関係者（概ね６０歳以上の男女）。

実 施 方 法 調査協力の得られた２５府県の「明るい長寿社会づくり推進機構」を通じ，対

象者に郵送または手渡しで調査票と返信用封筒を配布した。回答した調査票

は，返信用封筒で直接長寿社会開発センターに返信いただくか，配布元の推

進機構を通じて回収した。

有効回答数 ４，３４６通（配布数：９，５０８通，回収率：４５．７％）

表２ 調査の実施概要（第２回）

件 名 いきいきした高齢社会のためのアンケート調査（第２回）

実 施 期 間 ２０１６年３月～２０１６年６月

対 象 第１回調査で回答があった方で，調査協力の得られた方。

実 施 方 法 調査協力の得られた方に長寿社会開発センターから調査票と返信用封筒を郵

送し，回収した。回答のなかった方には電話にて生存の有無を確認した。

有効回答数 ３，９７６名（配布数：４，３４６名，回収率：９１．５％）

（注）電話にて生存の有無を確認した方を含む
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Windowsを使用した。性別年齢階級別にみた統計学的検定はχ２検定とともにケンダー

ル検定を行い，有意性確率１０％を有意水準とした。累積生存分析で各要因別にKaplan

-Meier生存分析を用いた。生存日数に対する総合的分析では，Cox比例ハザードモデ

ルを用いて解析した。調査項目は，基本的属性のほかに，社会参画，収入，住居状

況，痛みの部位，治療中の疾病，日常生活習慣，社会ネットワーク，主観的健康感，

外出状況，および生活活動能力である。

3 調査結果

� 生存維持追跡調査対象者の特性 ●●●●●●●●●●●

生存維持追跡調査対象者の特性として，①２０１６年の調査対象者基本属性と，②３年

３か月間の生存維持状況，③全国の同性同世代死亡率との比較検証について述べる。

① ２０１６年の調査対象者基本属性

調査対象者を性別，年齢別，不明別に表３に示した。３，９７６人のなかで，３４人は性

別が不明であった。調査対象者は，４８歳から最高齢は１００歳であり，平均年齢は７４．３７

歳（標準偏差６．２５１）であった。

② ３年３か月間の生存維持状況

２０１３年から３年３か月間の生存の有無が追跡できた３，９４２人のなかで，死亡者は男

性４１人，女性７人であり，３，８９４人の生存を確認した（表４）。性別にみた３年間生存

では，女性に比べて男性のほうが死亡率が有意に多くみられた（p＜０．００１）。

③ 全国の同世代死亡率との比較検証

表３ 生存追跡対象者の年齢別，性別，性別不明別対象数

年齢階級
男性 女性 性別不明 合計

（人） （％） （人） （％） （人） （％） （人） （％）

４８－６０歳 １４ ０．７ ３８ ２．０ ０ ０．０ ５２ １．２

６１－６４歳 ２０１ ９．７ ３００ １６．０ ２ ５．９ ５０３ １２．７

６５－７０歳 ６９０ ３３．４ ５８９ ３１．３ ３ ８．８ １，２８２ ３２．２

７１－７４歳 ４６７ ２２．６ ４２３ ２２．５ ５ １４．７ ８９５ ２２．５

７５－８０歳 ４５８ ２２．２ ３９９ ２１．２ ９ ２６．５ ８６６ ２１．８

８１歳以上 ２２５ １０．９ １１７ ６．２ ２ ５．９ ３４４ ８．７

無回答 ８ ０．４ １３ ０．７ １３ ３８．２ ３４ ０．９

合計 ２，０６３ １００．０ １，８７９ １００．０ ３４ １００．０ ３，９７６ １００．０
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２０１３全国男性 １３４．８ ２１６．９ ３５３．４ ５５８．８ ９２７．７ １３７５．３ ２１２９．６ ３６８８．１

２０１３全国女性 ７７．２ １２２．５ １８６．２ ２６３．７ ３９４．９ ５６７．２ ９０８．１ １６９５．７

調査男性

調査女性

０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ３３１．７ ３８６．５ ５７１．０ ８７３．４

０．０ ０．０ ０．０ ０．０ １１１．１ １１３．２ ７８．８ １６７．１

４，０００

３，５００

３，０００

２，５００

２，０００

１，５００

１，０００

５００

０
４０～４４歳 ４５～４９歳 ５０～５４歳 ５５～５９歳 ６０～６４歳 ６５～６９歳 ７０～７４歳 ７５～７９歳

死
亡
率（
対
人
口
　１　０
万
）

本調査対象者の死亡特性を明確にするために，２０１３年６月に実施した追跡調査対象

者の生存状況について生存が追跡できた３，９４２人の３年間の死亡率を１年間死亡率に

変換し，性別同年齢別にみた２０１３年の死亡率状況と比較し，本調査対象者の生存維持

特性を明確にした。

追跡できなかった人は，５５人であり，性と年齢が不明な１人を除けば，全体では４８

人の死亡が確認できた。６０歳までの調査者に死亡者はみられなかった。

本調査参加者の生存状況は，全国の死亡状況と比べ極めて高く，死亡率が男女とも

にとても低いことが明確になった。具体的にみると，調査対象者は同性同年齢群の全

国平均死亡率と比べ，男性では約１０歳以上，女性では１５歳以上若い世代の死亡率と同

表４ 性別にみた３年間の生存と死亡状況

性別

男 女 合計

生存の有無 生存 （人） ２，０２２ １，８７２ ３，８９４

（％） ９８．０％ ９９．６％ ９８．８％

死亡 （人） ４１ ７ ４８

（％） ２．０％ ０．４％ １．２％

合計 （人） ２，０６３ １，８７９ ３，９４２

（％） １００．０％ １００．０％ １００．０％

図１ 本調査対象者と同性同年齢群全国平均死亡率との比較（２０１３年度）
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等レベルであることが示された（図１）。

� ３年後の生存と関連する要因●●●●●●●●●●●●

次に，３年３か月後の生存維持ないし死亡状況と関連する要因について解析し，統

計学的にみて有意な関連項目を分析した。以下，①主観的健康感と３年間の生存との

関連，②各疾患有病別にみた生存日数，③疾病状況と３年間の生存日数との関連を示

す。

① 主観的健康感と３年間の生存との関連

主観的健康感として，「とても健康である」群に比べ「健康でない」と回答した者

が有意に死亡していた（p＜０．００１）。

② 各疾患有病別にみた生存日数

生存を有意に低下させる要因は，疾患としては，うつ病，がん，呼吸器疾患，それ

に入院経験であった。そのなかでは，最も強い関連がみられたのは，うつ病であっ

た。高血圧の有無では生存率との間に有意な関連がみられなかった。病気がある人の

生存率が維持されていた要因は，高脂血症の既往があることであり，弱いながらも統

表５ 主観的健康感と３年間の生存との関連

健康感

とても健康で

ある

まあまあ健康

である

あまり健康で

はない 健康でない 合計

生存の有無 生存 （人） ６５３ ２，９３２ ２４３ ７６ ３，９０４

（％） １６．７％ ７５．１％ ６．２％ １．９％ １００．０％

死亡 （人） ５ ３３ ４ ７ ４９

（％） １０．２％ ６７．３％ ８．２％ １４．３％ １００．０％

合計 （人） ６５８ ２，９６５ ２４７ ８３ ３，９５３

（％） １６．６％ ７５．０％ ６．２％ ２．１％ １００．０％

表６ うつ病の有無と生存（p＜０．０２５）

うつ病

いいえ はい 合計

生存の有無 生存 （人） ３，７７８ １９ ３，７９７

（％） ９９．５％ ０．５％ １００．０％

死亡 （人） ４４ ２ ４６

（％） ９５．７％ ４．３％ １００．０％

合計 （人） ３，８２２ ２１ ３，８４３

（％） ９９．５％ ０．５％ １００．０％
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計学的に有意差がみられた。

③ 疾病状況と３年間の生存日数との関連

疾病状況と３年間の生存日数との関連を分散分析で解析した。その結果，①②に示

した３年後の死亡状況との解析と同様に，がんとうつ病そして，呼吸器疾患がある場

合には，３年間の生存日数が有意に低下していた。それ以外では，過去に入院したこ

とがある群での生存日数が有意に低下していた。一方，高脂血症の治療群の方が生存

日数が有意（p＜０．０５）に長いことが示された。

� 累積生存率 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●

累積生存率に有意に関連していた要因として，①主観的健康感との関連，②趣味活

動，地域活動，外出の総合得点と３年間累積生存率，③その他，生活習慣などの個人

要因と生存との関連について示す。

① 主観的健康感との関連

主観的健康感が維持されているほど累積生存日数が有意に維持されていた。特に，

健康ではないとする群では，ほかの選択肢と比べ累積生存率がすべて有意に低下して

いた。

② 趣味活動，地域活動，外出の総合得点と，３年間累積生存率

趣味活動と地域活動は，「している」か「していない」かの２選択肢，外出は，「で

きる」「手助けがあればできる」「できない」の３選択肢であった。それぞれ望ましい

状況を１点として得点化して（社会的得点），望ましい６点以下と，７点以上に２群

化して３年間の累積生存率を算出した。その結果，孤立しているとみなすことができ

る７点以上群では，３年間で約２割生存率が低下し，統計学的に有意な差がみられ

た。日々の社会参画による健康長寿の意義が示された。

表７ がんの有無と生存（p＜０．００１）

がん

いいえ はい 合計

生存の有無 生存 （人） ３，６４０ １５３ ３，７９３

（％） ９６．０％ ４．０％ １００．０％

死亡 （人） ３６ １０ ４６

（％） ７８．３％ ２１．７％ １００．０％

合計 （人） ３，６７６ １６３ ３，８３９

（％） ９５．８％ ４．２％ １００．０％
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表８ 有病疾病別にみた生存日数

生存日数

（日）

度数

（人）
標準偏差 有意差

高血圧 いいえ １，０７２．１ ２，４６５ ７７．７

はい １，０７１．７ １，３８０ ７５．２ p＝０．８７２

脳卒中 いいえ １，０７２．２ ３，７２２ ７５．４

はい １，０６３．５ １２２ １１１．５ p＝０．２２０

糖尿病 いいえ １，０７２．６ ３，４３９ ７４．２

はい １，０６６．２ ４０５ ９６．４ p＝０．１０９

心臓病 いいえ １，０７２．０ ３，４３０ ７７．０

はい １，０７１．２ ４１１ ７５．５ p＝０．８４９

肝臓病 いいえ １，０７２．０ ３，７７７ ７６．７

はい １，０６５．３ ６４ ８２．７ p＝０．４８４

高脂血症 いいえ １，０７１．０ ３，３８８ ８１．５

はい １，０７９．１ ４５２ １７．５ p＝０．０３４

がん いいえ １，０７３．５ ３，６７６ ６８．５

はい １，０３６．６ １６３ １７９．４ p＜０．００１

うつ病 いいえ １，０７２．３ ３，８２２ ７５．０

はい １，０１０．４ ２１ ２３３．４ p＜０．００１

認知症 いいえ １，０７１．９ ３，８３７ ７６．９

はい １，０８０．０ ５ ０．０ p＝０．８１５

虫歯・歯周病 いいえ １，０７２．０ ３，１４０ ７６．０

はい １，０７１．５ ７０１ ８０．７ p＝０．８５７

胃腸病 いいえ １，０７２．１ ３，６４９ ７５．６

はい １，０６８．０ １９４ ９７．４ p＝０．４６９

目の病気 いいえ １，０７２．４ ３，１３２ ７３．１

はい １，０７０．０ ７１１ ９１．４ p＝０．４６１

関節病気 いいえ １，０７２．２ ３，３３４ ７５．１

はい １，０７０．２ ５１１ ８７．４ p＝０．５８０

呼吸器系病気 いいえ １，０７２．９ ３，７０６ ７１．１

はい １，０４５．２ １３５ １６９．４ p＝０．００１

そのほか病気 いいえ １，０７１．８ ３，３０６ ７８．２

はい １，０７２．６ ５３６ ６７．６ p＝０．８２０

疾病なし いいえ １，０７１．７ ３，０６２ ７７．７

はい １，０７３．６ ７８１ ７０．４ p＝０．５４７

過去入院 いいえ １，０７４．５ ３，４５８ ６２．４

はい １，０５６．０ ４５１ １３７．７ p＜０．００１
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１．００

０．９８

０．９６

０．９４

０．９２

０．９０

０ ２００ ４００ ６００ ８００

とても健康である

まあまあ健康である

あまり健康ではない

健康でない

１，０００１，２００

累
積
生
存
率

生存日数（日）

０ ２００ ４００ ６００ ８００

１．０

０．９

０．８

０．７

０．６

１，０００１，２００

累
積
生
存
率

社会的得点６点以下

生存日数（日）

社会的得点７－９点

③ その他，生活習慣などの個人要因と生存との関連

その他，生存維持に対して統計学的にみて有意に関連していた生活習慣要因では，

以前から喫煙しない人，体重が増加した人であった。

日常的な生活機能では，病気の見舞いをする人，外出を控えない人，１km歩ける

人，買い物と食事の用意ができる人，自分でトイレに行ける人，自分で風呂に入れる

人の生存日数が有意に維持されていた。

知的能動性を示す日常的な要因では，年金書類が書ける人，旅行や生きがいのある

図２ 主観的健康感別にみた累積生存率

図３ 社会的得点別にみた累積生存率
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人，近所に外出できる人，バス・電車で外出できる人，タクシーで外出しない人の生

存日数が有意に維持されていた。

� 生存日数の総合解析 ●●●●●●●●●●●●●●●

生存日数を規定する要因の多変量解析として，Cox比例ハザードモデルを用いた。

制御できない要因は，男性より女性で，後期高齢者より前期高齢者で生存が維持され

ていた。制御できる要因では，主観的健康感が維持され，「がん」と「うつ病」と「呼

吸器疾患に罹患していない」ことと，「外出を控えていない」ことであった。

� 全体の結果のまとめ ●●●●●●●●●●●●●●●

全国組織である長寿社会開発センターと連携している各都道府県の推進機構におい

て主としてさまざまな社会活動を実践している高齢者の死亡率は，極めて低いことが

明確にされたことが，最も意義ある研究成果である。また，日々の社会的な活動が３

年後の生存維持に寄与している可能性が科学的に明確になったことである。とりわ

け，主観的健康感が高く，うつ病やがん，それに呼吸器疾患にならずに，外出を控え

ない人の生存がさらに維持されていた。

年間所得額は，生存維持を直接には規定せず，口腔ケアにより食を豊かに，体重を

低下させず，高脂血症を維持させ前向きに生きることにつながる外出が生存維持と関

連することが示された。

経済的に，および生活に満足している人は，近所付き合いや地域活動などのつなが

りと自立に関連し，また，運動や外出頻度，健康感が高いことと関連し，年を重ねる

ことや役割の変化や病気の予防といった老いへの受容が高まる可能性が示唆された。

外出頻度や運動頻度が高く，主観的健康感の高い人は，生活や経済的な満足度も高

表９ 楽しみ生きがいを含む生存日数に関するCox比例ハザー

ドモデル

Exp（B）の９５％信頼区間

有意確率 Exp（B） 下限 上限

性別 ０．０００ ０．１７０ ０．０６６ ０．４３６

年齢階層 ０．０２０ １．９１０ １．１０７ ３．２９５

がん ０．０００ ４．３９９ ２．０６８ ９．３５６

うつ病 ０．００３ ９．２８２ ２．１６０ ３９．８９４

呼吸器系の病気 ０．０１６ ３．２３９ １．２４６ ８．４１６

外出控え ０．０１７ ０．３１３ ０．１２１ ０．８１４
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く，「年を重ねること」「役割」「病気予防」といった老いへの受容が高い。また，「近

所付き合い」「地域活動・ボランティア」「近くに用事やおつかいをしてくれる人がい

る」などの地域とのつながりを経由しても，老いへの受容が高くなることが示唆され

た。

4 考察

本調査により，日々の社会活動をしている集団は，同一の性と年齢に分けた全国平

均と比べて生存が維持されやすい集団であることが示唆された点が新規性の一つであ

る。

本研究による追跡調査と生存維持調査から明確にされたことは，性と年齢は制御で

きないものの，外出を控えずに，がんや呼吸器疾患，そしてうつ病にならずに，運動

をすることや地域活動やボランティアを続け，地域とつながっていくことが，結果的

には生存維持だけではなく，年を重ねてもいきいきとした生活，つまり，高い生活満

足感を維持し，老いを受容して健やかな生活へつながることが明らかにされた。これ

らの研究成果は，世界的に見ても新しい知見である可能性があり，追試が求められる。

本研究により，主として高齢者の社会参画を推進している長寿社会開発センター，

都道府県推進機構の活動成果が一定程度明確にされたものと考えられた。全国の居住

高齢者は，社会参画により，主観的健康感を高め，結果的にはその後の生存維持にも

役立っていることが，初めて明確にされた。

本調査の分析結果は，分析数が小さくないことから偶然誤差は少ないものと考えら

れた。しかしながら，調査内容と方法は，自己申告による質問紙調査のみであり，客

観的な調査項目が少なかった。また，調査対象者を無作為に抽出したものではないこ

とから，今後，調査結果の外的妥当性を高めていくことが研究課題である。さらに，

さまざまな生きがい活動による介入追跡研究によって因果構造を明確にする研究実施

が求められる。
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２ 高齢者の生きがいづくりと地域における
介護予防活動の充実に向けた取り組み
―富山県「いきいき脳トレリーダー養成講座」修了生の活動―

山登 一輝
＜一般財団法人長寿社会開発センター＞

はじめに

高齢者が増加し，予防ニーズが高まる中で，地域において介護予防のための取り組

みが推進されている。介護予防の手法については，これまでは心身機能の低下の予

防・回復といった機能回復訓練に偏りがちで，高齢者の活動や社会参加といった視点

が必ずしも十分ではなかったという課題があり，社会参加を通じた生きがいやQOL

の維持・向上を図るための環境整備の一環として，身近な地域で健康づくりや介護予

防に取り組める教室やサロン等といった，住民主体の通いの場づくりが求められてい

る。

そのため，自治体では，地域で自主的に介護予防活動を継続できるよう，人材の育

成や通いの場等の運営団体をはじめとする地域団体の活動を支援する取り組みを進め

ているが，介護予防・日常生活支援総合事業の枠組みの中で，自治体の実情に応じた

取り組みが可能となる反面，地域格差が生じることも懸念されている。特に人材に関

しては，少子高齢化を背景に，地域における福祉活動の推進に大きな役割を果たして

いる既存の地縁組織（自治会や民生・児童委員等）では，役割の拡大，役員等の世話

役の高齢化，担い手不足などの問題に直面しており，今後確保が一層難しくなる状況

が見込まれ，人材不足が活動の広がりを阻害する要因の一つにもなりうる。

つまり，新たな人材の養成・発掘が，地域における住民主体の介護予防活動の育

成・支援に向けた鍵であると考えられ，高齢者の生きがいづくりや社会参加の促進に

関する取り組みの中で，元気な高齢者が介護予防活動の担い手として活躍できるよう

に支援していくことも重要な課題といえる。

そこで，本稿では，介護予防活動の推進と担い手としての元気高齢者の関わりにつ

いて，「富山県社会福祉協議会 富山県いきいき長寿センター」（以下，「県長寿セン
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ター」とする）が実施している，脳トレーニング活動（以下，「脳トレ」とする）の

普及に資する人材養成の取り組みを紹介する。

1 富山県「いきいき脳トレリーダー養成講座」について

� 学習機会の提供を通じた認知症予防活動の担い手づくり ●●

県長寿センターは，県域での高齢者の健康・生きがい対策を推進する組織として位

置づけられ，事業の一つとして，富山県からの補助金により概ね６０歳以上のシニアを

対象とした「富山県いきいき長寿大学」を開講し，実用的な知識と能力を習得するた

めの学習機会を提供している。同大学は，「すこやか活動講座」と「専門的実践講座」

の二つの講座に分かれ，前者は大学教員等によるオムニバス形式の連続講座として，

高齢社会や健康，ボランティア，コミュニケーションなどの各分野について幅広く学

ぶのに対し，後者は平成２０年度に認知症予防に特化した講座として新設された経緯が

ある。

専門的実践講座は，「いきいき脳トレリーダー養成講座」（以下，「脳トレ講座」と

する）の名称で行われ，実用的な学習機会の提供を通じて，認知症予防に資する人材

を養成することを目的としている。受講者は，講座修了後に地域において脳トレの普

及活動を実践できる方を対象としており，すこやか活動講座と比べ，講座後の具体的

な実践活動を見据えている点が特徴である。

� 修了後の活動を見据えたカリキュラム ●●●●●●●●

① 脳トレ講座の概要

脳トレ講座は，年度ごとに１回の頻度で実施しており，平成３０年度までに８市町で

１０回開催している（表１）。開催地は，県庁所在地で人口約４２万人の富山市や次いで

１７万人を有する高岡市などの人口規模の大きい地方都市だけではなく，県下に活動が

広がっていくように，開催市町村を毎年変更している。県長寿センターは，県域の組

織であることもあり，脳トレ講座の開催にあたっては，会場となる市町村の社会福祉

協議会（主にボランティアセンター）と連携し，受講者の募集や会場の確保，実際の

講座の運営，修了者の活動支援等について協力を得ている。したがって，講座は，県

長寿センターが主催し，県・市町村・市町村社会福祉協議会が共催という形をとって

いる。
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受講者については定員３０名とし，募集時に，６０歳以上の県内在住者で，修了後は講

座を開催した市町村または県内で活動する「脳トレクラブ」（講座の修了者によって

構成されるグループ）において，脳トレの普及活動をできることと明記している。な

お，県長寿センターの主催のため，講座が開催される市町村以外に居住している場合

も受講可能である。

受講料は２０００円（テキスト代実費相当額），講座のカリキュラムは全７回で構成さ

れており（表２），修了要件を満たすためには，６回以上出席することが必要である。

概ね９月～１月の平日午後２時～４時の時間帯に，月１～２回の頻度で開講してお

り，会場は開催市町村によって異なるものの，主に県や市町村等の公共施設を利用し

ている。

講師は，平成２０年度に講座を新設して以来，富山短期大学食物栄養学科の田淵英一

教授（医師・医学博士）が務めている。田淵教授の専門分野は，脳神経科学や脳機能

解析学であり，大学における地域連携活動の一環として，脳トレリーダーの養成およ

び脳トレの普及活動に携わっており，認知症予防や脳トレをテーマとした講演会や研

修会等の講師のほか，一般向けに脳トレに関連した書籍の執筆等も行っている。

② 脳トレの問題づくり

講座では，まず脳の構造と働きについて講義を行い，脳は身体と同様に“使った機

能は強化され，使わない機能は退化する”ことを前提に，脳トレによる活性化の必要

表１ 脳トレ講座開催一覧

実施年

（年度）
市町村 会 場

受講者

（人）

講座回数

（回）
クラブ設立

平成２０ 富山市 サンシップとやま ２８ ６ なし

２１ 高岡市 高岡市立博労公民館 １４ ６ あり

２２ 魚津市 新川文化ホール ２２ ６ なし

２３ 砺波市 砺波市文化会館 ３１ ６ あり

２４ 富山市 サンシップとやま ２３ ６ あり

２５ 射水市 射水市大島社会福祉センター １３ ６ あり

２６ 黒部市 黒部市立大布施公民館 ２０ ６ あり

２７ 高岡市 高岡市社会福祉協議会館 ２３ ６ あり

２８ 立山町 立山町元気交流ステーション ２７ ６ あり

２９ 氷見市 氷見市いきいき元気館 ４６ ７ 未定

注：平成２９年１２月２５日現在

出典：富山県いきいき長寿センター提供資料より作成
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性について説明している。そして，効果的な脳トレの方法として，田淵教授が考案し

た脳トレ問題を紹介している。

脳は部位（前頭葉，頭頂葉など）によって異なる機能を担っていることが知られて

いるが，田淵教授はそれぞれの脳部位の活性化に適した問題を考案している。例え

ば，計算式の空いている四角（□）の中に，加減乗除のいずれの記号をあてはめれば

式が成り立つかを問う計算問題では，脳の前頭前野と頭頂葉計算領域が活性化するな

どである。このほかにも，各脳部位を偏りなく活性化できるように，様々な形式の問

題が考えられている。

講座修了後，脳トレリーダーとなった受講者は，こうした脳トレ問題を出題する立

場となることを通じて，脳トレの普及を行うことが期待されている。したがって講座

では，脳トレ問題のつくり方を習得することに多くの時間が割かれており，第１回か

ら第４回にわたって実習形式で行われる。

問題づくりの実習については，基本的に，田淵教授の考案した問題をテンプレート

（ひな形）として，それをもとに受講者が独自の問題文や設問を考える形で行われ

る。受講者は，田淵教授の考案した様々な形式の問題をひな形として使用すること

で，各脳部位の刺激に適した出題形式を踏襲しつつ，多様な問題を作成することがで

きる。また，対象となる高齢者に合わせて問題の難易度を変える，雑学や豆知識を活

表２ 脳トレ講座の概要（平成２９年度，氷見市）

回 月 日 会 場 テ ー マ

１ ９月２０日（水）

氷見市いき

いき元気館

講義 認知症予防に効く脳トレーニング①

実習 脳トレーニングの問題づくり①

２ １０月４日（水）
講義 認知症予防に効く脳トレーニング②

実習 脳トレーニングの問題づくり②

３ １０月１８日（水）

実習 脳トレーニングの問題づくり③

実技 場を和ませるゲームとレクリエーション

（富山県レクリエーション協会指導員）

４ １１月１日（水）
実習 脳トレーニングの問題づくり④

講習 体験活動の進め方（前修了者の体験談）

５ １１月２２日（水）
実習 体験活動の問題集づくり

模擬出題

６ １２月中
氷見市公民

館等

実習 いきいきふれあいサロンなどで体験活動

（５か所程度に分かれて実施）

７ １月１７日（水） 同元気館
報告 体験活動を終えて

講義 脳トレーニングの普及活動

出典：いきいき脳トレリーダー養成講座（平成２９年度）の受講生募集チラシより作成
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用した問題，方言・名産等のローカルな情報や季節を取り入れた問題など，オリジナ

ル問題を作成することも可能である。問題づくりにおいて，創意工夫の発揮余地があ

ることは，問題作成者（脳トレリーダー）の主体性と創作意欲を高めるとともに，活

動のマンネリ化の防止にもつながる重要な要素である。

③ 体験活動の実施

講座の終盤にあたる第６回には，地域での実習（体験活動）を実施している。

体験活動では，講座内で編成された班（グループ）単位で，「ふれあい・いきいき

サロン」や体操などの運動を行っている高齢者の通いの場を訪れ，グループで作成し

た脳トレ問題の出題等を通じ，実際に脳トレリーダーとしての活動を体験する機会と

している。体験活動先については，受講者に実施日の希望を伺った上で，開催市町村

の社会福祉協議会が調整を行い，日時・場所を決定している。

県長寿センターは，体験活動に向けて，準備・注意事項や当日のシナリオ（進行台

本）等をまとめた体験活動の手引きを受講者に配付するとともに，体験活動の進め方

について，前年度の修了者から話を聞く機会を設けている。手引きでは，①自己紹

介，②脳トレの効能等の説明，③レクリエーション，④脳トレ問題の実施，を基本的

な構成（手順）として示している。レクリエーションは，場の雰囲気を和ませるとと

もに，発声や手足を動かすことも脳トレになることから取り入れており，講座におい

て県レクリエーション協会指導員による演習を行っている。さらに，実践練習とし

て，講義の中で模擬実演（ロールプレイ）を行い，講師からの助言等を受けて体験活

動に臨むこととなる。

体験活動当日は，グループごとに指定された日時に活動の受入先を訪問し，その場

に集まった高齢者に対し，所定の時間内でレクリエーションや脳トレ問題の出題を行

う。実習終了後は，各自，所定の用紙に実習の感想などを記入し，それをもとに各グ

ループで自主的に反省会を行った上で，講座の最終回（第７回）にグループごとに発

表を行い，全体で共有する時間も設けている。

以上のように実施されている体験活動は，講座の中で唯一必修となっていることか

ら，修了後に脳トレリーダーとして活動していくために必要なカリキュラムとして位

置付けられていることがうかがえる。受講者がより具体的な活動のイメージを持つた

めに，講座での受動的な学習にとどまらず，高齢者の集まる場所での実践という，よ

り実際の状況に近い形で学習成果を活かす場面を設けることは，修了後の能動的な活

動につながっていく重要なプロセスと考えられる。

さらに，体験活動には，開催市町村における脳トレ活動の展開に向けたきっかけづ
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くりとしての側面もある。県長寿センターでは，講座実施にあたり，地域の状況を把

握している市町村社会福祉協議会に受講者のグループ分けを依頼している。その際

に，地域性と修了後の活動を考慮し，できるだけ近隣に居住する受講者同士を同一の

グループにしており，実際に修了後も講座で編成されたグループで活動を続ける例も

確認されている。

また，受講者は，体験活動を通して，地域の高齢者が集まる場所やそこで活動する

グループなどと接点を持つこととなる。体験活動をきっかけに地域の人々に脳トレを

知ってもらうことで，修了後も引き続き，体験活動の受入先で活動するなど，活動場

所の確保につながっている。活動を継続し，着実に地域に根づいていくためには，定

期的な活動場所の確保が必要であり，講座において地域との接点をつくることは，修

了後の活動条件を整える上で重要な視点である。

� 修了生の活動状況●●●●●●●●●●●●●●●●

県長寿センターでは，講座後の活動継続を希望する受講者に対して，市町村社会福

祉協議会と合同で設立に向けた説明会を開催して自主グループの結成を働きかけてお

り，賛同した受講者により，「脳トレクラブ」が立ち上げられている。

平成２９年１２月現在，脳トレクラブは６市町で７団体が活動している（表３）。講座

を修了し，脳トレリーダーとなった受講者は，基本的に脳トレクラブで活動すること

となるが，ほぼ毎年度，講座の開催市町村およびその近隣に居住する受講者を中心

に，当地で活動する新たなクラブが立ち上げられている。また，過年度の受講者が立

ち上げ，すでに活動しているクラブが当該市町村にある場合，既存クラブへの加入の

表３ 県内の脳トレクラブ一覧

設立年

（年）
市町村 名称

所属人数

（人）

平成２２ 高岡市 いきいき脳トレクラブ １４

２３ 富山市 富山いきいき脳トレクラブ １５

２４ 砺波市 となみ野脳トレクラブ ３６

２６ 射水市 いみず脳トレクラブ ８

２７ 黒部市 くろべ脳トレクラブ ２２

２８ 高岡市 福岡いきいき脳トレクラブ ８

２９ 立山町 脳トレ立山 １５

注：平成２９年１２月２５日現在

出典：富山県いきいき長寿センター提供資料より作成
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ほか，行政区域が広い自治体では，クラブ未設置の地域に新たなクラブを立ち上げる

といったことも行われている。一方で，開催市町村以外から参加している受講者に

は，すでに活動している最寄りのクラブへの加入を勧めている。

脳トレクラブは，各市町村の公民館やサロン，高齢者施設等において，体操や歌

唱，早口言葉，レクリエーションなどと，自ら作成した脳トレ問題の出題を組み合わ

せたプログラムを実践している。自治体における介護予防の推進を背景に，介護予防

教室やふれあい・いきいきサロン等の高齢者の集いの場で活動する場面が増えてお

り，中には自治体や地域包括支援センター等と連携した活動の展開も見られ，その活

動パターンは①出前型，②拠点型の大きく二つに分けることができる。

まず，①出前型に関する事例として，「くろべ脳トレクラブ」は，黒部市健康増進

課から依頼を受け，介護予防のための取り組みに協力している。同市では，体操や健

康チェック等を行う運動教室，運動や調理実習，そば打ちなどの総合的なプログラム

を提供する男性限定の教室など，介護予防のための様々な教室を行っており，こうし

た教室でのメニューの一つとして脳トレを行っている。また，「となみ野脳トレクラ

ブ」は，砺波市地域包括支援センターが実施する認知症予防の取り組みに協力し，市

内の福祉センターにおいて月１程度の頻度で「脳トレ教室」を開催しているほか，地

区のサロン会場や公民館等に出向く「脳トレ出前講座」を行っている。

一方，②拠点型については，地域における介護予防活動の拠点づくりに関する取組

事例がある。高岡市福岡町で活動する「福岡いきいき脳トレクラブ」のメンバーは，

地域包括支援センターとの連携のもと，地域の社会福祉協議会や自治会，公民館等の

各種団体とも協力しながら，公民館を拠点とした「西五位おたっしゃクラブ」の活動

を始め，そこで脳トレをはじめとした介護予防や認知症予防のためのプログラムを実

施している。

①出前型については，脳トレがメニューとして加わることで，介護予防教室や認知

症予防教室，地域のサロン等のプログラムの充実に大きく貢献しており，各クラブへ

の活動依頼は増加傾向にある。一方，②拠点型については，管見の限り，福岡いきい

き脳トレクラブのほかに，脳トレリーダーが主体的に拠点づくりに関わっている事例

は見当たらない。しかし，介護予防において住民主体の通いの場づくりや高齢者の活

躍の場の創出といった，地域づくりの視点が重視される中で，自ら介護予防活動の拠

点づくりに関わることも，脳トレリーダーに期待される役割として今後ますます重要

になってくると考えられる。そこで次章では，②拠点型に関する事例として，西五位

おたっしゃクラブの取り組みについて詳しく紹介することとする。
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2
高岡市福岡町地域における
「西五位おたっしゃクラブ」の取り組み

� 取り組みの経緯●●●●●●●●●●●●●●●●●

① 福岡町地域での脳トレクラブの設立

高岡市は富山県北西部に位置し，平成１７年に旧高岡市と旧福岡町が合併して現在の

高岡市となった。福岡いきいき脳トレクラブは，市内の旧福岡町（以下，「福岡町地

域」とする）を中心に活動している。

クラブ設立に至るまでの経緯は，クラブの代表を務める池田由美子氏が脳トレリー

ダーとなった平成２３年に遡る。福岡町地域在住の池田氏は，看護師として勤務してい

た病院を定年退職後，隣接する砺波市で開催された養成講座を修了し，脳トレリー

ダーとなった。しかし，当時旧高岡市を中心に活動するクラブはあったものの，福岡

町地域にはクラブがなく，修了後しばらくは，となみ野脳トレクラブの活動に参加し

ていた。また，２０１３年からは，地元の福岡社会福祉センターで実施している，７０歳以

上を対象とした生きがい倶楽部や介護予防のための教室で脳トレを行うなど，個人と

しても活動を行っていた。

その後，改めて平成２７年に県長寿センター主催の脳トレリーダー養成講座が高岡市

で開催されることとなった。福岡町地域の脳トレリーダーを増やしたいという思いを

持っていた池田氏が，知り合いや地域社会福祉協議会を通じてふれあい・いきいきサ

ロンの担当者に声をかけたこともあり，同地域からは７名が受講した。そして，講座

後，池田氏を含めて福岡町地域の脳トレリーダーが８名となったことを受け，県長寿

センターからクラブ設立の勧めがあり，平成２８年２月に福岡いきいき脳トレクラブを

設立する運びとなった。クラブでは，引き続き社会福祉センターでの活動のほか，長

寿会やふれあい・いきいきサロン等で出前講座を行い，現在に至っている。

② 福岡町地域における見守り・助け合い活動の推進

福岡いきいき脳トレクラブが拠点とする福岡町地域の人口は，平成２９年３月末現在

で１万２９０１人，高齢化率は約３０．９％となっている。高齢化の進展に伴い，同地域にお

いても地域の高齢者等の生活を支えることが課題となっており，住民による見守りや

助け合い活動を推進する体制づくりが進められている。

取り組みの一環として，福岡町地域社会福祉協議会は，地域で見守りや助け合い活
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動をする人材を養成することを目的とした，「暮らしのサポーター養成講座」を平成

２８年１０月に開催している。講座では，認知症の理解，介護予防のための体操，高齢者

を支えるための知識，他地域における見守りや助け合い活動の事例等について学び，

４２名が修了した。

さらに，平成２９年１０月には，「暮らしのサポートセンター」（愛称「つなぐ」）を開

設し，住民同士の助け合いのもと，高齢者や障がい者，子育て家庭等の困り事を有償

でサポートする仕組みが整備された。同センターは会員制で，利用会員は所定の料金

を支払うと，活動会員からごみ出しや買い物，通院などの手助けを受けられ，活動会

員には時間に応じて報酬が支払われる。平成３０年１月末現在，利用会員１１名，活動会

員１８名が登録しており，活動会員のうち１７名は，暮らしのサポーター養成講座の修了

者である。

③ 「西五位おたっしゃクラブ」の設立

暮らしのサポーター養成講座の開催に際し，福岡地域包括支援センターからの呼び

かけを受け，福岡いきいき脳トレクラブからも池田氏を含む７名が講座を受講し，暮

らしのサポーターとなった。当時，池田氏は，脳トレリーダーとしての活動を行いな

がら，自らが居住する西五位地区でも高齢者の生きがいづくり，健康づくりのための

活動を行うことを考えていたところであった。講座を受講し，地域づくりの方向性と

して，身近な地域に気軽に集まり，体操や交流を楽しむ場をつくることで健康寿命の

延伸を目指していることを知り，受講後に西五位地区において在住の脳トレリーダー

や暮らしのサポーターとともに高齢者が集う場所をつくることを計画した。

計画を進めるにあたり，池田氏は地元の理解を得るため，地域包括支援センターや

西五位支部社会福祉協議会，同自治会連絡協議会，西五位公民館等の各種団体に相談

し，賛同を得ている。背景として，各団体でも地域における高齢者の生活支援や介護

予防の重要性を認識する一方，福祉や防災面での役割の拡大，担い手不足や役員の高

齢化などに直面する中で，新たに住民主体の取り組みを始めることの難しさも感じて

いたことがあった。そのため，池田氏からの働きかけは，地域にとっても必要な活動

として受け止められ，各団体の支援や西五位地区の脳トレリーダーや暮らしのサポー

ターの協力により，平成２９年３月に西五位おたっしゃクラブ（以下，「おたっしゃク

ラブ」とする）が設立された。

� 運営体制 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

以上のような経緯から，おたっしゃクラブは福岡いきいき脳トレクラブの単独事業
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西五位おたっしゃクラブ （協賛） 西 明 寺 自 治 会
栃 丘 自 治 会

（役員） （実行委員）

・西五位支部社会福祉協議会会長 ・脳トレリーダー 西 五 位 地 区
（協賛，役員） 民生・児童委員　（暮らしのサポーター）・西五位公民館館長

・暮らしのサポーター・西五位自治会連絡協議会会長
西五位地区長寿会・西五位地区民生・児童委員代表 ・健康づくり推進員

・公民館指導員，同ふれあい推進員・西五位支部社会福祉協議会常任委員 （協賛，役員，助成） 西 五 位 自 治 会
連 絡 協 議 会

地
区
レ
ベ
ル

（主催，役員） （助成）（実行委員） （助成）

西 五 位 支 部 西五位公民館
社会福祉協議会

旧
市
町
村
レ
ベ
ル

暮らしのサポーター養成講座
（
合
併
前
）

（受講） （主催）

福岡いきいき脳トレクラブ 福岡町地域社会福祉協議会 福岡地域包括支援センター
（連携）

（委託：社会福祉法人）い き い き
（設立）

地域づくりによる
市
町
村
レ
ベ
ル

介護予防推進支援事業（富山県いきいき長寿大学）

専門的実践講座
高岡市社会福祉協議会 高岡市脳トレリーダー養成講座 （協力）

都
道
府
県
レ
ベ
ル

（主催）

富山県社会福祉協議会富山県いきいき長寿センター 富山県
（補助）

（共催，会場，役員，助成）

脳トレクラブ（高岡）

ではなく，西五位地区全体の取り組みとして，西五位支部社会福祉協議会が主催，西

五位公民館が共催という形をとっている。

事業費については，公民館と自治会連絡協議会のほか，福岡町地域社会福祉協議会

および福岡地域包括支援センターから助成を受けており，現状として会費や参加費を

徴収せず，各団体からの助成金収入を主たる財源として運営している。その他に，西

五位地区長寿会，同自治会連絡協議会，同民生委員・児童委員のほか，同地区に隣接

する五位山地区の西明寺自治会および栃丘自治会がそれぞれ協賛という形で参画して

いる。

さらに，西五位支部社会福祉協議会と西五位公民館は，それぞれ主催団体，共催団

体という立場から，同クラブの支援を行っている。支部社会福祉協議会では，同協議

会の常任委員１名が事務局として活動日に参加し，活動のサポートや実施内容の記録

を行っているほか，参加者募集の際に同協議会から各自治会長を通じ，おたっしゃク

ラブの案内と参加申込書を全戸配布している。さらに，西五位公民館は，会場を提供

するとともに，おたっしゃクラブの参加者については公民館が加入する保険を適用で

図１ おたっしゃクラブの運営体制と各団体・事業との関係
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きるようにしている。

そして，同クラブの運営を担う役員は，地域の各種団体の関係者と，実際に参加者

に対して体操や脳トレ等を指導する，実行委員によって構成されている。役員構成の

内訳は，支部社会福祉協議会会長が代表，公民館，自治会連絡協議会，長寿会，民生

委員・児童委員の各代表者がそれぞれ副代表を務め，前述の通り，支部社会福祉協議

会の常任委員が事務局として役員に加わっている。

さらに，実行委員として１０名が役員になっており，そのうち７名は暮らしのサポー

ター養成講座の修了者，さらにそのうちの３名が福岡いきいき脳トレクラブから同講

座を受講した，池田氏を含む脳トレリーダーである。その他に，市の健康づくりに関

する施策の一環として地域で活動している，西五位地区健康づくり推進員１名，公民

館のスタッフ２名（指導員およびふれあい推進員）が実行委員として活動を支えてい

る。参加申込書は，参加希望者が直接公民館に提出することとしており，公民館の指

導員およびふれあい推進員がその窓口になるとともに，申込時に実施するオリエン

テーションを担当している。

主として実行委員は，活動日当日の運営を担い，会場の準備や茶菓の用意，参加者

の受付から，脳トレや手遊び，体操等のプログラムの実施，終了後の後片付けまでを

行っており，実行委員長として池田氏が全体をとりまとめている。

� 活動内容 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

① 活動の概要

おたっしゃクラブは，６５歳以上の高齢者を対象に，体操や脳トレ等を行う場を設け

ることを通じて，介護予防（認知症予防）および交流を図ることを目的としている。

場所は，周辺の住民にとって身近で利用しやすい施設である公民館を利用し，月２

回，第１・３水曜日を活動日としている。

活動の内容としては，脳トレや手遊びのほか，高岡市の「地域づくりによる介護予

防推進支援事業」の一環として，高齢者向けに開発された市独自の体操プログラム「高

岡はつらつストレックス体操」（以下，「はつらつ体操」とする）をメニューに取り入

れている。

同事業は，高齢者が主体的に集まり，交流を通じて介護予防活動を継続実施できる

場を創設することを目的とし，場の立ち上げのための支援として，はつらつ体操の作

成事業者による技術指導や市高齢介護課による体力測定などが行われている。事業に

おいて，地域包括支援センターが活動運営にあたっての相談援助，活動状況の確認等
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を行うこととなっており，おたっしゃクラブは，設立時における福岡地域包括支援セ

ンターとの話し合いにより，同事業の目的に沿って運営していくこととした。

参加者は，西五位支部社会福祉協議会の担当地区である，西五位地区および隣接す

る五位山地区の一部（西明寺および栃丘自治会）の住民を対象に募集しており，平成

２９年度は６０代後半～８０代の３０名から参加申込があった（平成３０年１月現在）。なお，

参加申込者のうち男性は１名のみで，平均年齢は７７．３歳，最高齢は８６歳となってお

り，１回あたりの平均参加者数は約１６人である。

② 活動の実際

平成３０年２月１４日（水）に実施した現地視察から，実際の活動の様子について報告

する。

活動は，午前１０時～１１時半の約９０分を目安として実施している。受付は午前９時３０

分頃から行っており，公民館を訪れた参加者は集会室に向かい，まずそこで健康

チェックを行う。実行委員が機器を用いて参加者の血圧と脈拍を測定するとともに，

当日の体調，睡眠および食欲の状態，体の痛みの有無を聞いていく。測定結果および

聞き取りの結果については，おたっしゃクラブで用意した「参加者体調管理表」に毎

回，記録しており，参加者の体調の変化を把握できるようにしている。

その後，池田氏をはじめとした実行委員の指導のもと，介護予防（認知症予防）の

ためのプログラムを行う。プログラムは基本的に椅子に座ったままできる内容として

おり，はつらつ体操や脳トレ問題に加え，手遊び，歌に合わせて身体を動かす「いき

いき体操」のほか，楽器（鈴やタンバリン等）を使って歌ったり身体を動かしたりす

るなど，様々なプログラムを用意し，実行委員が分担して指導にあたっている。

図２ おたっしゃクラブの活動風景
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脳トレ問題については，配布した問題を実行委員が読み上げ，その場で参加者に答

えを考えてもらい，解答を教える形をとっている。当日は，富山県の方言をテーマと

した穴埋め問題が出され，文章中の空欄に入る語句（方言）を考える内容であった。

実行委員は時折，ほかの地域では同様の方言が通じない，相手が意味を取り違えてし

まうといったエピソードを取り混ぜ，参加者とコミュニケーションをとりながら，場

を盛り上げる工夫をしていた。

また，プログラムの合間には，１５分程度の休憩時間（同クラブでは「お茶タイム」

という）を設けている。参加者は建物内の別の部屋に移動し，座卓を囲んで用意され

たお茶やお菓子をいただきながら，ほかの参加者や実行委員と会話をする。おたっ

しゃクラブでは，この時間を毎回設けており，プログラムに参加するだけではなく，

友人や近隣住民との交流を通じて高齢者の生きがいづくりにつなげたいと考えてい

る。

そして，プログラムの最後に，池田氏が健康に関する講話を行う。池田氏は，元看

護師としての経験も活かしながら，例えば，季節に応じて熱中症やヒートショック，

インフルエンザなどの予防について分かりやすく解説したり，自宅でもできる簡単な

体操（家事などをしながらできる“ながら運動”）を教えたりしている。おたっしゃ

クラブを通じて，健康に関する様々な情報を提供することで，活動日に限った一時的

な取り組みとせず，参加者が日頃から健康維持に取り組めるように努めている。

おたっしゃクラブの活動では，以上のような内容を基本的な構成としている。全体

的な特徴として，適度な運動で身体をほぐすとともに，脳トレ問題以外にも，手遊び

や歌いながら身体を動かすプログラムにより，頭と体の両方を使うことを意識してい

る。また，活動プログラムへの参加だけではなく，参加者同士の交流も大切にしてお

り，身体活動（はつらつ体操等），知的活動（脳トレ），そして社会活動（お茶タイム

を通じた参加者同士の交流）のそれぞれの要素を含む，複合的なプログラムを構築し

ていることが同クラブの特徴といえる。

おわりに

本稿では，富山県における脳トレリーダー養成講座の実施と，講座を修了した脳ト

レリーダーによる活動事例として，高岡市福岡町地域における西五位おたっしゃクラ

ブの取り組みを紹介した。

近年，脳年齢の若がえりや認知症の予防への関心の高まりから脳トレへ注目が集

まっているが，脳トレリーダーの活動の意義について，次の２点を指摘することがで
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きる。まず，自治体や地域のサロン等で行われている介護予防や認知症予防のための

取り組みに，出前教室という形で脳トレをプログラムに加えることで，その内容の多

様化・充実を図っていることである。そしてもう一つは，地域における介護予防活動

の推進のための拠点づくりにおいて，リーダー（牽引役）となる可能性を持っている

ことである。実際に，おたっしゃクラブの事例では，同クラブの設立において脳トレ

リーダーが中心的な役割を発揮するとともに，市の推進する運動プログラムと併せて

脳トレを行うことでプログラムの充実につなげており，脳トレリーダーが活動を担う

重要な存在となっている。

今後，高齢者数の増加に伴い，予防ニーズが高まる中で，自治体職員や介護予防従

事者の負担はさらに増加することが予見される。地域における介護予防活動の推進に

は，住民主体の取り組みが不可欠であり，そのための人材養成はますます重要になっ

てくると考えられる。高齢者の生きがいづくりと認知症予防の推進の両面を兼ね備え

た取り組みとして，脳トレリーダーの養成に対するニーズは一層高まっていくものと

考えられ，さらなる普及に向けた取り組みが期待される。
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編集後記

今号から，坂野達郎先生に委員長に，また澤岡詩野先生に新たに委員にご就任いた

だきました。また，清水浩昭先生，鈴木隆雄先生には，引き続き委員にご就任いただ

き，新体制となってから初めての発刊となりました。今号も無事発刊できましたの

は，大変ご多忙にも関わらず，委員就任をご快諾いただき，ご助言，ご協力を賜りま

した委員の先生方のお力添えのお陰と，深く感謝申し上げます。

高齢者の生きがいに関する理論的基盤の整備を図ることを目的とし，年１回の発行

を続けてきた『生きがい研究』は，来年度で創刊から四半世紀を迎え，次号は記念す

べき２５号となります。本誌では，これまで様々な分野の研究者や有識者の方に論文を

執筆していただくことで，「生きがい」というテーマについて学際的に理解すること

を試みてきました。より一層の高齢化の進展が見込まれ，高齢者が「生きがい」を持

つことの大切さが改めて注目される中，広く学際的な視野の広がりをもつ本誌の特性

を生かし，これからも「生きがい」に関する様々な研究成果を紹介していきたいと考

えております。編集委員の皆様からご意見・ご提言をいただきながら，一層の誌面の

充実に努めて参りたいと存じますので，今後もご愛顧のほど何卒よろしくお願い申し

上げます。

最後に，一昨年度まで編集委員として長きにわたり本誌の発行にご尽力賜りまし

た，神戸学院大学教授の金子勇先生にこの場を借りて深く御礼申し上げます。

長寿社会開発センター企画振興部
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